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Press Release

報道関係者 各位

事務処理誤り等（平成２２年１１月分）について

平成 22 年 11 月分の事務処理誤り等の件数及び個別の事案等について、別添

のとおりお知らせいたします。

なお、日本年金機構においては、引き続き事務処理誤り等の再発防止に努めて

まいります。

平成２３年１月７日

（照会先）

品質管理部長 伊藤 誠一

（電話直通 ０３－６８９２－０７５２）

経営企画部広報室

（電話直通 ０３－５３４４－１１１０）
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別添

事務処理誤り等（平成２２年１１月分）について

Ⅰ 概 要

日本年金機構（本部及び年金事務所等）における公的年金業務の事務処理誤り及び業

務上発生した事件・事故（以下「事務処理誤り等」という。社会保険庁時代のものを含

む。）について、１１月に、本部担当部署及び年金事務所等の事務処理誤り等の詳細な

報告が完了したもの及びシステム事故等の詳細な報告が完了したものを取りまとめたも

の。

・これらの事務処理誤り等については、被保険者等の関係者から公表を控えるよう強く要請されない

限り、原則として、その事案の概要等を公表します。今回取りまとめた183件のうち、公表可能な163

件について、その概要を日本年金機構ＨＰに掲載しています。

Ⅱ 状 況

以下の分析については、システム事故等を除く事務処理誤り等の１８３件を対象とし

ています。

１ 事務処理区分別件数

（１）受付時の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1件 （0.5%）

〔郵送や窓口で受領した書類の担当部署への回付漏れ等、受付時の誤り〕

（２）確認・決定誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 61件（33.3%）

〔届書内容の確認誤り、金融機関等のコード記入誤り等、事実関係の誤認や法令の適用誤り〕

（３）未処理・処理遅延・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27件（14.8%）

〔審査決定すべき届書の未処理、社会保険オンラインシステムへの入力漏れ、日本年金機構本部

への進達漏れ、関係部署からの返戻書類の未処理等〕

（４）入力誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15件 (8.2%）

〔数字や氏名等の入力誤り、一部項目の入れ違え等、入力時の誤り〕

（５）通知書等の作成誤り・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 8件 （4.4%）

〔様式誤り、記載事項誤り等、出力・作成時等の誤り〕

（６）誤送付・誤送信・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ 31件（16.9%）

〔別の送付先への書類混入等の誤送付、誤送信、誤交付等、配付時の誤り〕

（７）説明誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4件 （2.2%）

〔窓口、電話等での制度説明誤り、申請書等の指示誤り等、相談時の誤り〕

（８）受理後の書類管理誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 （3.3%）

〔受理した申請書、添付書類の紛失等〕

（９）記録訂正誤り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2件 （1.1%）

〔別人の記録を訂正、別人の記録を統合〕

（10）事故等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28件（15.3%）

〔身分証明書等の紛失、不適正な事務処理等、通常の業務処理の流れの中での誤りには該当しな

いもの〕

合計 183件（100.0%）
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２ 制度等別件数

（１）厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42件 （23.0%）

（２）厚生年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6件 (3.3%）

（３）国民年金適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16件 （8.7%）

（４）国民年金徴収関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33件 （18.0%）

（５）年金給付関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59件 （32.2%）

（６）船員保険関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0件 （0.0%）

（７）その他 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・ 27件 （14.8%）

合計 183件（100.0%）

３ 制度等別･事務処理区分別内訳

表１ 制度等別・事務処理区分別内訳一覧表
受付時

の書類

管理誤

り

確認・

決定誤

り

未処理・

処理遅

延

入力誤

り

通知書

等の作

成誤り

誤送付・

誤送信

説明誤

り

受理後

の書類

管理誤

り

記録訂

正誤り
事故等 計

厚生年金

適用関係

0 9 6 6 2 16 0 3 0 0 42

(0) (2) (0) (1) (0) (1) (0) (1) (0) (0) (5)

厚生年金

徴収関係

0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 6

(0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (2)

国民年金

適用関係

0 8 2 3 1 2 0 0 0 0 16

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

国民年金

徴収関係

1 8 11 2 3 7 0 0 1 0 33

(1) (0) (1) (0) (0) (2) (0) (0) (0) (0) (4)

年金給付

関係

0 32 8 3 2 5 4 3 1 1 59

(0) (6) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (6)

船員保険

関係

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

その他
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (3) (3)

計
1 61 27 15 8 31 4 6 2 28 183

(1) (10) (1) (1) (0) (3) (0) (1) (0) (3) (20)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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４ 事務処理誤り等の原因

（１）原因別件数

① 確認不足・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131件（71.6%）

〔窓口装置操作の際にキータッチ等を誤ったもの・入力を漏らしていたもの、通知書等の封入

封緘時における内容物や宛先の確認を漏らしていたもの等〕

② 適用・認識誤り・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・ 3件 （1.6%）

〔法令や通知等に係る解釈を誤っていたもの、理解が不足していたもの等〕

③ 届書等の放置・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ 20件 (10.9%）

〔本来行うべき処理を多忙や失念により適切な時期までに処理を行わなかったもの〕

④ その他・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29件（15.9%）

〔不正行為、不適正な事務処理、事故等〕

合計 183件（100.0%）

（２）原因別･事務処理区分別内訳

表 ２ 原因別・事務処理区分別内訳一覧表

受付時
の書類

管理誤り

確認・
決定誤り

未処理・
処理遅

延
入力誤り

通知書
等の作
成誤り

誤送付・
誤送信 説明誤り

受理後
の書類

管理誤り

記録訂
正誤り 事故等 計

確認不足
1 60 7 14 8 31 4 4 2 0 131

(1) (10) (0) (1) (0) (3) (0) (0) (0) (0) (15)

適用・認識誤り
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

届書等の放置
0 0 19 0 0 0 0 1 0 0 20

(0) (0) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

その他
0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 29

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (0) (3) (4)

計
1 61 27 15 8 31 4 6 2 28 183

(1) (10) (1) (1) (0) (3) (0) (1) (0) (3) (20)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（３）原因別･制度等別内訳

表 ３ 原因別・制度等別内訳一覧表

厚生年金
適用関係

厚生年金
徴収関係

国民年金
適用関係

国民年金
徴収関係

年金給付
関係

船員保険
関係

その他 計

確認不足
37 6 14 25 49 0 0 131

(4) (2) (0) (3) (6) (0) (0) (15)

適用・認識誤り
0 0 0 1 2 0 0 3

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

届書等の放置
4 0 2 7 7 0 0 20

(0) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (1)

その他
1 0 0 0 1 0 27 29

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (3) (4)

計
42 6 16 33 59 0 27 183

(5) (2) (0) (4) (6) (0) (3) (20)

（注）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。
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５ 事務処理誤り等による影響

（１）事務処理誤り等による影響額別内訳

表 ４ 事務処理誤り等による影響額別一覧表

影響額
厚生年金

適用関係

厚生年金

徴収関係

国民年金

適用関係

国民年金

徴収関係

年金給付

関係

船員保険

関係
その他 計

影響額なし
26 3 9 20 21 0 26 105

(2) (0) (0) (3) (4) (0) (3) (12)

１万円未満
0 1 1 4 2 0 0 8

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (2)

１万円以上

５万円未満

1 1 2 4 7 0 1 16

(0) (1) (0) (0) (1) (0) (0) (2)

５万円以上

１０万円未満

2 0 2 3 3 0 0 10

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

１０万円以上

５０万円未満

3 0 0 1 16 0 0 20

(1) (0) (0) (1) (0) (0) (0) (2)

５０万円以上

１００万円未満

6 0 1 1 4 0 0 12

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

１００万円以上

５００万円未満

3 1 1 0 6 0 0 11

(1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (1)

５００万円以上
1 0 0 0 0 0 0 1

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
42 6 16 33 59 0 27 183

(5) (2) (0) (4) (6) (0) (3) (20)

（注１）（ ）内は、非公表とした事案の件数を再掲したものである。

（注２）影響額の区分は、事務処理誤り等によって年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響の

あった額を表示した。

（注３）影響額の区分欄の「影響額なし」とは、①誤送付などで年金や健康保険等の給付額、保険料徴

収額等に影響のないもの、②賞与支払届の金額を誤って入力したが、保険料納付までに保険料納

付額を訂正できたものなどで年金や健康保険等の給付、保険料徴収額等に影響のないものをいう。

また、影響額の調査中のものも「影響額なし」とする。
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（２）事務処理誤り等による事象別内訳

表 ５ 事務処理誤り等による事象別一覧表

事 象 件 数 総額（円） 平均金額（円）

過払い（年金等の額を多く払いすぎた件） 20 13,726,860 686,343

未払い（年金等の額を少なく支払った件） 22 18,080,336 821,833

過徴収（保険料金額を多く徴収した件） 8 867,012 108,377

未徴収（保険料金額を少なく徴収した件） 18 8,462,175 470,121

誤還付（保険料金額を誤ってお返しした件） 3 446,900 148,967

その他 7 4,394,218 627,745

計 78 45,977,501 589,455

（注１）「表５事務処理誤り等による事象別一覧表」は、「表４事務処理誤り等による影響額別一覧表」

の「影響額なし」以外の内訳を表示した。

（注２）「総額（円）」は、事務処理誤り等によって年金や保険料徴収額等に影響のあった額の合計金

額を表示した。

（注３）「その他」の内訳は以下のとおりである。

未徴収と過払いがある件 1件 320,491円

未徴収と過徴収がある件 2件 922,068円

未払いと過徴収がある件 1件 1,347,512円

未払いと過払いがある件 2件 1,774,147円

詐欺による被害 1件 30,000円

６ 事務処理誤り等の判明契機

（１）日本年金機構内部で判明・・・・・・・・・・・・・・・ 47件 （25.7%）

（２）日本年金機構外部からの通報等により判明・・・・・・・ 113件 (61.7%）

（３）その他（事件・事故等）・・・・・・・・・・・・・・・ 23件 （12.6%）

合計 183件（100.0%）

Ⅲ システム誤りに伴う事故等

・該当する事故等はありませんでした。



（注）各事項について、１.受付時の書類管理誤り、２.確認・決定誤り、３.未処理・処理遅延、４.入力誤り、５.通知書等の作成誤り、６.誤送付・誤送信、７.説明誤り、８.受理後の書類管理誤り、９.記録訂正誤り、１０.事故等の順に編綴

○日本年金機構の平成22年11月分の事務処理誤り等一覧（1～47ページ）

１．厚生年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ｐ 整理番号 １～３７

２．厚生年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１２Ｐ 整理番号 ３８～４１

３．国民年金適用関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１３Ｐ 整理番号 ４２～５７

４．国民年金徴収関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１８Ｐ 整理番号 ５８～８６

５．年金給付関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６Ｐ 整理番号 ８７～１３９

６．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２Ｐ 整理番号 １４０～１６３



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○平成１６年７月に、本来資格取得届（被保
険者Ａ様）に基礎年金番号ではない年金手
帳番号が記載されている場合、基礎年金番
号を十分に確認し資格取得処理すべきとこ
ろ、同姓同名、同一生年月日の別人である
被保険者Ｂ様の基礎年金番号を使用し、資
格取得処理してしまったため、平成１６年１１
月に被保険者Ａ様が提出された国民年金第
３号特例届により、被保険者Ｂ様の国民年金
資格記録が訂正され、国民年金保険料の還
付が発生し、被保険者Ｂ様の国民年金保険
料の還付金を被保険者Ａ様が受けることと
なってしまいました。
○その原因は、氏名索引による基礎年金番

1

別人の基
礎年金番
号による
厚生年金
資格取得
処理等に
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

福島 相馬 2004年7月12日 2010年9月3日

○機構本部記録管理部から「ねんきん定期
便の作成処理に係る被保険者記録の確認対
象者一覧表」が年金事務所に送付され、重
複記録等の内容を調査しましたところ、平成
１６年７月に旧相馬社会保険事務所において
資格取得処理を行った厚生年金記録を、別
人の基礎年金番号で入力していたことが判
明しました。

2名 誤還付 317,600

○担当者が基礎年金番号を誤って登
録している被保険者Ａ様及び被保険
者Ａ様が現在勤務する事業主様と面
談し、お詫びのうえ、経過説明を行い
ました。誤って交付した年金手帳は返
却を受けました。また、国民年金の資
格関係並びに本来支払いすべきでな
い保険料還付金の返納については、
所定の手続き（債権告知）が整い次第
改めて連絡することで了承を得まし
た。分割納付の申出があり、返納中で
す。
○被保険者Ｂ様には連絡が取れな
かったため、文書にてお詫び及び顛末

○幹部会で当該事象を説明し、事務
所で取扱う受付書類審査の全般につ
いて適正な確認と複数人での点検を
行うよう全職員に周知しました。

内部

○その原因は、氏名索引による基礎年金番
号の確認を行った際に、住所や厚生年金加
入歴等の十分な確認を行わなかったためで
す。

り かったため、文書にてお詫び及び顛末
説明を送付しました。
○被保険者Ｂ様より電話があり、お詫
びのうえ、説明及び今後の手続き等の
依頼を行い、了承を得ました。

○老齢年金の受給資格が不足しているとし
て、旧社会保険事務所で国民年金任意加入
申請書を受付し、同時に６５歳以降について
も国民年金の高齢任意加入をする処理を行
いました。お客様は、平成２０年１０月分から
平成２１年７月分まで国民年金保険料を納付
されていました。
○本来、国民年金任意加入手続き時に提出
された、国家公務員共済加入期間確認通知
書と厚生年金加入記録を照合し受給資格が
あると判断すべきところ 確認を十分に行わ

2

老齢年金
の受給権
確認・説明
誤りに伴う
誤った国
民年金任
意加入処
理につい
て

確
認
・
決
定

愛媛 松山西 2008年10月27日 2010年6月30日

○国民年金高齢任意加入中のお客様が、保
険料納付相談のため年金事務所へ来所され
ました。
○資格記録を確認しましたところ、厚生年金
加入期間と共済組合加入期間を合わせると
２４０月以上あり、６０歳時点ですでに老齢厚
生年金の受給資格を満たしていることが判明
しました。

1名 過徴収 43,980

○担当者がお客様にお詫びし、今回
の事象を説明しました。なお、国民年
金任意加入分については了承され、
高齢任意加入分については保険料還
付を行うことで了承を得ました。年金
給付に係る時効分の取扱いについて
機構本部と協議することとしました。
○機構本部からの回答により、機構本
部に、文書にて支払い依頼を行ないま
した。お客様相談室長がお客様に結
果を説明しました 後日の支払いにつ

○課内会議において、当該事象を説
明し、受給資格要件の確認はチェック
シート等を活用し、確実に行うよう指示
しました。
○また、年金額の試算も含め、複数の
チェックをするよう改めて周知徹底を
図りました。

外部

あると判断すべきところ、確認を十分に行わ
ず受給資格がないと誤認したことによるもの
です。
○また、審査時においてもそのことに気づか
ず、審査が不十分であったことによるもので
す。

定
誤
り

果を説明しました。後日の支払いにつ
いて了承を得ました。

○本年の報酬月額算定において、該当者様
の被用者記録上、平成２０年・２１年度含めて
被用者算定届「７０歳以上被用者厚生年金
保険算定基礎・月額変更・賞与支払額届」が
未提出であることが判明しました。
○標準報酬月額が２００万円である３年度分
の届を受理し、年金事務所で入力処理しまし
た。
○確認しましたところ、該当者様について、７
０歳到達（平成１９年１２月）により平成２０年

3

７０歳以上
被用者該
当・不該当
届の報酬
月額入力
誤りによる
在職老齢
年金の過
払いにつ
いて

確
認
・
決
定

岐阜 大垣 2008年1月25日 2010年10月12日

○年金相談窓口に来訪された社会保険労務
士より、「今回、受託事業所の被用者の方の
ところに、在職老齢年金支給額が大幅に減
額された振込通知書が届いた」とのお問合せ
がありました。
○確認しましたところ、７０歳以上被用者該
当・不該当届の報酬月額入力誤りが判明し
ました。

1事業
所1名

過払い 5,065,002

○所長・お客様相談室長・担当課長が
ご本人様のお勤め先を訪問し、お詫び
のうえ、経過等について説明しました。
○また、今後の返納方法等について
説明し、各期支払額の２分の１内払調
整返済とすることで了承を得ました。

○入力ミスを防止するためダブル
チェックを再度徹底することを確認し、
特に審査段階において、見誤りやすい
数字・桁数の多い数字には赤線で下
線を引き、入力者・処理結果確認者に
十分注意するよう指示しました。
○７０歳以上被用者該当・不該当及び
７０歳以上被用者厚生年金保険算定
基礎・月額変更・賞与支払額届の審
査・入力にあたっては 窓口装置で資

外部
０歳到達（平成１９年１２月）により平成２０年
１月に「７０歳以上被用者該当・不該当届」
（報酬月額１５０万円）が提出され、本来１５０
万円で入力すべきところを１５万円と誤って入
力しました。この誤りにより、平成２０年１月か
ら平成２２年８月までの間、年金の過払いが
生じたことが判明しました。

いて 定
誤
り

所1名 査・入力にあたっては、窓口装置で資
格記録を確認のうえ、処理するよう再
度確認しました。

1



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○事務センターにて入力担当者に確認しまし
たところ、平成２２年１０月７日に機構本部よ
り、郵便番号の－（ハイフォン）入力漏れのた
めエラーとなり、支払いできなかったデータに
ついて連絡がありました。
○本来であればエラーとなっていた平成２２
年９月１７日登録分の再登録が必要でした
が、誤って聞き取り、平成２２年９月３日及び
平成２２年９月２１日登録分を平成２２年１０
月８日に再登録していたことが判明しました。
○またその際に、エラーデータの一覧を確認
したうえで再登録すべきところ、確認しておら
ず、再登録の決裁も行われていませんでし
た。

4

保険料等
還付請求
書の登録
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

福井
事務

センター
2010年10月8日 2010年11月1日

○Ａ事業所より、平成２２年９月１４日に提出
した保険料等還付請求書は平成２２年１０月
１４日に支払われたが、平成２２年１０月２９
日に再度支払われたとの連絡が年金事務所
にありました。
○確認しましたところ、平成２２年９月１７日登
録分（エラーとなったもの）を再登録すべきと
ころ、誤ってすでに支払済の分（平成２２年９
月３日、平成２２年９月２１日登録）を再登録
していたことが判明しました。 6事業

所4名
その他 867,636

○未払いとなっていた平成２２年９月１
７日分は再登録しました。
○過払いにつきましては、担当者が事
業所及びお客様へお詫びのうえ、経
過説明し、返納金納入告知書が作成
された時点で再度連絡することを伝え
ました。
○担当者が事業所及びお客様へ電話
連絡のうえ、返納金納入告知書を送
付しました。

○訂正等の入力をした場合は必ずグ
ループ長の決裁を受けるよう、グルー
プ内の職員に徹底を指示しました。
○グループ長会議で各グループ長に
報告するとともに、全職員に回覧によ
り周知しました。

外部

た。
○以上により、平成２２年９月３日及び平成２
２年９月２１日分の過払い、平成２２年９月１７
日分の未払いが生じていることが判明しまし
た。

05

資格喪失
届にかか
る保険証
回収区分
の処理漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

青森
事務

センター
2010年4月6日

○朝礼で事象を報告し、保険証回収リ
ストと回収済保険証を突合し、即時に
回収登録処理フォーマットにより処理
票を作成し、入力委託を行う流れとす
ることを職員に周知徹底しました。

外部2010年11月5日

○担当者が医療機関院長あてに電話
連絡し、お詫びのうえ、今回の事務処
理誤りの経過を説明しましたが、了解
頂けず文書での謝罪又は当該医療機
関あて訪問し謝罪することを求められ
ました。ブロック本部と協議し、医療機
関院長あてにお詫びの手紙を送付し、
了承を得ました。
○また、当該事業主様あてに電話で
お詫びのうえ、説明し、了承を得まし
た。ＦＤでの資格喪失届の際も未回収
の場合は回収不能届を提出頂くよう依

○全国健康保険協会より、「４月分レセプト
（診療報酬明細書）について、資格喪失後に
受診していた医療機関に連絡したところ、医
療機関より、保険証を確認しているとのお申
出があった」との連絡がありました。
○確認しましたところ、ＦＤ資格喪失届の保険
証未回収処理がされていないことが判明しま
した。

○年金事務所に提出されたＦＤ資格喪失届
を一括処理しましたところ、ＦＤ届はシステム
上、全件保険証が添付として自動処理される
ため、保険証未回収の場合は、回収年月日
登録処理票を起票し、未回収登録すべきとこ
ろ、処理票の起票・入力を怠ったため、未回
収でありながら、回収済の登録をしたもので
す。 1事

業所
―

6

資格取得
届の入力
処理誤り
について 確

認
・
決
定
誤
り

大阪 淀川 2010年11月1日 2010年11月8日

○Ａ事業所より全国健康保険協会に、覚え
のない方の健康保険被保険者証が届いたと
の連絡があり、当年金事務所に連絡があり
ました。
○確認しましたところ、Ｂ事業所の資格取得
届の入力を誤ってＡ事業所として入力処理し
ていたことが判明しました。

○Ｂ事業所の資格取得届を受付け、入力処
理を行いましたが、その際、事業所整理記号
を見誤り、Ａ事業所分として入力しました。
○届書には事業所整理記号は記入されてい
ましたが、事業所番号の記入がなく、見誤っ
た事業所整理記号（Ａ事業所）の事業所番号
を記入・入力し、事業所名称の確認を怠って
いました。
○入力後の確認チェックは処理結果リストと
照らし合わせて行いますが、リストには事業
所名称が載らないため、この段階では誤りが
発見できませんでした。

2事業
所2名

― 0

○事務センターにおいてＡ事業所の
誤った入力を取り消し、改めてＢ事業
所の入力処理を行いました。
○担当者がＡ事業所に電話にてお詫
びしましたところ、お詫びの文書が送
付された後に健康保険被保険者証を
返却するとのことでしたので、Ａ事業所
あてにお詫びの手紙を送付しました。
○Ａ事業所より健康保険被保険者証
の返却がありました。
○担当者がB事業所に電話にてお詫
びし、訪問のうえ説明し、了承を得まし
た。

○課内会議において当該事象を説明
し、資格取得届の入力処理の際は、
事業所整理記号のみならず、事業所
番号・事業所名称を必ず確認するよう
指示しました。

外部

の場合は回収不能届を提出頂くよう依
頼しました。

た。

2
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7

被保険者
資格取得
届の入力
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

長野 飯田 2010年9月3日 2010年11月22日

○保険料控除の確認をしていた事業所より、
「８月に資格取得した２名分の保険料が合わ
ない」との照会がありました。
○確認しましたところ、提出された資格取得
について、他の適用事業所で資格取得届を
入力していることが判明しました。

○事業所から提出された適用関係の届書
は、年金事務所で審査し、事務センターで入
力を行っていますが、今回の届書については
事業所整理記号の記載がなく、当所で補正
する際に「適用事業所名簿」で確認します
が、確認の際に見誤って事業所整理記号を
記載したことによるものです。
○また、入力において事務センターでの委託
業者の作業時において入力した事業所記号
による事業所名称と、届書に記載されている
事業所名称の確認を漏らしてしまったことに
よるものです。

2事業
所2名

その他 643,920

○担当課長が事業所に電話し、お詫
びのうえ、経過説明をしました。また、
正しく処理した通知書を持参のうえ、
改めて訪問させていただくこととしまし
た。
○担当課長が資格取得確認及び標準
報酬決定通知書を持参のうえ事業所
を訪問し、再度お詫びのうえ、誤った
健康保険被保険者証の回収と保険料
請求及び還付（相殺）の説明をし、了
承を得ました。

○課内で今回の誤り発生の原因検証
を行い、各々問題意識を持ち再発防
止に努めるよう指示しました。
○朝ミーティングにおいて、事務処理
誤りの詳細を全課員に伝え、再度届
書審査処理の徹底と思い込みによる
処理の禁止を周知しました。

外部

○担当者がご本人様に電話しましたと
ころ、お詫び文書を自宅に送付しても
らえばよいとのことでした。
○お詫びの手紙及び返納金の説明文
を送付しました。お客様より電話があ
り、文書の内容について、再作成の要
望がありました。返納金は年金による
調整で了承を得ました。事業所様にも
経過等説明し、了承を得ました。
○お詫びの手紙、返納金の内訳明
細、返納方法申出書等を送付しまし
た。
○返納方法申出書の返送がありまし
た。ご本人様に電話にて再度お詫び
し、了承を得ました。
○賞与支払届を入力し、機構本部支
払部あてに返納方法申出書を進達し
ま た

8

賞与支払
届の入力
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 東大阪 2006年12月1日
～2007年1月15日

○他年金事務所より、ねんきん定期便関係
で、平成１８年１２月の賞与支払届の確認の
電話がありました。
○届書を確認しましたところ、賞与支払届の
入力漏れが判明しました。
○また、ねんきん定期便の照会文書に対し、
平成２２年７月に「該当届見当たりません」と
誤った回答をしていることも判明しました。

○平成１８年１０月で定年後再雇用により整
理番号が変更していましたが、事業所からの
記載は変更前の整理番号であったため、入
力エラーとなり、その後のエラーリストの確
認・入力が漏れたものと思われます。
○ねんきん定期便の照会においても、変更
後の整理番号が記載されていたため、整理
番号のみで調査し、氏名等の確認を怠った
ため、誤った調査結果を回答したものです。

1事業
所1名

その他 320,491

○課内会議にて事象を説明し、賞与
支払届に限らず、入力時のエラーは複
数の目で内容確認を行い、入力漏れ
がないよう周知しました。
○また、調査時は必ず氏名による確
認を行うことの再徹底を行いました。

内部2010年8月19日

9

厚生年金
関係届書
の受付時
の書類管
理誤りに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川
事務

センター
2010年3月26日 2010年10月20日

○職員から、事務センター倉庫内において、
未開封の封書(宅配便）を発見したとの報告
がありました。
○確認しましたところ、Ａ事業所の健康保険・
厚生年金被保険者資格喪失届１件、厚生年
金保険被保険者住所変更届１件の計２件が
入っており、未処理であることが判明しまし
た。

○宅配業者より受け取った後、直ちに書類受
付を担当する職員に引き渡すところ、いった
ん不要物品を保管するダンボール箱に置い
てしまったため、そのまま倉庫に格納された
と思われます。 1事業

所2名
未徴収 670,707

○担当者がＡ事業所を訪問し、担当者
様にお詫びのうえ、経過説明を行い、
通知書を手渡しました。資格喪失処理
に伴う遡及保険料額の告知額への充
当については、増減内訳書を同封して
詳細を示すことで了承を得ました。

○担当グループ長及び職員で再発防
止策について協議し、宅配便の収受
場所を定め、管理係職員が直接、収
受を行うこととしました。

内部

厚生年金
保険７０歳
以上被用
者算定基
礎届の未

未
処

○年金事務所から、厚生年金保険７０歳以上
被用者算定基礎届について、年金支払スケ
ジュール締切日までに入力がされているか
の問合わせがありました。
○確認しましたところ 期日までに未入力で

○本来厚生年金保険７０歳以上被用者（算
定・月変・賞与）届は、年金支払スケジュール
の締切日までに入力し、次回年金支払分か
ら変更後の在職老齢年金を支給すべきとこ
ろを 締切日までに入力していなか たた

○担当者が受給者である１４名の方
へ、電話にて今回の事象を説明し、お
詫びし、年金額の変更額等を記載した
お詫びの手紙を送付させていただくこ
とで了承を得ました

○ 今回の事象を朝礼及び回覧で周知
し、当グループの業務は被保険者様
のみでなく在職老齢年金受給者様も
対象であるため、年金支払スケジュー
ルも念頭に業務を進めていくよう 今

ました。

10

礎届の未
入力につ
いて

処
理
・
処
理
遅
延

鹿児島
事務

センター
2010年9月7日 2010年10月13日

○確認しましたところ、期日までに未入力で
あったため、支払年金が従前の在職老齢年
金で支給されていることが判明しました。

ろを、締切日までに入力していなかったた
め、次回年金支払分を従前の在職老齢年金
の金額で支給してしまいました。
○その原因は、本届は当年中に処理すれば
問題ないと判断し、年金支払スケジュールを
確認するという認識もなく、締切日までに入
力していなかったためです。

14名 その他 906,511

とで了承を得ました。
○お詫びの手紙と説明文書を送付し
ました。

ルも念頭に業務を進めていくよう、今
後、当該届については スケジュールを
確認し、適正な事務処理に努めること
を確認し合い、再発防止策に取り組む
べく周知徹底を図りました。

内部

3
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11

賞与支払
届入力漏
れについ
て 未

処
理
・
処
理
遅
延

東京 武蔵野 2010年1月8日 2010年10月21日

○処理済の届書を製本するときに、未処理と
なっている届書があることが判明しました。

○支払届がA事業所で作成した書式で、不備
があり、一覧表と記載され、年金事務所の受
付印も押されていなかったために未入力で、
支払届総括表の添付書類として返戻され、
年金事務所に返戻された書類は入力不要の
総括表として保管されていました。
○受付簿への登録はされましたが、審査が
適切に行われなかったため、返戻されずに事
務センターへ送付してしまいました。
○事務センターでも仕分けの段階で届書とし
てみなさず、添付書類として入力不要の総括
表にあわせてしまいました。

1事業
所1名

未徴収 33,098

○担当課長よりＡ事業所に電話し、お
詫びのうえ、今後入力後に保険料が
発生することもお伝えし、了承を得まし
た。すでに提出している届書はお返し
して、正式な届書にて再度提出いただ
くようお願いしました。
○Ａ事業所より賞与の届書を受領しま
した。担当者が電話にて、入力処理さ
れ、保険料の発生する時期をお伝えし
ました。

○職員に対して、今回の事象を説明
し、審査を確実に行い、返戻漏れのな
いよう、指示しました。

内部

12

被扶養者
（異動）届
の入力漏
れについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京
事務

センター
2010年10月5日 2010年10月20日

○事業所の担当者様より、当該事業所の被
保険者様から提出された３名様分の被扶養
者（異動）届のうち、配偶者様の健康保険被
保険者証が届かないとの連絡が年金事務所
にありました。
○確認しましたところ、事務センターで３名様
分の届出のうち、配偶者様分が入力漏れと
なっていることが判明しました。

○入力を担当した職員が３名様分の被扶養
者（異動）届を処理した際、配偶者様分の入
力を漏らしました。
○処理結果のチェックにおいても気づかず、
複数名でのチェックについても行っていな
かったことが原因です。

1事
業所

― 0

○担当者が事業所の担当者様に当該
事象を説明し、お詫びしました。改善
報告書の提出を希望されました。
○事務センターより年金事務所へ改
善報告書を送付し、年金事務所から改
善報告書を事業所あてに送付しまし
た。

○職員に当該事象を説明し、入力画
面の確認と、複数名でのチェックの徹
底を図るよう申し合わせました。

外部

資格喪失
届の入力
漏れにつ
いて 未

処
理

○Ａ事業所に「被保険者１名（Ｂ様分）にかか
る算定基礎届が提出されていない」旨の通
知文書を送付しましたところ、「既に２年前に
喪失届を提出している」との連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、平成２０年６月にＢ様

資格 が

○平成２０年６月に事務センターにおいて入
力処理をしたＡ事業所の資格喪失届のうち、
１件だけが未入力のまま、旧社会保険事務
所に送付され、その後チェックされ未入力で
あるため担当者に渡したと思われます。
○本来であれば未入力の届書については担

が事象 確 金 事業

○担当者がＡ事業所に電話連絡し、状
況を説明し、お詫びをしました。また、
過徴収となっている保険料につきまし
ては、次回の保険料で相殺することで
了承を得ました。
○決定通知書は、入力処理を行い、Ａ
事

○朝礼で当該事象を説明し、事務セン
ターからの未入力での返戻分につい
てはチェック後、未処理の届書は確実
に担当者に引継ぎ、年金事務所で入
力後の件数確認を行い、漏れが生じ
ないように指示を徹底をしました。

簿 書 送13
・
処
理
遅
延

東京 武蔵野 2008年6月3日 2010年11月15日
分の資格喪失届が提出されており、未入力
であることが判明しました。

当者が事象を確認して入力するところ、年金
裁定中のため入力できず、処理済扱いと誤
認され、そのまま保管されてしまったと思わ
れます。また、平成２１年度算定基礎届の記
載は空欄であり、処理は保険者算定となって
いたため、判明しませんでした。

1事業
所1名

その他 1,347,512
事業所あてに発行しました。
○担当者がＢ様に電話し、お詫びのう
え、事象を説明し、差額分の年金額の
支給時期をお伝えし、了承を得まし
た。

○また、受付処理簿内の通知書発送
日欄により、進捗管理を確実に行うよ
う徹底しました。

外部

4



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○担当者が事業所の担当者様に電話
にてお詫びのうえ、説明しました。
○担当者が事業所に赴き、当該年金
受給者様と面談し、お詫びのうえ、事
象の説明をしました。年金の過払いこ
とについては、いきなり言われてもどう
判断したらよいかわからないので、今
日は説明を聞くだけで、後日連絡する
とのことでした。
○担当者が事業所に赴き、当該年金
受給者様と面談しました。当該年金受
給者様から、「ミスの発生報告書」「過
払いとなった税金等が全て返還される
までの保証文書」「年金額の清算明細

７０歳以上
被用者算
定基礎届
の誤入力
について

入

○事業所から平成２２年度の７０歳以上被用
者算定基礎届の提出があり、従前の標準報
酬月額が極端に低いため、確認しましたとこ
ろ、平成２１年度の７０歳被用者算定基礎届
を誤入力していることが判明しました。

○平成２１年度７０歳以上被用者算定基礎届
において、報酬月額２６２２千円と入力すべき
ところ、２６２千円と誤入力しました。
○リストのチェック時においても、入力誤りに
気付かなかったものです。

○担当職員に事象を説明し、入力後、
記録管理システムに表示される標準
報酬月額の目視確認の徹底を指示し
ました。また、担当者等に事象を説明
し、注意喚起しました。
○審査の時点で標準報酬月額を記入
する際には、報酬月額が百万円を超
えている場合は、入力する報酬月額を
丸印で囲むこととしました。

被保険者 ○入力処理の確認を行っていた年金事務所 ○委託業者が被保険者資格取得届を入力す ○担当者が事業所の担当者様に電話 ○朝礼で工程管理者から事故発生の

までの保証文書」「年金額の清算明細
書」の３点の書類を求められ、後日お
渡しすることとしました。
○担当者が文書を持参して事業所に
赴き、当該年金受給者様と面談しまし
た。年金の過払い、返納について了承
を得ました。返納方法申出書をお渡し
し、提出を依頼しました。
○当該年金受給者様より返納方法申
出書、申立書の提出がありました。機
構本部支払部に返納申出書を送付
し、１２月定期での処理を依頼しまし
た。平成２１年度７０歳以上被用者算
定基礎届の訂正入力を行いました。

14

入
力
誤
り

兵庫
事務

センター
2009年7月17日 2010年8月24日

1事業
所1名

過払い 1,935,483 内部

15

被保険者
資格取得
届の入力
誤りについ
て 入

力
誤
り

東京
事務

センター
2010年10月20日 2010年10月28日

○入力処理の確認を行っていた年金事務所
より、被保険者資格取得届の処理において、
被保険者整理番号が誤って入力されている
との連絡があり、判明しました。

○委託業者が被保険者資格取得届を入力す
る際、本来は最終払い出し整理番号を確認
のうえ入力するところ、確認作業を行わず、
整理番号を見間違って入力したことが原因で
す。

1事
業所

― 0

○担当者が事業所の担当者様に電話
し、被保険者番号の入力誤りについて
お詫びし、番号の取消及び欠番になっ
てしまうことについて説明させていただ
き、了承を得ました。
○委託業者に対し、要領・マニュアル
に基づく作業手順の徹底を確認し、事
故防止策の指示と、品質の確保を要
請しました。

○朝礼で工程管理者から事故発生の
連絡と、入力担当者全員に対して注意
喚起を行いました。加えて、今回の事
象について回覧にて周知を図りまし
た。

外部

16

健康保険・
厚生年金
保険資格
取得届の
入力誤り
について

入
力
誤
り

岐阜
事務

センター
2007年5月14日 2010年11月2日

○Ａ様から、「ねんきん定期便に記された報
酬月額が給与明細書と異なっている」とのお
申出がありました。
○確認しましたところ、報酬月額の入力誤り
が判明しました。

○事業所から届けられたＡ様の資格取得届
に記載された報酬月額を誤入力したもので
す。
○また、決裁時においても見落としたことが
原因です。

1事
業所

未徴収 707,721

○担当者が事業所に訪問し、事業主
様にお詫びのうえ、経緯を説明し、了
承を得ました。
○訂正処理入力をしました。

○資格取得届の報酬欄が一定以上の
金額については、審査段階でマーカー
により明確にし、決裁でのダブルチェッ
クの徹底を図ることを確認しました。

外部

5
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事故
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17

厚生年金
被保険者
資格取得
届の取得
区分の入
力誤りに
ついて 入

力
誤
り

大阪 福島 2010年6月15日 2010年11月2日

○ご本人様より全国健康保険協会あてに、
「健康保険被保険者証が全国健康保険協会
と国民健康保険組合の２種類交付されてい
る」との電話連絡があったと、全国健康保険
協会から当所に連絡がありました。
○確認しましたところ、厚生年金被保険者資
格取得届の取得区分の入力誤りが判明しま
した。

○事業所より提出された被保険者資格取得
届について、取得区分を本来国民健康保険
組合とすべきところ、全国健康保険協会とし
て誤って入力してしまったことによるもので
す。
○また、その後の確認作業、決裁においても
入力誤りに気付かなかったことによるもので
す。 1事業

所1名
過徴収 67,536

○適用調査課長が事業所担当者様に
電話連絡し、経過説明を行い、お詫び
したうえで、保険料還付金、被保険者
整理番号の変更、誤った決定通知書
の差替え、被保険者証の返却につい
て了承を得ました。
○適用調査課長がご本人様に電話連
絡し、経過説明を行い、お詫びしたう
えで、全国健康保険協会の健康保険
被保険者証の返却について了承を得
ました。
○適用調査課長が全国健康保険協会
あてに電話連絡し、経過説明を行うと
ともに、お詫びしました。

○課内会議において事象を説明し、入
力確認の際には、取得区分の内容も
確認するよう徹底しました。

外部

18

被保険者
資格取得
届の入力
誤りについ
て

入
力
誤
り

東京
事務

センター
2010年11月10日 2010年11月10日

○委託業者の工程管理者からＡ事業所の被
保険者資格取得届の処理をしましたところ、
被保険者整理番号を誤って処理したとの連
絡があり、入力誤りが判明しました。

○委託業者の入力担当者が、作業手順に基
づく確認を漏らしたため、届書に記載されて
いた番号と異なる被保険者整理番号を払い
出して処理をしたことが原因です。

1事
業所

― 0

○担当者が事業所の担当者様に連絡
し、被保険者整理番号を誤って１番飛
ばして処理をしてしまったことをお詫び
し、了承を得ました。また、このことに
伴う被保険者整理番号の取消しや欠
番の処理は行わないで、１番飛ばした
被保険者整理番号は空きの状態でよ
いとのことでした。

○委託業者に対し、要領・マニュアル
に基づく作業手順の徹底を確認し、事
故防止策の指示と、品質の確保を要
請しました。
○委託業者では、工程管理者から入
力者本人に対して作業手順の確認並
びに作業手順の遵守を徹底するよう
厳重注意を行いました。
○朝礼で工程管理者から事故発生の
連絡と、入力担当者全員に対して注意
喚起を行いました。加えて、今回の事
象について文書にて周知しました。

内部

ともに、お詫びしました。

○担当課長がＡ事業所の担当者様と送付文書 ○発送した算定基礎届未提出者一覧表に同 ○厚生年金適用調査課において、送付物の ○いかなる送付文書においても、複数○担当課長 事業所 担当者様
面談し、お詫びのうえ、事情を説明し、
今後の対応をお伝えし、了承を得まし
た。
○全送付先に電話を入れて訂正を行
い、約６００件近くの事業所に連絡を取
ることができました。これらの対応の中
から、事業所より誤った電話番号に既
に連絡されていたことも判明しました。
○電話連絡で確実に未然防止できた
と判断する事業所を除き、改めて訂正
文書を発送しました。
○担当課長がＡ事業所の担当者様に
連絡しました。今後再び同じ誤りを絶
対に繰り返さないことや、以前から引
き続き間違い電話が発生していたこと
から、現時点で想定される他の可能性
についても再確認を徹底することをお
話されました その後の対応状況等に

19

送付文書
への電話
番号誤記
載につい
て

通
知
等
の
作
成
誤
り

東京 品川 2010年11月1日 2010年11月2日

○発送 算定基礎届未提出者 覧表 同
封した案内文書差出人欄の、当所代表電話
番号が誤って記載されていることを担当課長
が発見し、送付文書への電話番号誤記載が
判明しました。

○厚 年金適用調査課 お 、送付物
点検・封入・発送といった一連の作業が行わ
れました。作業時点で複数の職員による確認
を実施しましたが、電話番号の誤りには気が
つかないまま発送に至りました。
○前日の作業報告を受けていた際に、担当
課長が電話番号の誤りに気付き、直ちにそ
の場で誤って記載した番号に電話しましたと
ころ、Ａ事業所であることが判明しました。

1事
業所
944件

― 0

○ なる送付文書 お も、複数
職員の確認を経ることを改めて徹底し
ました。

内部

話されました。その後の対応状況等に
ついて報告しました。対応としては十
分であるとのことでした。

6
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20

年金事務
所の電話
番号の記
載誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

香川 高松東 2010年11月8日 2010年11月9日

○事業所から、「送付された文書に記載され
ているお問合わせ先電話番号に電話をかけ
たところ、一般家庭につながる」との電話連
絡がありました。
○確認しましたところ、電話番号の記載誤り
が判明しました。

○照会文書に、問合わせ先として高松東年
金事務所の担当課名及び電話番号を記載し
て、２９４事業所に対して送付しました。
○本来、同一電話番号であるべきところ、パ
ソコンでの文書作成時の設定誤りにより、別
番号に変換されていることが判明しました。
誤った文書を送付したのは２２９事業所でし
た。
○作成文書を送付前に複数で確認していな
かったこと及び封入・封緘の際、事業所名以
外は同じ内容であると思い込み、事業所名し
かチェックしていなかったことが原因です。

229事
業所
16
家庭

― 0

○２２９事業所に対してお詫びと正しい
「問合せ先」を送付しました。
○誤って記載した電話番号の所有者
に対し、電話連絡を取りました。１６回
線のうち３回線は現在未使用でした。
１０回線については、電話にて事情を
説明のうえお詫びをし、３回線につい
ては、随時、電話連絡を取っています
が、不在で電話連絡が取れていませ
んので、引き続き連絡を取るよう努め
ていきます。

○朝礼等において全職員に当該事象
を説明し、確認等は思い込みによるこ
となく適切かつ確実に行うよう、全職
員に周知徹底しました。

外部

21

健康保険・
厚生年金
保険標準
賞与額決
定通知書
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

京都
事務
センター

2010年8月5日 2010年8月6日

○A税理士事務所から健康保険・厚生年金
保険標準賞与額決定通知書が誤って送付さ
れてきたとの電話がありました。
○確認しましたところ、誤ってＢ事業所の健
康保険・厚生年金保険標準賞与額決定通知
書を送付していたことが判明しました。

○社会保険労務士等から１通の返信用封筒
の添付で同時に複数の顧問先の届書の提
出があった場合は、返信用封筒のコピーをそ
れぞれの届書にホッチキス留めして受付し、
決定通知は当該届書に添付された返信用封
筒に記載されているあて先に送付していま
す。
○今回の事務処理誤りは、受付段階で返信
用封筒のコピーを別事業所に誤ってホッチキ
ス留めしたために、発生したものです。

1事業
所6名

― 0

○担当者が、Ａ税理士事務所へ赴き、
お詫びのうえ、誤って送付した通知書
を回収し、了承を得ました。
○担当者がＢ事業所へ赴き、決定通
知書を担当者様へお渡しし、お詫び
し、了承を得ました。

○受付の際、送付封筒に同封されて
いた届書の事業所名を記載し、返信
用封筒コピーを届書に添付する際に
突合せを行うこととしました。

外部

22

健康保険・
厚生年金
保険被保
険者標準
報酬決定
通知書の

誤
送
付
・ 千葉

事務
センタ

2010年9月14日 2010年10月15日

○社会保険労務士から、受託事業所でない
Ａ事業所の健康保険・厚生年金保険被保険
者標準報酬決定通知書が誤送されたと文書
により報告がありました。
○確認しましたところ、誤送付したことが判明
しました

○届書を受付して仕分け作業を行った際、別
事業所に添付されていた社会保険労務士の
返信用封筒を誤ってＡ事業所に添付してし
まったことによります。

2事
業所

― 0

○担当者が社会保険労務士を訪問
し、お詫びのうえ説明し、誤送付した決
定通知書を回収しました。
○Ａ事業所を訪問しましたが、不在で
した。お詫びの手紙を同封のうえ、通
知書を送付しました

○課内職員に対し当該事象を説明し、
受付・仕分作業の際には細心の注意
を払い、返信用封筒が添付されていた
場合には、糊代に事業所記号を記入
するよう指示しました。また、発送にお
いても事業所記号の確認を徹底する

外部

通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
信

千葉
センター しました。 業所 知書を送付しました。 いても事業所記号の確認を徹底する

よう申し合わせました。

23

健康保険・
厚生年金
保険資格
取得確認
及び標準
報酬決定
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 港 2010年10月19日 2010年10月19日

○社会保険労務士から担当でない事業所分
の「健康保険・厚生年金保険資格取得確認
及び標準報酬決定通知書」が誤って送付さ
れたとの連絡があり、通知書を誤送付してい
たことが判明しました。

○Ａ、Ｂ事業所それぞれの「健康保険・厚生
年金保険資格取得確認及び標準報酬決定
通知書」を送付する段階において、処理の途
中で封筒が入れ違っていることに気づかず
発送してしまいました。
○Ｂ事業所の通知書については社会保険労
務士ではなく、Ｂ事業所に直接送付していま
した。

2事業
所2名

― 0

○社会保険労務士事務所に課長と担
当者がお伺いし、お詫びのうえ、誤っ
て送付した通知書を回収しました。
○Ａ事業所に課長と担当者がお伺い
し、お詫びのうえ、説明し、通知書をお
渡しし、了承を得ました。

○課内会議において当該事象を説明
し、受付時に宛名を記した封筒と関係
書類をホチキス止めするとともに、必
ず複数人での発送時のチェックを徹底
するよう指示しました。

外部

7



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

24

領収済通
知書、保
険料納入
告知額・領
収済額通
知書の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2010年10月21日

2010年10月25日
2010年10月27日
2010年10月28日
2010年11月1日

○別送を希望している事業所から、郵送にて
届いた保険料納入告知額・領収済通知書、
領収済通知書に別事業所分が封入されてい
たとの連絡が３つの年金事務所にありまし
た。

○別送の引抜き作業はリストに記載されてい
る「事業所記号」、「事業所番号」をもとに２名
１組で読み合わせを行っており、また、抜き間
違いが想定される事から、照合封入時は別
の作業員が２名１組で再度読み合わせを行う
こととされています。
○発送スケジュールの管理不足により発送
期限が迫っていたために、１名で照合・封入
を完結させていたことが原因です。

8事
業所

― 0

○担当者が４事業所に電話にてお詫
びのうえ、説明し、郵送にて返送して
いただけるとお申出があり、後日回収
し、正しいものを送付しました。
○担当者が１事業所に連絡しました
が、連絡がつきませんでした。後日転
居先不明で年金事務所へ戻されまし
た。
○担当者が３事業所を訪問し、お詫び
のうえ、説明し、２事業所より納入告知
書を回収しました（１事業所には送付し
ていませんでした）。後日、正しいもの
を送付しました。

○委託業者に今回の事象を説明し、
事故防止を強く要請しました。

外部

25

増減内訳
書・算出内
訳書の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2010年10月22日 2010年10月26日

○事業所から郵送にて届いた増減内訳書・
算出内訳書に別事業所分が封入されていた
との連絡が年金事務所にありました。
○確認しましたところ、増減内訳書・算出内
訳書の誤送付が判明しました。

○委託業者が発送リストをもとに増減内訳書
の引き抜き及び宛名シールの作成を行い、
発送準備をした後、封筒に封入する際には
「事業所記号」と「事業所番号」との確認は必
修事項となっていますが、封入封緘作業の
最終チェックを行うにあたり、事業所名称が
同一であったため、事業所記号と事業所番
号との確認誤りにより発送したことによるもの
です。

2事
業所

― 0

○担当者がA事業所に電話にて、お詫
びのうえ、説明し、担当者が事業所を
訪問のうえ、別事業所分の増減内訳
書及び算出内訳書を回収しました。
○未送付先のB事業所につきまして
は、担当者が電話にてお詫びし、算出
内訳書を送付しました。

○委託業者に今回の事象を説明し、
事故防止を強く要請しました。

外部

増減内訳
書・算出内
訳書の誤
送付等に
ついて

誤
送
付

事務

○事業所から郵送にて届いた増減内訳書・
算出内訳書に別事業所分が封入されていた
との連絡が年金事務所にありました。また、
算出内訳書の２枚目以降が届いていないと
年金事務所へ連絡がありました。
○確認しましたところ、増減内訳書・算出内
訳書の誤送付及び 部の封入漏れが判明し

○委託業者が発送リストをもとに増減内訳書
の引抜き、宛名シールの作成を行い発送準
備を行います。封筒に封入する際には「事業
所記号」、「事業所番号」との確認は必修事
項となっています。
○算出内訳書については正しく封入されてい
ましたが 増減内訳書を確認誤りにより本来 3事

○担当者が３事業所に電話にてお詫
びし、説明し、了承を得ました。
○Ａ事業所から増減内訳書が年金事
務所に返送されました。Ｂ事業所に送
付しました。
○算出内訳書の２枚目の未着につき
ましては 年金事務所に返却された算

○委託業者に今回の事象を説明し、
事故防止を強く要請しました。

26

付
・
誤
送
信

東京
事務

センター
2010年10月22日 2010年10月27日

訳書の誤送付及び一部の封入漏れが判明し
ました。

ましたが、増減内訳書を確認誤りにより本来
発行のないA事業所に対してＢ事業所分の
増減内訳書を送付してしまいました。
○また、Ｃ事業所に複数枚出力されていた算
出内訳書を１枚しか引抜かなかった事により
発生したものです。

3事
業所

― 0
ましては、年金事務所に返却された算
出内訳書（正）を確認し、Ｃ事業所に送
付しました。

外部

27

報酬月額
変更届の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

静岡
事務

センター
2010年10月14日 2010年10月29日

○社会保険労務士から、受託事業所である
Ａ事業所に対し、Ｂ事業所から、Ａ事業所の
報酬月額変更届が送付されたとの連絡があ
りました。
○確認しましたところ、Ｂ事業所あての決定
通知書の中に、誤ってＡ事業所の報酬月額
変更届を混入させていたことが判明しまし
た。

○Ｂ事業所の改定者１名分を委託業者に引
き渡す際に、処理後に改定通知書と併せて
不改定通知書を送付できるよう、事前に発送
用の封筒に入れてホチキス止めしたところ、
その不改定通知書に、未処理のＡ事業所の
報酬月額変更届が混入したことによるもので
す。
○また、封入の際は、必ずダブルチェックす
べきところ、していなかったことによるもので
す

2事業
所1名

― 0

○担当者からＡ、Ｂ事業所の担当者様
に電話し、お詫びのうえ、説明し、了承
を得ました。
○お詫びの手紙を送付しました。ま
た、社会保険労務士に電話にてお詫
びし、了承を得ました。

○グループ内会議において、当該事
象の説明し、各種決定通知書と一緒
に送付するものがあり、事前に発送用
の封筒がついている場合には、当該
事業所以外のものが紛れていない
か、必ず複数名による封入のチェック
の徹底をするように申し合わせまし
た。

外部

す。

8



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

28

年金手帳
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

愛媛
事務
センター

2010年10月27日 2010年11月1日

○Ａ事業所から事務センターに、「当社の従
業員ではない方の年金手帳が届いている」と
の電話連絡がありました。
○確認しましたところ、Ｂ事業者から届出され
た健康保険・厚生年金被保険者氏名変更届
に係る処理後の年金手帳を送付する際に、
誤ってＡ事業所に混入させていたことが判明
しました。

○処理後の年金手帳をそれぞれＡ事業所と
Ｂ事業所へ送付すべきところ、両事業所の名
称が似ていたことから、別々の事業所である
ことに気付かず、Ｂ事業所分の年金手帳をＡ
事業所分として封入・送付してしまったもので
す。

1事業
所1名

― 0

○担当者から、ご連絡をいただいたＡ
事業所の担当者様にお詫びするととも
に、誤送付されたＢ様の年金手帳の回
収についてお願いしましたところ、すぐ
に返送していただけるとのことでした。
○担当者がＢ事業所へ電話連絡し、
事務担当者様に今回の誤送付につい
てお詫びのうえ、説明し、事業主様とＢ
様へのお詫びについて申出たところ、
お伝えいただけるとのことでした。
○Ａ事業所から回収した年金手帳をお
詫びの手紙とともにＢ事業所へ送付し
ました。

○処理後の年金手帳には、事業所記
号・事業所名を記入した付箋を貼った
うえで、事業所ごとにクリアファイルに
入れて発送担当者へ引き継ぐよう徹
底を図りました。

外部

29

住所変更
届（コピー）
の誤送付
について 誤

送
付
・
誤
送
信

東京 目黒 2010年10月25日 2010年10月26日

○社会保険労務士より電話があり、年金事
務所より送付された資格喪失確認通知書と
ともに、担当していないＢ事業所の住所変更
届（コピー）が誤って送付されていると連絡が
ありました。
○確認しましたところ、Ａ事業所の資格喪失
確認通知書とともにＢ事業所分の住所変更
届（コピー）を誤って送付したことが判明しま
した。

○Ｂ事業所より取得届・喪失届・被扶養者異
動届・住所変更届が同時に提出され、住所
変更届のみ事務センターに進達し、残りは年
金事務所で入力するため仕分けしました。住
所変更届のコピーについては、その仕分け
作業、入力処理、チェック及び発送のいずれ
かの工程において別事業所分に誤って混入
してしまいましたが、詳細は不明です。
○別事業所のものが混入していないかの確
認が不十分であったためです。

2事
業所
15名

― 0

○担当課長が社会保険労務士に電話
し、お詫びのうえ、説明し、誤送付の届
書（コピー）を返送依頼し、回収後ただ
ちにＢ事業所に発送しました。
○Ｂ事業所に担当職員が電話し、お
詫びのうえ、説明し、了承を得ました。

○課内ミーティングにおいて今回の事
象を説明し、作業工程においては１事
業所分ずつ行い、同時に２事業所の
届書を机上に広げないよう注意し、発
送作業においては複数の職員で行な
うことによって確認がおろそかになって
いないか、もう一度気を引き締めるよう
注意しました。

外部

健康保険
被扶養者

○健康保険被扶養者異動届（副）を送付した
Ａ事業所から他事業所の健康保険被扶養者

○入力業務委託業者が健康保険被扶養者
異動届（副）を送付する際、事業所の名称・

○管理・厚生年金適用グループ長がＡ
事業所に電話にてお詫びし、事業所を

○委託業者に、当該事象を説明し、決
定通知書を送付する際には、事業所

30

被扶養者
異動届
（副）の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

香川
事務
センター

2010年10月28日 2010年10月29日

事業所 他事業所 健康保険被扶養者
異動届（副）が混入しているとの連絡があり
ました。
○確認しましたところ、封入時にＡ事業所分
にＢ事業所分を誤って混入し、送付していた
ことが判明しました。

異動届（副）を送 す 際、事業所 名称
所在地を確認せず、送付したためです。

1事業
所1名

― 0

事業所 電話 詫 、事業所を
訪問のうえ、再度お詫びし、誤送付し
た健康保険被扶養者異動届（副）を回
収しました。
○管理・厚生年金適用グループ長がＢ
事業所に電話にてお詫びのうえ、今回
の事象を説明し、訪問のうえ、再度お
詫びし、健康保険被扶養者異動届
（副）を手渡しました。

定通 書を送 す 際 、事業所
名を必ず確認するよう指示するととも
に、複数名によるチェックを確実に行う
よう指示しました。

外部

31

賞与支払
届催告状
の誤送付
について 誤

送
付
・ 福井

事務
センター

2010年10月29日 2010年11月2日

○被保険者が全員喪失しているＡ事業所よ
り、賞与支払届催告状が届いたとの連絡が
年金事務所にありました。
○確認しましたところ、誤って送付していたこ
とが判明しました。

○本来であれば賞与支払届未提出事業所
一覧表の「０人」事業所を抹消するとともに当
該賞与支払届催告状を引き抜きしなければ
ならないが、担当職員への指示が漏れ、「０
人」事業所分を引き抜きせずに送付していま
した。
○また 決裁においても送付件数の突合の

137事
業所

― 0

○誤って送付した「０人」事業所（１３７
件）のうち、転居先不明等で返送され
たもの及び年金事務所にて対応済み
のものを除いた１００件について、お詫
びの手紙を送付しました。

○今後引抜きもれが生じないように、
発送起案の件数内訳に、引抜きした
「０人」事業所数の欄を追加し、決裁に
おいて必ず引抜いた件数も確認する
ように改善しました。
○グループ長会議で各グループ長に
報告するとともに 全職員に回覧によ

外部

誤
送
信

センター ○また、決裁においても送付件数の突合の
みを行っていたため、「０人」事業所の引き抜
き漏れに気がつきませんでした。

業所 報告するとともに、全職員に回覧によ
り周知しました。
○県内年金事務所に当該事務処理誤
りの発生について周知しました。

9



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○Ａ事業所の受託社会保険労務士が、A事
業所分の健康保険被扶養者異動届を年金
事務所窓口に持参されました。その際、異動
届（副）の送付先は、Ａ事業所の受託社会保
険労務士あてにとの要望があったため、届書
の事業主欄に、Ａ事業所の受託社会保険労
務士の住所を付箋で貼り付けして届書を受
理しました。異動届（副）を送付するまでの
間、同日に年金事務所窓口で受理したＢ事
業所の届書と、同じファイルに入れて保管し
ました。
○発送作業をした際に、A事業所の受託社会
保険労務士あての付箋がＢ事業所の届書に
貼りついてしまったと思われ、封入封緘の際

32

健康保険
被扶養者
異動届
（副）の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

千葉 市川 2010年11月8日 2010年11月11日

○健康保険被扶養者異動届（副）が送付され
た社会保険労務士事務所から、他の事業所
の異動届（副）が混入しているとの連絡があ
りました。
○確認しましたところ、封入の際、誤って他の
事業所の誤封入し、送付したことが判明しま
した。

2事業
所2名

― 0

○担当課長がＢ事業所に電話し、お
詫びのうえ、今回の事象を説明し、了
承を得ました。後日、異動届（副）を送
付させていただくこととしました。
○担当課長がＡ事業所の受託社会保
険労務士事務所に訪問のうえ、お詫
びし、誤送付した異動届（副）を回収し
ました。
○担当課長がＢ事業所に訪問し、再
度お詫びのうえ、異動届（副）をお渡し
しました。

○課内朝礼において、当該事象を説
明し、届書に付箋を貼り付けすること
なく、別送扱いの場合は必ず送付先を
明記した封筒を添付すること、また送
付時には複数名によるチェックを必ず
行うよう申し合わせしました。

外部

33

賞与支払
届総括票
及び賞与
支払届の
送付誤り
について

誤
送
付
・
誤
送
信

兵庫
事務

センター
2010年11月5日 2010年11月17日

○Ａ事業所からＢ事業所の賞与支払届総括
票及び賞与支払届が送付されたとの連絡が
あり、また、Ｂ事業所からＡ事業所の賞与支
払届総括票及び賞与支払届が送付されたと
の連絡がありました。
○確認しましたところ、賞与支払届総括票及
び賞与支払届を入れ違えて発送していること
が判明しました。

○委託業者が封入作業を行った際に、賞与
支払届総括票及び賞与支払届と、封筒の宛
名との確認が不十分であったことにより、賞
与支払届等を入れ違えたまま封入して発送
したことによるものです。 2事

業所
17名

― 0

○担当者がＡ事業所並びにＢ事業所
に電話し、お詫びのうえ、説明を行い、
了承を得ました。
○再作成した賞与支払届総括票及び
賞与支払届をＡ事業所並びにＢ事業
所に送付しました。
○Ａ事業所並びにＢ事業所から、誤っ
て送付した賞与支払届総括票及び賞
与支払届を回収しました。

○委託業者から、委託員に対して事故
発生の原因を周知し、封入時における
照合確認を確実に実施することを徹底
すること及び封入作業の委託員を１名
増員し３名体制としてチェック体制の万
全を期するとの報告があり、これを了
承し、確実に実施するよう申し入れま
した。

外部

賞与支払 ○Ａ事業所からＢ事業所の賞与支払届総括 ○委託業者が封入作業を行な た際に 賞 ○担当者がＡ事業所並びにＢ事業所 ○委託業者から 委託員に対して事故

貼りついてしまったと思われ、封入封緘の際
気づかず、Ｂ事業所分の異動届（副）をＡ事
業所の受託社会保険労務士あてに誤送付し
てしまったことによるものです。

34

賞与支払
届総括票
及び賞与
支払届の
送付誤り
について

誤
送
付
・
誤
送
信

兵庫
事務

センター
2010年11月5日 2010年11月18日

○Ａ事業所からＢ事業所の賞与支払届総括
票及び賞与支払届が送付されたとの連絡が
ありました。また、Ｂ事業所からＡ事業所の賞
与支払届総括票及び賞与支払届が送付され
たとの連絡がありました。
○確認しましたところ、この２事業所について
賞与支払届総括票及び賞与支払届を入れ違
えて発送していることが判明しました。

○委託業者が封入作業を行なった際に、賞
与支払届総括票及び賞与支払届と、封筒の
宛名との確認が不十分であったことにより、
賞与支払届等を入れ違えたまま封入して発
送したものです。

2事
業所
46名

― 0

○担当者がＡ事業所並びにＢ事業所
に電話し、お詫びのうえ、事情説明を
行い、了承を得ました。
○再作成した賞与支払届総括票及び
賞与支払届をＡ事業所並びにＢ事業
所に送付しました。
○Ａ事業所並びにＢ事業所から、誤っ
て送付した賞与支払届総括票及び賞
与支払届を回収しました。

○委託業者から、委託員に対して事故
発生の原因を周知し、封入時における
照合確認を確実に実施することを徹底
すること及び封入作業の委託員を１名
増員し３名体制としてチェック体制の万
全を期するとの報告があり、これを了
承し、確実に実施するよう申し入れま
した。

外部

10
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○担当グループ長がＡ事業所に電話
にてお詫びし、事業所を訪問のうえ、
誤送付したＢ事業所の被保険者賞与
支払届総括表等を回収するとともに、
本来送付する予定のＡ事業所の被保
険者賞与支払届総括表等を手渡しま
した。
○担当グループ長がＢ事業所に電話
で今回の誤送付について説明し、お詫
びするとともに訪問のうえ、誤送付した
Ａ事業所の被保険者賞与支払届総括
表等を回収するとともに、本来送付す
る予定のＢ事業所の被保険者賞与支
払届総括表等を手渡しました。

35

被保険者
賞与支払
届等の誤
送付につ
いて

誤
送
付
・
誤
送
信

福井
事務

センター
2010年11月12日 2010年11月26日

○Ａ事業所より、他の事業所分の賞与支払
届総括表及び賞与支払届が届いているとの
連絡が年金事務所にありました。
○確認しましたところ、誤送付が判明しまし
た。

○A事業所とB事業所の届出用紙を入れ間
違えて送付していました。（事業所整理記号
が類似していることが要因と考えられます）

2事
業所
143名

― 0

○グループ長会議で各グループ長に
今回の事象を報告するとともに、全職
員に回覧により周知しました。
○県内年金事務所にメールにて当該
事務処理誤りの発生について周知し
ました。

外部

2事
業所
101名

― 0

○２事業所に担当者が電話し、お詫び
のうえ、事業所に訪問のうえ届書の再
提出を受けたい旨依頼し、了承を得ま
した。
○届書の再提出を受け、入力処理を
完了しました。
○２事業所とも、次回の保険料計算に
間に合いました。

内部

○適用調査課では、書類の取扱いを
抜本的に見直し、受領する全ての届
書を事業所・届書種類別の人数管理
としました。
○また、事業所記号別の担当者を決
め、届書を配布した担当毎に第一次
審査分・返戻分・第二次審査分・翌日
持越し分等を事業所・届書種類別に人
数管理し、事務センター等へ発送する
までの書類の所在並びに進捗状況の
把握を徹底することとしました。
○業務終了時の未処理書類について

36

算定基礎
届の紛失
について

受
理
後
の
書
類
管
理

愛知 豊橋 2010年7月12日 2010年10月8日

○事務センターより、Ａ事業所の喪失届が定
時決定未入力のため入力できないとの連絡
がありました。
○確認しましたところ、受付後、入力委託及
び返戻の形跡がなく、原本の紛失が判明しま
した。
○また、同様の事例がないか全件確認しまし
たところ、B事業所についても原本の紛失が
判明しました。

○所内全てを捜索しましたが、２事業所分と
も見つかりませんでした。原因も不明です。

払届総括表等を手渡しました。
○Ｂ事業所の担当者様より依頼のあり
ました、被保険者様へ周知するための
お詫びの文書を送付しました。

○業務終了時の未処理書類について
は、絶対に机や脇卓にしまわず、個人
毎に中身が見える未処理専用ボック
スに全て入れたうえ、施錠できる専用
の保管庫に収納することを徹底しまし
た。

理
誤
り

○適用調査課では、書類のフローを抜
本的に見直し、受領する全ての届書を
事業所・届書種類別の人数管理としま
した。
○また、事業所記号別の担当者を決
め、届書を配布した担当毎に第一次
審査分・返戻分・第二次審査分・翌日
持越し分等を事業所・届書種類別に人
数管理し、事務センター等へ発送する
までの書類の所在並びに進捗状況を
把握できる管理としました

37

月額変更
届の紛失
について

受
理
後
の
書
類

愛知 豊橋 2010年9月以降 2010年10月13日

○Ａ事業所より、月額変更届を提出したにも
かかわらず、未提出を指摘する書類が送付
されたとの連絡がありました。
○確認しましたところ、Ａ事業所から算定基
礎届、月額変更届、資格取得届が同一封筒
で送付され、受領した後、算定基礎届、資格
取得届は処理済でしたが、月額変更届につ
いては処理がされておらず、返戻した形跡も
ないことから、原本の紛失が判明しました。

○所内全てを捜索しましたが、見つかりませ
んでした。原因も不明です。

1名 ― 0

○担当者がＡ事業所に電話し、お詫び
するとともに、届書と添付書類の再提
出をお願いし、届書及び添付書類を受
領しました。

外部

把握できる管理としました。
○業務終了時の未処理書類について
は、絶対に机や脇卓にしまわず、個人
毎に中身が見える未処理専用ボック
スに全て入れたうえ、施錠できる専用
の保管庫に収納することを徹底しまし
た。

類
管
理
誤
り

11



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

38

差押事務
処理にお
ける入力
漏れにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

秋田 秋田 2010年3月19日 2010年10月12日

○Ａ事業所において、喪失届の提出が遅れ
たため、保険料の還付金が発生しました。Ａ
事業所には保険料の滞納があったことから、
還付金について、差押の事務処理を行うこと
となり、その事務処理過程で、担当者におけ
る差押の入力処理がされていないことが判
明しました。

○差押手続き時、本来入力処理を行うとこ
ろ、入力処理をしなかったため、事業所に本
来の告知額より多い延滞金の納入告知書が
発送されました。
○担当者が一連の差押の処理を十分に習得
していなかったことと、本来すべき担当者以
外の職員への書類引継ぎによる相互チェック
の作業も行っていなかったためです。

1事業
所1名

― 0

○担当課長が事業主様に電話にて、
今回の事象を説明しお詫びしました。
○事業所に訪問のうえ、再度お詫び
し、了承を得ました。すでに送付済み
の延滞金納付告知書は全て紛失され
ていました。

○課内会議にて、当該事象を全員に
周知し、同様な入力漏れが発生しない
よう注意喚起するとともに、入力処理
の事務処理手順を再度読みあわせ
し、相互チェックである書類の引継ぎ
を徹底するよう指導しました。 内部

適用事業
所に対す
る保険料 確

○平成２２年９月分保険料の新規滞納状況
の確認をしていましたところ、告知額より極端
に少ない金額の一部納付されている事業所

○平成２２年９月分社会保険料入力締切日
である１０月１２日に二以上事業所勤務被保
険者資格取得届の入力処理をしましたが、

○厚生年金徴収課長が事業所を訪問
し、担当者様と面談し、お詫びし、説明
しました。徴収不足の保険料について

○今後は手作業での保険料業務は作
業終了後、保険料額の確認を複数名
で確認することを徹底することとし、課

39

る保険料
告知額誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

埼玉 川越 2010年10月21日 2010年11月12日

に少ない金額の 部納付されている事業所
が確認され、状況を調査しましたところ、誤っ
た金額で納入告知書を送付していたことが判
明しました。

険者資格取得届の入力処理をしましたが、
徴収課への回付が保険料計算日後の１０月
１５日になったため、更正増の処理行いまし
た。その際、更正増額後の金額で納入告知
書の送付しなければならないものを、更正増
分のみの納入告知書の送付をしてしまったも
のです。

1事
業所

未徴収 2,292,039

しました。徴収不足の保険料について
は１1月分保険料にて告知のうえ、納
入の了承を得ました。

で確認することを徹底することとし、課
内会議で伝達、再発防止の徹底を図
ることとしました。

内部

○平成２２年度の算定基礎届によりＡ・Ｂ事
業所の按分率が変更になり、新しい保険料
額の登録を行うこととなりました。二以上事業
所勤務被保険者の方が７０歳以上であるた
め、健康保険料額のみを二以上事業所勤務
被保険者保険料登録票により入力処理する
ところ、誤って、厚生年金保険料と児童手当
拠出金についても記入し、そのまま入力して
しまいました。その結果、本来請求する必要

な 歳 上 上事業所勤務被保

二以上事
業所勤務
被保険者
保険料登
録票入力
誤りよる保
険料誤請
求につい
て 入

力

○二以上事業所勤務被保険者登録されてい
る事業所を管理する労務管理事務所より、７
０歳以上の二以上事業所勤務被保険者に厚
生年金保険料と児童手当拠出金の請求があ
るとの連絡がありました。
○確認しましたところ、選択事業所（Ａ事業
所）・非選択事業所（Ｂ事業所）に誤って７０歳
以上の二以上事業所勤務被保険者に係る厚
生年金保険料と児童手当拠出金を請求して

た とが判明 ま た 2事業

○担当課長がＡ・Ｂ事業所を訪問し、
今回の事象の説明及びお詫びをし、
了承を得ました。また、正しい納入告
知書との差替えを行いました。
○Ａ・Ｂ事業所あてに、二以上事業所
勤務該当者の標準報酬月額の決定通
知（再作成分）及び平成２２年９月分保
険料の更正通知を送付しました。

○朝礼で事象の説明を行い、保険料
計算シートの他に、チェックシート（健
康保険管掌区分、厚生年金基金加入
の有無、被保険者の年齢をチェック）を
作成することにより、間違えやすいとこ
ろについて確認できるように改善しま
した。
○また、決裁においても、チェックシー
トの確認を必ず行うこととしました。

41

差押予告
通知書の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤

北海道 札幌東 2010年9月22日 2010年10月22日

○事業主様より、差押予告通知書について
誤送付している旨の質問状の提出がありまし
た。
○確認しましたところ、宛名記載が事業主様
宅へ送付すべきところ、元従業員の方の氏
名及び住所地で送付していることが判明しま
した

○差押予告通知書に記載されている会社
名・事業主様名に誤りはありませんでした
が、封筒宛名を元従業員の氏名及び住所を
記載したため、誤って送付してしまいました。
その原因は、職員による封筒宛名の記載誤
り及び封緘時のチェック漏れによるもので
す

1事業
所1名

― 0

○副所長及び担当課長が事業主様宅
を訪問し、お詫びのうえ、今回の事象
の経過、質問状の回答を手渡し、了承
を得ました。誤送となった元従業員の
方に対するお詫びについて申出ました
ところ、事業主様より説明するため、連
絡は不要とのお申出がありました

○課内打合せにて当該事象を説明
し、注意喚起を図りました。
○決裁時に宛名封筒を添付させ確認
をすること及び封入封緘時には職員
相互による二重チェックの徹底を指示
しました。

外部

のない７０歳以上の二以上事業所勤務被保
険者に係る厚生年金保険料と児童手当拠出
金を誤請求してしまいました。
○担当者は、二以上事業所勤務被保険者の
方の年齢が７０歳以上で、厚生年金被保険
者ではないことに気付かず処理を完了させ、
その後の決裁においても誤入力が発見され
ませんでした。

40
力
誤
り

埼玉 浦和 2010年10月8日 2010年10月29日
いたことが判明しました。 2事業

所2名
― 0 外部

送
信

した。 す。 絡は不要とのお申出がありました。

12
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42

２０歳到達
予定者に
対する届
出勧奨用
リーフレッ
トの誤送
付につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

群馬
事務

センター
2010年4月27日 2010年5月13日

〇年金事務所から、｢２０歳の勧奨通知があ
て所なしで年金事務所へ返戻されてきたの
で、内容物の確認をしたところ、リーフレット
の保険料金額が旧年度ものであった」との連
絡がありました。
○確認しましたところ、リーフレットの誤送付
が判明しました。

〇２０歳到達予定者に対して、届出勧奨用
リーフレットを送付する際に、 平成２２年度版
のリーフレットを委託業者へ手渡すべきとこ
ろ、平成２２年度版リーフレットのほかに誤っ
て平成２１年版のものも同時に手渡してし
まったため、混在したままの状態で封入・封
緘してしまいました。

1287名 ― 0

〇平成２１年版のチラシを誤送してし
まった送付対象者の把握を試みました
が、新旧のチラシが混在した状態で封
入し、送付してしまったため、誤送と
なった対象者を特定するに至りません
でした。
○県下の全年金事務所にこの事象を
周知し、照会等に対する個別対応を依
頼しました。

〇グループ会議において、今後封入
物のリーフレット等は委託業者に手渡
す前に、事前にグループ長まで確認を
受けることを徹底するよう指示しまし
た。
○また、旧年度等の使用が出来ない
ものは処分するよう徹底しました。

内部

○区役所の担当者は６０歳以上任意加入の
取得届として国民年金被保険者関係届を作

基礎年金
満額資格

○６０歳以上国民年金任意加入者につきまし
て、６５歳未満喪失予定年月日到達者リスト

○担当課員がご本人様に電話し、お
詫びをしました。資格喪失予定年月を

○課内会議において当該事象を説明
し、基礎年金の満額のための任意加取得届として国民年金被保険者関係届を作

成する際に期間を確認し、ご本人様のこれま
で基礎年金に該当する期間が合計４７３月で
あると判断しました。残り７ヵ月の加入で基礎
年金は満額受給できるとの内容で作成しまし
たが、本来、基礎年金の金額に反映される年
金の加入期間は２０歳以上６０歳未満の公的
年金の加入期間であるところ、基礎年金に反
映する期間を計算する際に、被保険者の６０
歳以降の厚生年金加入期間を誤って算入し
たことが原因です。
○年金事務所では、区役所より進達された
内容を確認し、入力処理を行うところ、資格
喪失予定年月日に誤りがあることを確認する
ことが出来ず、入力処理を行ってしまいまし
た。
○このため、ご本人様の希望である口座振
替（早割り）での納付ができなくなりました。

43

満額資格
喪失予定
日の誤り
及びその
後の口座
振替がで
きなかった
件につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 港 2009年9月30日 2010年5月13日

て、６５歳未満喪失予定年月日到達者リスト
を確認しましたところ、資格喪失予定年月日
に誤りのあることが判明しました。

1名 未徴収 60,400

詫びをしました。資格喪失予定年月を
平成２３年１２月１日で訂正入力し、口
座振替（当月末振替）は平成２２年８月
分より再開しました。ご本人様は平成
２２年４月～７月分は口座振替での早
割りの金額での納付を希望されたた
め、機構本部に協議することで了承を
得ました。
○機構本部からの回答により、ご本人
様に説明し、早割りでの保険料と同額
を収納し、了承を得ました。

し、基礎年金の満額のための任意加
入については、６０歳以上の厚生年金
期間は算入しないよう、慎重にチェック
するよう指示しました。

内部

2010年6月21日

○特例高齢任意被保険者であるご本人様が
年金請求に来所され、年金加入期間を確認
しましたところ、国民年金第１号被保険者の
任意脱退の対象とならない期間を、誤って合
算対象期間として算入していることが判明し
ました。
○平成１９年５月より国民年金高齢任意加入
されていましたが、任意脱退の対象とならな
い期間を除いた資格記録では、７０歳まで特
例高齢任意加入をしても受給権を満たせな
いこととなりました。

1名 過徴収 532,39044

合算対象
期間の確
認誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 板橋 2007年5月26日

○今回の事象について職員に周知
し、相談担当者及び決裁者のスキル
向上に努め、チェック機能を強化を図
ります。

外部

○ご本人様は昭和６１年５月に帰化されるま
では外国籍であったため、昭和５７年に国籍
条件が撤廃された際、受給権を満たさない方
については、任意脱退が認められていまし
た。
○本来、「国民年金任意脱退は第１号被保
険者となった場合において任意脱退の承認
を受けて資格を喪失することができる」と規定
されており、ご本人様に第１号被保険者の資
格取得記録は無く、任意脱退の対象期間で
はない当該期間を、旧板橋社会保険事務所
において合算対象期間であると誤認して説
明したため、高齢任意加入をして保険料を納
めても、年金受給資格を満たさないにもかか
わらず、任意加入の申請を受付したためで

○ご本人様にお詫びし、当時外国人
に対しての加入勧奨は行われておら
ず、また、加入された場合でも受給資
格を満たさない方については区役所
の窓口で加入手続きを受け付けしな
かったという経緯もあることから、機構
本部に協議することを説明しました。
○機構本部より「遡及した任意脱退の
申出は認められないが、正しい合算対
象期間で説明を受けていれば、任意
加入して保険料を納付する意思表示
をしなかったと考えられ、任意加入して
保険料納付した意思表示は無効であ
り、国の不当利得となることから還付
処理をすることになる」との回答がありわらず、任意加入の申請を受付したためで

す。
処理をする とになる」との回答があり
ました。
○ご本人様に電話連絡にて、遡及した
任意脱退は認められず、受給権を満
たさないことを説明してご了承いただく
とともに、還付請求書を送付しました。

13



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

〇扶養異動届におきまして、健康保険の被
扶養者として配偶者欄にお客様の氏名等の
記載がありましたが、収入額の記載がなく、
担当者が配偶者様の事業所あて収入額の
確認をしましたところ、１３０万円超とのことで
あったため、不認定としました。
○本来ならば同時に受理していた第３号届に
ついても非該当と処理すべきところ、第３号
届書に第３号該当日記入、扶養認定印を押
印し、国民年金課へ回付したため、平成２０
年５月付けで種別変更の入力処理を行いま
した。したがってお客様が承知していないとこ
ろで、第３号被保険者として種別変更されて
いたため、すでに口座振替された平成２０年

〇担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明しました。国民年金記録
については第３号被保険者の入力取
消をし、現時点で納付可能な平成２０
年８月分からの納付書を送付すること
につきましては、了承を得ました。しか
し、納付期限の到来している平成２０
年５月分から平成２０年７月分の納付
の可否については、機構本部と協議
し、後日連絡することで了承を得まし
た。
〇担当者がお客様に電話連絡し、平
成２０年５月分については、還付取消
しして、保険料納付済み期間に訂正

外部2010年9月22日

〇他年金事務所へお客様から「扶養家族で
はないのに第３号被保険者として処理されて
いる」と電話によるお申出がありました。
○確認しましたところ、第３号被保険者に該
当しない方に対して、誤って第３号被保険者
として認定を行っていたことが判明しました。

45

国民年金
第３号被
保険者届
の処理誤
りについて

確
認
・
決
定
誤

大阪 天王寺 2008年5月26日 1名 未徴収 43,230

○今回の事象を具体的に適用調査課
及び国民年金課全職員に説明を行
い、事務処理誤りの事実を強く認識さ
せました。
○他届書を含め、マニュアルに基づき
各自責任を持って確実に処理すること
及び不明な点があった場合には必ず
確認すること等指導を行いました。

いたため、すでに口座振替された平成２０年
５月分保険料が還付され、平成２０年６月分
の保険料から口座振替も停止となったもので
す。

しして、保険料納付済み期間に訂正
（返納金が発生するので、後日、年金
事務所から送付される納付書にて納
付していただくよう説明）し、平成２０年
６月と７月分については納付いただけ
ないことを説明しました。お客様は「納
得はしていないが、これ以上は仕方な
い」とのことで、了承を得ました。

誤
り

○お客様より調査依頼のあった厚生年金加
入期間が判明し、記録課で基礎年金番号に
１つにまとめる手続きを行いました。その後、
厚生年金期間と重複する国民年金期間の訂
正手続きを国民年金課へ依頼しました。
○国民年金課にて国民年金期間の訂正手
続きを行いましたが、入力担当者本人が訂
正手続き後の確認行為を怠ったため、本来
であれば「昭和４１年３月国民年金加入 と入

記録補正
依頼を処
理した際、
入力を
誤ったこと
により過誤
納還付が
発生した
件につい

確
認

○事務センターから受給要件を満たしていな
いとの理由で年金額の再計算の書類が返戻
されました。
○確認しましたところ、国民年金加入記録に
ついて入力誤りが判明しました。

○事務センターに還付金の振込の停
止を依頼しましたが、すでに事務セン
タ－においては、支払い手続きが完了
しており、停止処理が出来ない状態で
した。
○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、処理誤りがあった旨をお伝え
し、今回の事象を説明し、還付金入金
後 返還していただくことで了承を得ま

○入力担当者は、入力後必ず誤入力
をしていないかの確認を行い、決裁者
も正しく訂正手続きの入力がされてい
るか、訂正手続きを行う元となった書
類を注意深く確認することを、国民年
金課内で再度徹底しました。

47

国民年金
保険料の
納付につ
いて 確

認
・
決 神奈川 鶴見 2008年12月24日 2010年10月7日

○担当者が６５歳未満喪失予定年月日リスト
を確認していたところ、誤った資格喪失予定
年月日が登録されていることが判明しまし
た。

○国民年金の任意加入につきましては、老
齢基礎年金が満額となる場合を除き、ご本人
様からの資格喪失のお申出がない限り、６５
歳まで加入しなければならないところ、資格
喪失予定年月日に受給権発生日を登録して
しまったことが原因です。さらに受給権発生
日についても月数の計算を誤っており、受給 1名 未徴収 30,900

○担当課長が電話でお客様にお詫び
し、事象について説明しましたが、保
険料については、付加保険料を含め
た口座振替早割の金額で納付をした
い旨のお申出がありましたので、機構
本部に協議することで了承を得まし
た。

○国民年金任意加入については、老
齢基礎年金満額の場合を除き、ご本
人様からの資格喪失のお申出がない
限りは６５歳まで加入しなければなら
ないことを課内で周知徹底しました。

内部

であれば「昭和４１年３月国民年金加入」と入
力するところ、「昭和５１年３月国民年金加
入」と誤入力したことに気づきませんでした。
○決裁者も決裁の際、担当者の入力誤りに
気づきませんでした。
○その結果、被保険者本人宛に国民年金保
険料の還付金請求書が送付されており、国
民年金保険料の還付手続きが行われていま
した。

46
件につい
て

・
決
定
誤
り

千葉 佐原 2010年7月29日 2010年9月28日 1名 誤還付 53,800

後、返還していただくことで了承を得ま
した。
○機構本部から還付金の納付書が到
着したため、お客様宅に持参し、納付
の説明を行いました。
○還付金が納付されたことを確認し、
記録の回復を行いました。

内部

定
誤
り

日についても月数の計算を誤っており、受給
権は発生しませんでした。

た。
○機構本部からの回答により、お客様
から付加保険料を含めた早割の保険
料金額で現金領収証書にて領収し、
了承を得ました。

14



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

48

６５歳以上
任意加入
者の喪失
予定年月
日の誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田 2008年10月31日
2009年3月13日

2010年10月21日

○６５歳以上任意加入者の喪失予定年月日
について自主点検しましたところ、喪失予定
年月日に誤りがあることが判明しました。

○６０歳前の未納期間を受給権確保に必要
な３００月に算入していなかったため、喪失予
定年月日を誤って入力していたものです。

2名 ― 0

○担当者がお客様宅へ訪問または電
話にてお詫びのうえ、経過と喪失予定
年月日を訂正させていただく旨の説明
をし、了承を得ました。また、経過説明
の文書を送付することとしました。
○お客様に経過説明の文書を送付し
ました。

○朝礼時において、当該事象を説明
し、喪失予定年月日の確認は必ず複
数人によるチェックを行ない、また入力
処理はお客様相談室によるチェック後
に行うよう申し合わせました。

内部

国民年金
被保険者
資格取得
届に際して

○国民年金保険料納付書のうち別送扱い分
の送付作業を行いましたところ、同一住所で
基礎年金番号が相違する納付書がありまし
た

○Ａ様より、学生納付特例申請書と国民年金
被保険者資格取得届が、当所窓口に提出さ
れました。
○国民年金被保険者資格取得届を登録する

○他年金事務所へＢ様の記録を元に
戻してもらうよう依頼を行うとともに、担
当者がＢ様に電話し、お詫びのうえ、
説明し 了承を得ました

○朝の例会の場において、２０歳にか
かるものを含めて、ご本人様特定時に
は記録情報を十分に確認し、事務処
理を行うよう徹底を図りました

49

届に際して
の住所変
更入力誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

神奈川 高津 2009年10月27日 2010年10月25日

た。
○確認しましたところ、国民年金資格取得届
を処理する際、当時の担当者が同姓別名同
生年月日の方の記録をご本人様の記録と誤
認して住所変更の入力を行っていたことが判
明しました。

○国民年金被保険者資格取得届を登録する
にあたり、年金番号確認のため氏名索引を
行った際、本来「○○○○」と入力すべきとこ
ろ誤って「○○○△」と入力してしまったた
め、同一生年月日だった被保険者Ｂ様の基
礎年金番号をＡ様のものと誤認して住所変更
処理を行ってしまったために発生したもので
す。
○原因は処理担当者の錯誤と思われます。
また、その後の決裁においても誤りを発見で
きませんでした。

1名 ― 0

説明し、了承を得ました。
○お詫びの手紙と学生納付特例申請
書をＢ様に送付しました。

理を行うよう徹底を図りました。

内部

○区役所の住民票転入処理を行う部署に
て、国民年金のデータ処理が行われなかっ
たため、区役所の国民年金担当部署に住所
変更の連絡がされず、国民年金被保険者住
所変更届が年金事務所に進達されませんで

○担当課長がお客様に電話し、お詫
びのうえ、今回の事象は、区役所から
住所変更データの情報が遅れたため
に発生した旨を説明しました。その際、
お客様から平成２２年４月からの１年

市区町村
に届出さ
れた住所
変更届の
年金事務

○お客様から、「国民年金保険料納付書が
郵送されたが、平成２２年４月からの１年前
納の納付書が同封されていない」とのお問合
わせの電話がありました。
○確認しましたところ、区役所より年金事務

○区役所に今回の事象について説明
し、今後このようなことがないよう注意
していただくよう、申し入れをしました。

国民年金
特殊台帳
報告にお

○事務センターより、国民年金特殊台帳（紙
台帳による納付記録）報告におけるお知らせ
送付対象者の進捗状況回答件数のうち、再

○当時の担当課長が国民年金特殊台帳の
「確認のお知らせ」を送付していないにもかか
わらず、送付完了したと誤った報告を行いま

○国民年金特殊台帳の確認作業を再
開し、お知らせ送付対象者を抽出し、
２０６件の送付を完了しました。

○今後お知らせ送付の際は、所長決
裁時に必ず送付の現物の確認を行う
よう、改めました。

所変更届が年金事務所に進達されませんで
した。
○その後、年金事務所より転入事実調査票
が区役所の国民年金担当部署に送付され、
転入事実調査が行われた結果、新住所への
転入事実が判明しました。
○区役所の国民年金担当部署より転入事実
調査結果が進達され、住所変更届（転入）を
処理しましたが、納付書の送付時期が４月下
旬のため、前納用の納付書は平成２２年５月
分以降を送付となり、お客様に平成２２年４
月分から平成２３年３月分までの１年前納を
する機会を失わせる結果となりました。

お客様から平成２２年４月からの１年
前納を強く希望されたため、機構本部
に協議する旨を説明しました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様に電話し、平成２２年４月分
からの１年前納の金額で現金収納が
出来る旨をお伝えしました。
〇お客様に、保険料を送付していただ
く旨の文書を送付しました。
〇お客様より保険料の送付がありまし
たので、領収しました。

50

年金事務
所への進
達漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 新宿 2009年12月28日 2010年5月14日

○確認しましたところ、区役所より年金事務
所に、平成２１年１２月の転入に基づく住所変
更届が進達されていないことが判明しまし
た。

1名 ― 0 外部

51

報告にお
ける報告
誤りについ
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

沖縄 コザ 2009年8月 2010年8月27日

送付対象者の進捗状況回答件数のうち、再
裁定の申出書を送付した件数欄の記載漏れ
との連絡がありました。
○確認しましたところ、再裁定のお知らせ送
付対象者について、国民年金の記録を訂正
されたものはなく、年金仮計算書の受付簿に
も対象者の氏名等はなく、国民年金特殊台
帳の報告誤りがあることが判明しました。

わらず、送付完了したと誤った報告を行いま
した。その後も「確認のお知らせ」が送付され
ることはなく、人事異動の事務引継ぎにおい
ても国民年金特殊台帳の「確認のお知らせ」
は送付済との事務引き継ぎが行われました。
○その結果、２０６名の対象者の方へのお知
らせが遅くなり、老齢寡婦年金受給者１０３名
の方の年金額再裁定の手続きが遅れること
になりました。

206名 未払い 1,410,200

２０６件の送付を完了しました。 よう、改めました。

内部

15



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

52

国民年金
高齢任意
加入資格
喪失予定
年月日の
入力誤り
について

入
力
誤
り

大阪 天王寺 過徴収 580

○高齢任意加入の審査については、
担当者が一次審査、別職員が二次審
査、課長による三次審査と三人で相互
にチェックする体制で審査・入力誤りを
なくすよう努めています。また、今回の
事象について朝礼で説明し、二度と同
じ間違いをしないよう注意喚起しまし
た。

○担当課長がお客様にお詫びし、正し
い喪失予定年月日に記録を訂正する
ことで了承を得ました。また、その後の
保険料の納付が必要なことにはご理
解いただきましたが、喪失予定年月日
の入力誤りがなければ、割引前納が
できたはずなのに、割引のない定額保
険料で納付することには、納得できな
いとのことで、機構本部に協議するこ
ととしました。
○機構本部からの回答を受け、担当
者がお客様宅を訪問し、再度お詫び
のうえ、割引額で保険料の領収をし、
了承を得ました。

○お客様より、「国民年金保険料口座振替額
通知書に記載されている高齢任意加入の喪
失予定年月日が、誤っているのではないか」
とお申出がありました。
○確認しましたところ、喪失予定年月日の入
力誤りが判明しました。

○高齢任意加入審査の結果、喪失予定年月
日を平成２４年３月と入力すべきところ、誤っ
て平成２３年３月と入力したことが原因です。
○また、入力後の相互チェックをしていな
かったため、誤りに気がつきませんでした。

1名2010年10月18日2008年7月28日 外部

53

国民年金
種別変更
届の誤入
力につい
て

入
力
誤
り

静岡
事務

センター
2010年6月3日 2010年11月9日

○事業所から、第３号被保険者に対して国民
年金保険料の催告状が届いたとのお問合わ
せの電話がありました。
○確認しましたところ、第３号被保険者から
第１号被保険者への種別変更年月日の誤入
力が判明しました。

○市役所から送付された種別変更届を入力
した際に、種別変更年月日と届出年月日を
取り違えて入力したものです。
○また、決裁においても担当者ほか複数によ
る入力チェックを行っていましたが、誤入力に
気付かなかったことによるものです。

1名 ― 0

○正しい種別変更年月日を訂正入力
して、該当期間については第３号被保
険者期間としました。
○担当者がご本人様に電話にて、お
詫びと説明を行い、了承を得ました。
○担当者が事業所に電話にて、お詫
びと説明を行い、了承を得ました。

○朝礼において、当該事象を説明し、
変更年月日と届出年月日を間違いや
すい市役所の異動報告書は、誤入力
を防止するため、届出年月日を鉛筆等
により抹消してから入力委託に出すよ
うに指示しました。

外部

了承を得ました。

54

高齢任意
加入者取
得年月日
入力誤り
について 入

力
誤
り

愛知
事務

センター
2010年3月16日 2010年11月24日

○市役所国保年金課担当者から高齢任意加
入申出者について照会がありました。
○確認しましたところ、事務センターで資格
取得年月日の入力を誤っていたことが判明し
ました。

○高齢任意加入申出日（資格取得年月日）
が１月２９日のところを誤って２月１９日と入力
してしまったことによるものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明し、取得年月日を任意加
入申出された日に訂正し、新たに１ヵ
月分を納付書で収めていただくことで
了承を得ました。
○納付書及び取得年月日を訂正した
国民年金任意加入被保険者資格取得
申出受理通知書をお客様あてに送付
しました。

○担当者及びチェック者に再度相互
チェックでの確認を行うよう指示すると
共に、記録管理システムでのチェック
を必ず行うよう申し合わせました。

外部

55

国民年金
加入のお
知らせの
電話番号
誤植につ
いて

通
知
等
の
作

京都
事務

タ
2010年11月12日 2010年11月15日

○全国健康保険協会より、「お客様から、国
民年金加入のお知らせについての電話照会
があった」との連絡が年金事務所にありまし
た｡
○確認しましたところ、国民年金加入のお知
らせに記載されている京都事務センターの電

○お客様あてに、国民年金加入のお知らせ
の文書を送付する際に、同封したリーフレット
に、京都事務センターの電話番号を誤って全
国健康保険協会の代表番号を記載してしま
いました｡
○また リーフレット作成時に記載内容等を 798名 ― 0

○担当者が全国健康保険協会へ赴
き、事象を説明のうえお詫びしました。
お客様から誤ってお問合わせがあった
場合には、お詫びのうえ、年金事務所
を案内していただくことで了承を得まし
た

○国民年金グループ内において、当
該事象を説明し、全てにおいて事務処
理マニュアルに従った処理の徹底を図
るよう周知しました。
○また、必ず複数名による相互チェッ
クを必ず行うよう指示しました 外部55 いて

作
成
誤
り

京都
センター

2010年11月12日 2010年11月15日 らせに記載されている京都事務センタ の電
話番号が誤っていることが判明しました。

○また、リ フレット作成時に記載内容等を
複数名による相互チェックすることなく、その
まま送付したことによります。

798名 ― 0 た。
○対象のお客様(７９８名)あてに訂正
とお詫びの文書を送付しました。

クを必ず行うよう指示しました。 外部

16



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
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対応 対策
判明
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56

年金手帳
の誤送付
について 誤

送
付
・
誤
送
信

群馬
事務

センター
2010年10月4日 2010年10月4日

〇Ａ様から、「Ｂ様の年金手帳が送付されて
きた」との電話によるお申出がありました。
○確認しましたところ、年金手帳の誤送付が
判明しました。

〇担当者が年金手帳を作成して送付しまし
たが、本来、送付物を送付する際、２名以上
の職員で確認すべきところ、確認を怠ったた
め誤封入が発見できず、誤って送付してしま
いました。

2名 ― 0

〇担当者がＡ様宅へ電話し、お詫びの
うえ、誤って送付した年金手帳の回収
については返信用封筒の送付により
返却していただくこととしました。
〇担当者がＢ様宅へ電話し、お詫び
のうえ、誤って送付した年金手帳を回
収しました。
○Ａ様から年金手帳を郵送にて返却し
ていただきました。

〇年金手帳を誤送付したことの重大
性を職員に対して、再度周知しまし
た。
○朝のミーティングの時に再度別の職
員で確認することを徹底しました。

外部

被保険者
記録照会

○Ａ様より「国民年金の被保険者記録照会回
答票が送付され、確認したところ、Ｂ様の記

○本来、被保険者記録照会回答票を送付す
る際は、必ず送付書類と封筒宛名を確認しま

○担当者がＡ様に電話にてお詫びをし
ました。正しい記録の送付し、誤記録

○回答票等を送付する際は、あて先と
送付する書類のチェックを複数人で行

57

記録照会
回答票の
誤送付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

東京 港 2010年7月30日 2010年8月11日

答票が送付され、確認したところ、Ｂ様の記
録だった」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、被保険者記録照会回
答票の誤送付が判明しました。

る際は、必ず送付書類と封筒宛名を確認しま
すが、それを行わなかったため、Ａ様にＢ様
の記録の被保険者記録照会回答票を送付し
たものです。

2名 ― 0

ました。正しい記録の送付し、誤記録
の返送をしていただくことで了承を得
ました。
○Ｂ様の回答票について回収しまし
た。
○担当者がＢ様に電話にてお詫びの
うえ、経過を説明し、了承を得ました。

送付する書類のチェックを複数人で行
うことを徹底するよう再度指示しまし
た。

外部

17



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
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2010年4月28日 2010年5月17日

○国民年金保険料を口座振替で納付されて
いるお客様より、「納付方法を変更したため、
平成２２年５月末に口座振替がされるか」と
の照会があり、平成２２年５月末に口座振替
ができないことが判明しました。

○担当者がお客様にお詫びのうえ、６
月からの振替になってしまうことの説
明をしましたところ、「電話で確認した
時に、間に合いますと確認している。５
月分が５０円引きにならないのは納得
できない」とのお話があり、収納につい
ては機構本部に協議することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様の職場を訪問し、早割り保険
料と同額の保険料で５月分の保険料
を領収し、了承を得ました。

○月末におけるオンラインの登録情報
がすべて緊急停止の対象となることを
再確認し、同様の事務処理誤りがない
よう、課内において周知徹底しました。
○また、一人ひとりの業務における知
識の向上に努めるよう指示しました。

外部

○お客様から、納付方法を１年前納から１ヵ
月前納に変更したいとのお申出がありまし
た。その際、変更申出書を４月中にご提出い
ただければ、４月分については納付書での納
付となり、５月分からは口座振替が間に合う
と説明しました。
○平成２２年４月２７日、郵送にて変更申出
書を受理しました。
○担当職員に提出された変更申出書につい
ては５月１４日の諸変更の締日までに処理す
るよう指示しましたが、振替日（４月３０日）前
の４月２８日に変更申出書の入力処理をして
しまったため、変更後の１ヵ月前納分も緊急
停止の対象となり、５月末の口座振替ができ

58

国民年金
保険料口
座振替不
能につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 中央 1名 未徴収 15,050

停止の対象となり、５月末の口座振替ができ
なくなってしまいました。

2010年7月21日

○お客様が来訪され、納付猶予処分の取消
を求めるお申立があったことから、過去の相
談時に納付猶予と追納についての説明が不
足していたことが判明しました。

○お客様は説明が不足していたことから、猶
予承認済期間について、一般保険料を納付
してしまったため、その期間にかかる保険料
の還付請求書が送られることになりました。
○納付の意思があるお客様に対して、追納
の説明をしないままに納付猶予を勧奨し、申
請をさせたために、一般保険料の納付ができ
なくなり、なおかつ、追納する場合は過去の
学生納付特例期間を優先して納付する必要
が生じてしまったものです。

1名 未徴収 86,16059

追納順序
の説明不
足につい
て

確
認
・
決
定

兵庫 姫路 2009年12月17日

○お客様相談室長から職員に今回の
事象について報告し、免除申請につい
て説明不足が無いよう注意し、不明な
点があれば国民年金課へ確認したう
えで対応するよう指導しました。

外部

○担当者がお客様にお詫びのうえ、追
納の説明をし、一旦納付された保険料
を還付させていただき、追納申込書を
学生納付特例承認期間分から申込し
ていただくようお願いしました。お客様
から「納付猶予承認期間を取消し、平
成２１年９月から平成２１年１２月分の
還付を収納に訂正するべき」とのお申
出があり、このことについて機構本部
と協議することとしました。
○機構本部から、免除承認取消でき
ない旨の回答があり、担当者がお客
様に電話連絡し、回答をお伝えし、学定

誤
り

○委託業者からお客様に、未納期間の保険
料について電話督励をしましたところ、「早く
納付書が欲しいと言ったが、納付書が届かな
かった。こちらから年金事務所に連絡を入れ
てはじめて納付書が送られてきた。納付書を
送ってこないから保険料を払えなかったの
に、今からでは、４月からの前納はできない

○お客様が来所され、平成２２年４月２０日か
ら第１号被保険者への種別変更の届出をさ
れました。年金事務所で１年前納の納付書作
成処理が必要であると判断せず、事務セン
ターへ進達し、平成２２年４月２６日に入力処
理が行われました。
○平成２２年５月１４日に機構本部から納付

○お客様からの届書や未送達に関す
る関係書類を整え、ご説明に訪問した
い旨連絡をしましたが、年金事務所が
すぐに納付書を送らなかったため１年
前納ができなくなったとのお申出があ
り、機構本部に確認をし、後日、連絡
をする旨お伝えしました。

様に電話連絡し、回答をお伝えし、学
生免除承認期間からの追納申込書と
還付請求書を提出していただくようお
伝えしました。
○お客様が来所されましたので、お詫
びのうえ、再度、免除制度、追納、受
取額について説明し、ご納得していた
だき、追納申込書と還付請求書を受付
し、了承を得ました。

国民年金
保険料の
前納納付
について

確

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、窓口において第１号被
保険者の資格取得・種別変更の届出
を受理する場合は、説明漏れがないよ
う周知しました。
○また、前納納付・口座振替・免除申
請についての確認チェックシートを作に、今からでは、４月からの前納はできない

というのは納得できない。年金事務所から連
絡をしてください」とのお申出があったとの連
絡がありました。
○確認しましたところ、窓口で受付した書類
は、年金事務所で前納納付書を作成すること
なく、通常の事務センター処理となっており、
納付書においても、事務センターに返送され
たため、未送達表示が登録されていたことが
判明しました。

○平成２２年５月１４日に機構本部から納付
書を発送しましたが、納付書は届かず、事務
センターに返送され、未送達の処理がされま
した。
○該当市区町村に住所の確認を行いました
が、住所の変更はないと確認しました。
○平成２２年６月２５日に、お客様から納付書
が届かないとの電話連絡を受けたため、住
所未送達取消処理を行い、平成２２年４月～
６月の１ヵ月ずつの納付書と平成２２年７月か
らの前納納付書を送付しました。これについ
ては、返送されることなく、お客様宅に届きま
した。

をする旨お伝えしました。
○機構本部からの回答を受け、お客
様宅を訪問し、お詫びのうえ、納付書
未送達の経過について説明しました。
保険料は、平成２２年４月分の定額保
険料と平成２２年５月分から平成２３年
３月分の前納保険料での納付で了承
され、現金領収証書で受領しました。

60

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀 草津 2010年4月20日 2010年9月9日 1名 過徴収 540

請についての確認チェックシ トを作
成しました。

外部

18
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番号

件名
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61

免除申請
に係るに
市町村の
所得証明
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

青森
事務

センター
2008年7月16日 2010年9月10日

○市町村より「国民年金保険料免除・納付猶
予申請書」の市町村確認欄の「前年の所得
額」欄に誤って「前年の収入額」を記入してい
たと連絡がありました。
○「国民年金保険料免除・納付猶予申請承
認通知書」が送付されたお客様が市町村の
窓口で、通知書の内容がおかしい旨のお問
合せをされました。
○市町村で提出された申請書の写しを確認
しましたところ、市町村確認欄の「前年の所
得額」欄を誤って記入していたことが判明しま
した。

○免除に係る市町村確認欄について、書類
を受け付けした各支所で証明しており、担当
者が本来「前年の所得額」を証明すべきとこ
ろ、勘違いをして「前年の収入額」を証明して
いました。
○また、証明された「前年の所得額」欄につ
いては、全ての申請書に「前年の収入額」を
記入したものではなく、正しく証明している
ケースもあるとのことでした。

5名 ― 0

○市町村支所の証明印がある申請書
を抽出し、免除申請書のコピーを当該
市町村の本所あて送付のうえ、市町
村確認欄の「前年の所得額」の再確認
を依頼しました。
○市町村で保管している請求書の控
えの自主点検についても併せて依頼
しました。
○再審査の結果決定区分が変更とな
るお客様に対して、管轄年金事務所国
民年金課長と市町村担当者がお客様
宅を訪問し、お詫びのうえ、説明を行
い、了承を得ました。

○県内の全ての市町村に対して管轄
年金事務所より証明誤りの無いように
文書で周知を図りました。
○また、市町村担当者会議等におい
ても対応の徹底を市町村に依頼しまし
た。

外部

62

国民年金
保険料免
除・猶予申
請に係る
処理誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

高知
事務

センター
2010年11月9日 2010年11月9日

○お客様から年金事務所に免除処理状況に
ついて照会がありました。
○確認しましたところ、免除入力処理を行っ
た後、申請書類の不備が判明したため処理
保留にしていましたが、決定された免除承認
記録の取り消し入力を行っていなかったこと
が判明しました。

○入力の事後チェック時に申請書類不備が
判明したので、申請書を引き抜き不要になっ
た通知書を送付しないよう破棄しました。
○さらに、本来免除承認済みの記録を取り消
しすべきところ、取り消し入力を行わなかった
ため、催告状に免除承認記録が記載された
状態でお客様あてに送付してしまいました。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、至急通知書を送付することを
約束し、了承を得ました。
○事務センターより全額免除承認通
知を送付しました。

○入力処理を行った後、書類の不備
が判明し、保留にする際、入力済みの
記録を取消しすることを再度確認しま
した。

外部

国民年金
保険料免
除・猶予申
請に係る
決定の誤

確
認
・

事務

○お客様が年金事務所に来所され、平成２２
年度国民年金保険料免除・猶予申請にかか
る決定通知書（４分の３免除承認）と納付書
について照会がありました。
○確認しましたところ 免除区分を誤って決

○申請書を受付し、事前審査の時点では、お
客様の指定どおり半額免除の区分に印が
入っていましたが、帳票の転記が誤ってお
り、本来半額免除のみ審査対象とすべきとこ
ろ 全ての免除区分を審査対象としたため

○年金事務所窓口にて、お客様にお
詫びのうえ、４分の３免除の通知書及
び納付書を回収し、至急差し替え分を
送付することを約束し、了承を得まし
た

○委託業者に帳票への転記後の
チェックの徹底及び免除担当者の事
後チェックを徹底を指示しました。

63
決定の誤
りについて 決

定
誤
り

高知
事務

センター
2010年11月12日 2010年11月18日

○確認しましたところ、免除区分を誤って決
定していることが判明しました。

ろ、全ての免除区分を審査対象としたため、
４分の３免除承認の決定通知書が送付され
ました。その原因は、帳票へ転記する際、確
認が不十分であったためです。

1名 ― 0

た。
○事務センターより、差し替え分を送
付しました。

外部

64

国民年金
付加保険
料納付書
の作成漏
れについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

滋賀
事務

センター
2010年10月13日 2010年11月29日

○お客様より年金事務所に、国民年金付加
保険料の納付書が届かないとの電話照会が
ありました。
○確認しましたところ、付加申出書の入力は
完了していましたが、９月分付加納付書の発
行が必要な口座振替実施者であるにもかか
わらず、納付書作成が行われていないことが
判明しました。

○付加申出書の入力完了時に窓口装置に
｢口座振替期間の付加納付書を作成して下さ
い｣とのメッセージがあり、入力者がその画面
のハードコピーを印字のうえセンター職員に
引継ぎ、職員が確認のうえ納付書を作成す
ることになっていますが、処理済の書類には
ハードコピーの添付はされていませんでし
た。

1名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明しました。１０月分からで
よいとの回答をいただきましたので、１
０月からの付加保険料納付ということ
で処理を行いました。

○職員及び委託業者に事象を周知
し、委託業者に対しては画面のハード
コピーの取得を必ず行うよう指示する
とともに、職員については確認チェック
漏れのないよう点検には細心の注意
を払うよう朝礼にて周知を行いました。 外部

国民年金 ○お客様が年金事務所に来所され 平成２２ ○市役所より申請書を受付し 事前審査をし ○年金事務所窓口にて お客様にお ○委託業者に転記後の事後チェックを

65

国民年金
保険料免
除・猶予申
請に係る
決定の誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

高知
事務

センター
2010年11月12日 2010年11月24日

○お客様が年金事務所に来所され、平成２２
年度国民年金保険料免除・猶予申請にかか
る却下通知書について照会がありました。
○確認しましたところ、免除承認すべきところ
却下としていたことが判明しました。

○市役所より申請書を受付し、事前審査をし
ました。事前審査の時点では、申請書の免除
等区分、「半額免除」どおり半額免除の決定
をしましたが、転記において扶養親族数の転
記誤りがあり、免除却下通知書が送付されま
した。その原因は、転記の際、確認が不十分
であったためです。

1名 ― 0

○年金事務所窓口にて、お客様にお
詫びし、却下通知書を回収のうえ、至
急半額免除の決定通知書を送付する
ことを約束し、了承を得ました。
○事務センターより、お客様あてに半
額免除の決定通知書を送付しました。

○委託業者に転記後の事後チェックを
徹底するよう指示しました。

外部

19
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66

資格記録
訂正時に
おける口
座振替取
消処理誤
りについて

未
処
理
・
処
理
遅
延

宮城
事務

センター
2010年8月11日 2010年8月31日

○年金事務所にお客様から、「８月分保険料
が口座振替されなかった」との電話照会があ
りました。
○確認しましたところ、登録されていた口座
振替情報が取消されたままになっていること
が判明しました。

○平成２２年８月に平成２２年４月の資格取
得の取消を行うことにより、登録されている口
座振替情報が取消となりました。
○そのため、平成２２年２月の資格取得入力
処理を行った際に、口座振替情報を再登録
すべきところ、登録されないままになっていた
ことにより、口座振替処理が行われなかった
ものです。

1名 未徴収 15,050

○担当者がお客様に電話連絡し、お
詫びのうえ、説明しました。早割り前納
額での納付を希望されたため、機構本
部と協議をすることで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、平成２２年８月分を早割り前納額
で領収し、了承を得ました。

○朝礼時のミーティングにて事務処理
誤りがあったことを全職員に周知し、
資格記録の訂正処理で特に資格記録
の取消処理を伴う場合は、口座振替
情報を必ず確認し、記録訂正処理後
に、口座振替情報を再登録するよう指
示しました。

外部

委託業者
から依頼
のあった

○お客様から「委託業者から電話があり、未
納期間について納付書を送るとの話しであっ
たが、まだ届かない。いつ頃送られてきます

○委託業者から依頼の納付書の作成は、事
務センターで処理・発送を行っていますが、
委託業者から年金事務所に提供された情報

○お電話をいただいたお客様には、お
詫びのうえ、早急に納付書を送付する
ことで、了承を得ました。

○現在は、事務センターが直接委託
業者から情報提供を受けることとなっ
ており、年金事務所から事務センター

67

のあった
納付書の
未送付に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀 草津
2009年9月7日
2009年9月16日
2009年9月27日

2010年11月2日

たが、まだ届かない。いつ頃送られてきます
か」との電話がありました。
○確認しましたところ、納付書を送付していな
いことが判明しました。

委託業者から年金事務所に提供された情報
を、事務センターへ情報提供していなかった
ことが原因です。

42名 未徴収 3,039,280

ことで、了承を得ました。
○納付書送付の約束をした期間が、
時効に該当しない方（対象者３７名）に
つきましては、お詫びの手紙と納付書
を送付しました。
○納付書送付の約束をした期間が、
一部時効に該当する方（対象者４名）
につきましては、電話で説明のうえお
詫びし、納付書は郵送でかまわないと
のことでしたため、お詫びの手紙と納
付書を送付しました。

ており、年金事務所から事務センタ
へ情報提供することはなくなりました。

外部

○該当の領収済通知書は、事務センターで
受付し、他の領収済通知書等と合わせて委
託業者に引き継ぎました。委託業者は、引き
継いだ領収済通知書等を集計表ごとに進行

領収済通
知書の処
理漏れに
ついて

○年金事務所から、国民年金保険料を金融
機関窓口で支払ったのに、国民年金保険料
控除証明書の納付記録が未納になっている
お客様がいるので、領収済通知書を確認し

○担当者がお客様に架電し、お詫び
のうえ、今後の対応については、後日
連絡する旨をお伝えしました。
○確認のうえ、納付記録を追加しまし

○委託業者に対し、進捗管理票と処
理結果枚数の確認を徹底し、処理漏
れがないように指示しました。

継いだ領収済通知書等を集計表ごとに進行
管理表等を作成後、入力処理の準備作業・
確認を行い、事務センターの職員に引き継ぎ
ました。
○事務センターでは、入力準備に誤りがない
ことを確認後、再度委託業者に領収済通知
書等を引き継ぎました。委託業者は、入力用
集計表及び領収済通知書を入力処理をしま
したが、お客様が納入された金融機関の集
計表及び領収済通知書について処理を漏ら
し、処理済の領収済通知書等とあわせて保
管していました。
○また、入力処理終了後の集信結果につい
て確認されていませんでした。

68

ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

兵庫
事務

センター
2010年8月17日 2010年11月4日

お客様がいるので、領収済通知書を確認し
てほしいと電話連絡がありました。
○確認しましたところ、委託業者が金融機関
から送付された領収済通知書の入力処理を
漏らしていたことが判明しました。

1名 ― 0

○確認のうえ、納付記録を追加しまし
た。
○担当者がお客様に架電し、納付記
録の訂正処理が完了したことを伝え、
国民年金保険料控除証明書を年金事
務所から送付することで了承を得まし
た。
○年金事務所にて国民年金保険料控
除証明書を作成し、お客様あてに送付
しました。

内部

国民年金
保険料免
除理由該

○お客様より年金事務所に、国民年金資格
取得届と免除理由該当届を提出しているが
納付書が届いたと電話照会がありました。

○事務センターでの入力処理時に両届を
セットのまま入力担当へ回付しましたが、免
除該当届については入力者が限定されてお

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、判明した経過について説明し
ました。

○グループ内朝礼において今回の事
象の周知を行い、事後チェックをより
慎重に行うこと、また、最終書類保管

69

除理由該
当届の入
力漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

滋賀
事務

センター
2010年7月1日 2010年11月12日

納付書が届いたと電話照会がありました。
○確認しましたところ、資格取得届のみ入力
処理されており、免除理由該当届が入力漏
れであることが判明しました。

除該当届については入力者が限定されてお
り、当該入力担当者では入力処理の行えな
い届書であったため入力を行わず資格取得
届とセットされ、入力済書類と混在したまま点
検担当者に回付されたものと推測されます。
○また、点検担当者においても両届書がセッ
トされたままであったため、チェック時に未入
力であることを見落とし、そのまま処理済みと
して整理、保管されたものと考えられます。
○そのため資格取得届のみが記録として反
映され、納付書が発行されたものです。

1名 ― 0

ました。
○担当者がお客様宅を訪問し、再度
お詫びのうえ、納付書を回収し、免除
理由該当通知書をお渡しし、了承を得
ました。

慎重に行うこと、また、最終書類保管
時にも、できる限りのチェックを行うこと
を指示しました。

外部

20



整理
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70

国民年金
保険料口
座振替納
付（変更）
申出書及
び口座辞
退申出書
の入力遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

神奈川 平塚 2010年5月中旬 2010年7月20日

○お客様より、「金融機関を通して国民年金
保険料の口座振替納付を申し込んだはずだ
が、まだ口座から落ちていない」との照会が
ありました。
○確認しましたところ、入力がされていないこ
とが判明しました。

○複数の方より口座振替がされていない旨
の照会があり、ご本人様が依頼書を提出した
金融機関に確認を行いましたところ、ある特
定の日に年金事務所が郵便で受付けた分の
入力処理が行われていないことが判明しまし
た。
○本来、５月末日までに入力すべきところ、７
月及び８月に入力したため、口座振替の開
始時期が遅れる結果となりました。その原因
は、誤って当該口座振替依頼書を処理済分
のファイルに分類・整理がされてしまっていた
ことによります。

17名 未徴収 814,100

○お客様には、担当職員（担当課長）
が電話、もしくは文書によるお詫びと
説明をしました。納付期限到来により
収納できなかったお客様には、機構本
部と協議のうえ、後日回答することとし
ました。
○機構本部からの回答により、国民年
金課職員がお客様宅を訪問し、再度
お詫びのうえ収納し、了承を得ました。

○課内会議において、処理済分と未
処理分が混入しないよう、書類管理に
ついて厳重に取り扱うよう周知伝達を
行いました。

外部

71

国民年金
付加保険
料納付申
出書の入
力漏れに
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

東京 渋谷 2009年10月14日 2010年10月14日

○お客様から、「付加保険料納付を申込んで
いるにもかかわらず、領収証の金額が付加
保険料を含まない金額であったため、付加保
険料の申出がされているか確認してほしい」
との連絡がありました。
○確認しましたところ、付加保険料納付申出
書の入力処理が漏れていたことが判明しまし
た。

○資格取得届と同時に付加保険料納付のお
申出がありましたが、入力処理をする際に、
付加保険料納付の入力を漏らしてしまったこ
とによるものです。
○また、決裁時においても入力されているか
のチェックを漏らしてしまったことによるもの
です。

1名 未徴収 7,490

○担当者がお客様に届出書の入力漏
れがあったことをお詫びし、納付期限
が過ぎている付加保険料納付の取り
扱いについて、機構本部と協議し、後
日連絡することで了承を得ました。
○機構本部からの回答を受け、担当
者がお客様に連絡し、ご来所いただ
き、付加保険料を現金領収しました。

○課内全職員に当該事象を説明し、
複数人による届出書の入力処理の
チェックを徹底するよう周知しました。

外部

国民年金
保険料口
座振替の
振替不能
について 未

処

○担当者が重複届出となっている口座振替
依頼書を返戻する際に、お客様の記録を確
認しましたところ、処理が完了しているはず
の１０月末の口座振替が不能となっていたた
め、９月末口座振替の緊急停止対象者の画
面を確認し ３件が１０月末の口座振替不能

○９月末の口座振替に緊急停止をかけた方
は、口座振替再開の入力をすべきところ、確
認が不十分であったために、口座振替変更
締切日までに入力を怠り、10月末の引き落と
しが不能となりました。原因は担当者の認識
不足によるものです

○担当課長がお客様に電話にてお詫
びし、事象を説明しました。納付につ
いては機構本部と協議することとしま
した。
○１ヵ月前納のお客様１名が、ご希望
により半年前納納付書で納付されまし

○朝礼にて当該事象を説明し、口座
振替緊急停止時には、再開について
充分注意するよう課内職員に徹底しま
した。
○事務センターからの返戻書類につ
いては 必ず窓口装置を確認しながら

73

市役所で
受付けた
付加保険
料申出書
が遅延し
て提出さ
れた件に

未
処
理
・

千葉 佐原 2010年4月1日 2010年10月19日

○市役所から「市役所内で保留用ファイルを
整理していたところ、平成２２年４月に受付し
ていた未送付の付加保険料申出書が発見さ
れた」との連絡があり、未処理であることが判
明しました。

○市役所担当課の保留用ファイルに紛れ込
んでしまい、本来であれば千葉事務センター
に送付すべきところ、送付されなかったことが
原因です。

1名 未徴収 2 400

○市役所からお客様へお詫びのうえ、
説明しました。また、市役所から国民
年金付加保険料申出書の送付を受
け、年金事務所にて付加保険料申出
書の入力処理を完了しました。
○お客様からは、口座振替されなかっ
た付加保険料について納付をしたい

○市役所内で、申出書の管理ならび
に受付簿の記入を徹底することを指示
しました。

外部

72

処
理
・
処
理
遅
延

北海道
新

さっぽろ
2010年10月13日 2010年10月18日

面を確認し、３件が１０月末の口座振替不能
となっていることが判明しました。
○これを受けて、保管していた未処理の口座
振替申出書について全件確認を行いました
ところ、他に事務センターから返戻された口
座振替変更申出書１件が未処理となってお
り、振替方法の変更が１０月末に間に合わな
いことが判明しました。

不足によるものです。
○事務センターから返戻された口座振替依
頼書について、補正後再進達すべきところ、
口座振替変更締切日までに再進達せず、１０
月末の１ヵ月前納から半年前納への変更が
不能となりました。原因は担当者が振替方法
の変更を事務センターで登録済であると錯誤
したためです。

4名 ― 0

により半年前納納付書で納付されまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
が３名のお客様宅を訪問し、再度お詫
びのうえ、現金領収し、了承を得まし
た。

いては、必ず窓口装置を確認しながら
対応することとしました。

内部

73 れた件に
ついて 処

理
遅
延

千葉 佐原 2010年4月1日 2010年10月19日 1名 未徴収 2,400
た付加保険料について納付をしたい
旨のお申出を受けましたので、機構本
部に協議することとしました。
○機構本部からの回答により、お客様
から付加保険料を収納し、了承を得ま
した。

外部

21
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74

国民年金
保険料領
収済通知
書の処理
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

新潟
事務
センター

2010年10月4日 2010年10月21日

○年金事務所から、お客様の国民年金保険
料（前納分）が収納処理されていない旨の連
絡を受けました。
○確認しましたところ、Ａ金融機関で収納した
領収済通知書の束が集信処理（収納処理）さ
れていないことが判明しました。

○集信（収納）処理が完了した領収済通知書
については、委託業者からの引渡しがあった
段階で、複数の職員が件数・金額を確認する
ところ、当該処理を行った日以降の引渡しが
遅延している状況にあり、職員が未確認でし
た。
○日々のエラーリストの有無については確認
をし、早期回付を依頼していましたが、管理
不十分であり、収納処理の漏れが発生しまし
た。

154名 ― 0

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、説明し、了承を得ました。
○収納処理漏れを確認したため、職
員による収納処理を行いました。
○担当者がＡ金融機関に経過及びお
詫びの連絡を行い、了承を得ました。
○お客様にお詫びの手紙を送付しまし
た。その後、正しい控除証明書を送付
しました。

○朝礼で事象について周知し、また、
幹部会において他グループに報告し、
情報の共有化を図りました。
○収納業務を含む委託業務の進行管
理については、的確に管理を行い、業
務の遅延を発生させないようにし、ま
た、引渡しのあった書類等について
は、確認を十分に行うことを徹底しまし
た。

外部

国民年金
保険料納
付書 交

〇お客様から、「納付書が届かなかったの
で、平成２０年９月分の保険料を納付できな
か た と お申出がありました

〇平成２２年１０月１２日、年金事務所へ来所
され、資格取得届及び住所変更届を受理し
ました 過年度分も含め 月 日頃に納付

〇担当者がお客様あてに電話にてお
詫びし、平成２０年９月分保険料の領
収が きな か機構本部と協議 うえ

〇課内会議にて当該事象を説明し、
遡及した資格取得届出書を受理した
時には 過年度分 保険料 納付意

75

付書の交
付につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

京都 上京 2010年10月12日 2010年11月2日

かった」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、時効直前の納付書が
作成されていなかったことが判明しました。

ました。過年度分も含め１０月２５日頃に納付
書が送付されるので、その納付書にて納付し
ていただけるよう、説明しました。
〇本来、年金事務所にて時効直前に係る保
険料の納付意思を確認のうえ、即日処理を
行い、納付書をお客様へお渡しすべきとこ
ろ、事務センターへ回付したため、平成２０年
９月分の納付書を作成できず、時効のため、
お客様が納付できなくなってしまいました。

1名 未徴収 14,410

収ができないか機構本部と協議のうえ
再度連絡させていただくことで了承を
得ました。
〇機構本部から回答があり、担当者
がお客様あてに電話し、お詫びのう
え、平成２０年９月分保険料の領収が
できない旨をお伝えし、了承を得まし
た。

時には、過年度分の保険料の納付意
思を充分確認し、即日処理のうえ納付
書を手渡すことを周知しました。

外部

76

国民年金
保険料納
付にかか
る入力漏
れについ
て

入
力
誤

福島
事務
センター

2010年6月22日 2010年11月18日

○お客様より、「国民年金保険料控除証明書
が届いたが、平成２２年６月分の国民年金保
険料を納付しているのに未納となっている」と
年金事務所に連絡がありました。
○確認しましたところ、入力エラーとなってい
て その後補正処理していないことが判明し

○金融機関収納の国民年金保険料３件につ
いて、入力処理を行いましたがエラーとなり、
その後補正処理をしていなかったため未納と
なっていました。
○また、突合リストと領収済通知書を確認す
る際 入力エラーの発生に気がつかなかった 3名 ― 0

○担当者が、３名のお客様宅を訪問
し、お詫びのうえ、説明し、了承を得ま
した。
○お客様より収納した金融機関にもお
詫びのうえ、経過の説明を行いまし
た

○グループ内ミーティングにおいて、
今回の当該事象について説明し、事
務処理手順の再確認と突合リストと現
物を必ず確認し、入力エラーのチェッ
クを複数名で行うよう徹底しました。

外部
て 誤

り
センター て、その後補正処理していないことが判明し

ました。
る際、入力エラーの発生に気がつかなかった
ことが原因です。

た。

77

入力誤り
による国
民年金保
険料の口
座振替不
能ついて 入

力
誤
り

鹿児島
事務
センター

2010年6月25日 2010年9月7日

○お客様から年金事務所に「国民年金保険
料の納付書が自宅に届いたが、毎月口座振
替にて納付しているにもかかわらず、何故納
付書が届いたのか」との電話照会がありまし
た。
○確認しましたところ、口座振替がされてい
ないことが判明しました。

○本来、国民年金資格記録追加処理は喪失
と再取得を同時に入力しなければならないと
ころ、機構本部より被保険者記録期間重複
補正依頼があり（厚生年金と国民年金の期
間が重複していたため）、国民年金記録の追
加処理を入力する時に、喪失と取得をそれぞ
れ別々に入力したため、口座振替が停止し
てしまいました。
○別々に入力すると、口座振替不能処理に
連動することを担当者は十分認識していませ
んでした。また、決裁者も同様に十分認識し
ていなかったことによるものです。

1名 未徴収 45,150

○担当者がお客様宅を訪問し、お詫
びのうえ、今回の事象を説明し、早割
りの金額での領収ができないか機構
本部と協議するとことで了承を得まし
た。
○機構本部より早割での領収が可能
である旨の連絡があり、お客様へも連
絡し、担当者がお客様宅を訪問し、早
割の金額で保険料を領収し、了承を得
ました。

○朝礼で今回の事務処理誤りの経過
と期間重複補正入力する場合の手順
を周知徹底しました。

外部

22
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78

国民年金
保険料納
付書の作
成誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

千葉 千葉 2008年10月3日 2010年9月8日

○ご本人様から、ねんきん定期便で付加保
険料を納付したはずとの記録照会がありまし
た。
○確認しましたところ、ご本人様からの前納
納付書作成依頼に基づき随時に納付書を作
成する際、付加保険料申出者であるにもか
かわらず、誤って、定額保険料分のみの前納
納付書を作成し、送付していたことが判明し
ました。

○納付書の作成処理をにおいて、本来であ
れば平成２０年１０月分から平成２１年３月分
までの付加保険料込み前納の保険料種別を
入力すべきところ、定額保険料前納の保険
料種別で入力していたためです。
○また、決裁においても作成誤りのチェック
が漏れたことによるものです。 2名 未徴収 4,760

○担当課長からご本人様に電話し、お
詫びのうえ、今回の事象説明を行いま
したが、当該期間に係る付加保険料
の前納金額での納付について、機構
本部と協議のうえ、後日連絡すること
で了承を得ました。
○機構本部からの回答により、担当課
長がお客様宅を訪問し、再度お詫び
のうえ、当該期間の付加保険料を前
納金額で現金領収し、了承を得まし
た。

○課内朝礼において、当該事象を説
明し、事務所で納付書を作成処理する
際には、窓口装置により被保険者記
録を確認のうえ、作成するよう改めて
周知徹底するとともに、複数人による
確認を徹底し、そのうえで決裁するよ
うあらためて指示しました。

外部

79

国民年金
保険料納
付書の作
成誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

兵庫 加古川 2010年5月7日 2010年11月4日

○平成２２年分社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書がお客様宅に届き、「確認し
たところ、国民年金保険料納付書に付加保
険料を含んでいなかった」とのお申出がお客
様からあり、国民年金保険料納付書の作成
誤りが判明しました。

○平成２２年４月に、国民年金保険料が口座
振替できず、お客様から連絡を受けて、国民
年金課職員が国民年金保険料前納納付書
（付加保険料込み 平成２２年５月分～平成
２３年３月分）を作成し、お客様へ送付すべき
ところ、付加保険料納付申出者であることに
気づかず、定額保険料のみの納付書を作成
していたためです。
○また、処理結果リストの点検時等に誤りに
気づかず発送していたものです。

1名 ― 0

○担当者がお客様宅へ赴き、お詫び
のうえ、説明しました。付加保険料の
前納額による納付を希望されましたた
め、機構本部へ協議することとしまし
た。
○機構本部からの回答により、担当者
がお客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、平成２２年５月分～平成２３年３月
分の前納額での付加保険料を領収
し、了承を得ました。

○課内会議において事象を説明し、納
付書再交付処理及び処理結果リスト
の重複チェックの徹底など再発防止を
指示しました。

外部

任意加入
者に対す
る免除勧
奨誤りに 通

○市役所から、６０歳以上の国民年金任意加
入者に対しターンアラウンド（事前送付）によ
る免除勧奨が行われている旨の連絡があり
ました

○平成２２年度行動計画において実施予定
として平成２２年度の全額免除または、若年
者納付猶予制度該当見込みの免除未申請
者に対し タ ンアラウンドによる免除勧奨を

○担当者が６名のお客様に対し、訪問
及び電話にて連絡が取れ、今回の事
象について説明のうえ、お詫びし、了
承を得ました

○国民年金課内朝礼時にて該当事象
を説明し、データ抽出の際には複数人
でチェックし、発送準備を行うこととしま
した

80

奨誤りに
ついて

通
知
等
の
作
成
誤
り

山口 宇部 2010年10月29日 2010年11月5日

ました。
○勧奨対象者一覧表を確認しましたところ、
任意加入者９名に対して、誤って免除勧奨を
行ったことが判明しました。

者に対し、ターンアラウンドによる免除勧奨を
行いました。
○収納支援システムにより平成２２年度の免
除申請のない方で、全額免除および若年者
納付猶予に該当する方を抽出し、収納支援
ツールを活用し選定を行いました。その際に
６０歳以上の任意加入者（対象者９名）も抽
出されてしまうことに気がつかないまま発送
したことが原因です。

9名 ― 0

承を得ました。
○３名のお客様は連絡が取れないた
め、文書にてお詫びすることとしまし
た。
○３名のお客様にお詫びの文書を送
付しました。

した。

外部

81

国民年金
保険料学
生納付特
例申請書
返戻時の
付箋にか
かる氏名

誤
送
付

岡山
事務

○お客様より、「国民年金保険料学生納付特
例申請書が記載内容不備で返戻されて来た
が、添付されている付箋に記載されている氏
名が他人の氏名になっている」との電話があ
りました。
○確認しましたところ、氏名の記載誤りが判
明しました。

○別人の方については、以前に返戻した方
であり、今回の返戻の際に、パソコン作成の
様式に、別人の方の氏名をお客様の氏名に
記載内容を訂正して送付する必要がありまし
たが、訂正をせず作成し、その確認も不十分
であったことによるものです。

1名

○事実確認後、お客様に電話し、他に
取り違えて氏名が出てないこと、今回
使用した付箋も内容を変更し、今後は
誤った氏名が出ることはないことを説
明しました。お客様宅訪問しお詫びす
ること、別人の方の対応について確認
したいとのお申出がありました。

○朝のミーティングにおいて事象を周
知し、注意喚起を行うとともに、適正な
処理と確認の徹底を行いました。
○また、返戻付箋の文中にある氏名を
削除することにより別人の氏名が記載
されることのないように変更し、発送時
の複数人よる確認を強化することとし 外部81 かる氏名

の相違に
ついて

・
誤
送
信

岡山
事務

センター
2010年10月29日 2010年11月2日

明しました。 1名 ― 0
したいとのお申出がありました。
○別人の方のご自宅を訪問し、お詫び
のうえ、説明し、了承を得ました。
○お客様宅を訪問し、再度お詫びのう
え、今回の経過および今後の対策を
説明し、了承を得ました。

の複数人よる確認を強化することとし
ました。

外部

23



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○事務所内で事務処理誤りの検証・
再発防止委員会を開催し、事故原因
の検証と再発防止策を検討し、次の内
容を実施することにしました。
①個人あての郵便物について、「親
展」以外は庶務担当で開封受付し、内
容確認の機会を増やす。
②発送する郵便物については、点検
方法を改め徹底した確認作業を行なう
ために、封緘作業を各担当執務室で
行なうことなく庶務担当の執務室にて
行なう。
③思い込みをなくし、全ての用紙を確
認する。

82

国民年金
保険料口
座振替納
付申出書
の誤送付
について 誤

送
付
・
誤
送
信

愛知 刈谷 2010年11月2日 2010年11月5日

○Ａ様から、「国民年金保険料口座振替納付
申出書の送付を依頼したところ、Ｂ様の個人
情報が記載された申出書が送られてきた」と
の連絡がありました。
○確認しましたところ、送付する際の内容物
の確認、点検作業が不十分で、誤って送付さ
れていたことが判明しました。

○Ｂ様に対して、国民年金保険料の口座振
替不能についてのお知らせを送付しましたと
ころ、担当者あてに、国民年金保険料口座振
替納付申出書及び口座振替辞退申出書が
返送されました。
○Ｂ様より口座振替辞退のお申出があったこ
とから、返送された際に同封されていた国民
年金保険料口座振替納付申出書は白紙（未
記入）と思い込み、Ａ様への送付用として再
度使用しました。
○Ａ様に送付する際、封入担当、封緘担当共
に国民年金保険料口座振替納付申出書にＢ
様の個人情報が記載されていることに気づく
ことなく、Ａ様へ送付したことにより、Ｂ様の個

2名 ― 0

○担当課長がＡ様にお詫びのうえ、説
明し、了承を得ました。誤送付した書
類は、返送していただき、改めて「国民
年金保険料口座振替納付申出書」を
送付しました。
○担当課長がＢ様にお詫びのうえ、説
明し、了承を得ました。

外部

認する。ことなく、Ａ様へ送付したことにより、Ｂ様の個
人情報が流出しました。

○ご連絡を頂いたお客様にお詫びの
うえ、回収に伺わせていただくこととし
ました。
○別人の方に確認しましたところ、送
付文書が未開封であるとのお申出が
あったため、事情説明とお詫びをし、
開封しないまま回収に伺うまで保管し
ていただくことをお願いしました。
○ご連絡を頂いたお客様宅を訪問の
うえ、再度お詫びし、文書を回収し、も
う一方のお客様宅を訪問し、再度お詫
びのうえ、説明し、未開封文書を回収
するとともに、文書を交付しました。
○その後 ご連絡を頂いたお客様宅を

83

国民年金
保険料免
除申請に
関する文
書の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

滋賀
事務

センター
2010年11月16日 2010年11月17日

○課税証明書の提出を依頼する文書を送付
したお客様から、「自分あての封筒の中に別
人の書類が入っている」との連絡があり、確
認しましたところ、誤送付が判明しました。

○発送のため封入作業を行った際、内容確
認については２名で行いましたが、２名の被
保険者様の氏名が似ていたことから、封入時
に入れ違いをし、確認作業においても発見が
できなかったものです。

2名 ― 0

○グループ内に発生事象の周知を行
い、確実なチェックと特に氏名につい
て慎重に確認するよう指示しました。

外部

84

国民年金
保険料納
付記録の
照会につ
いて（回
答）の誤送
付につい
て

誤
送
付
・
誤
送
信

兵庫 豊岡 2010年11月25日 2010年11月29日

○国民年金保険料納付記録の照会について
（回答）を送付したＡ様が来所され、Ｂ様の回
答が送られてきたとのお申出がありました。
○確認しましたところ、封入の際、誤ってＡ様
にＢ様の回答書を、Ｂ様にＡ様の回答書を封
入し、送付していたことが判明しました。

○回答書と送付用封筒を被保険者様ごとに
束ねていましたが、その際に氏名等を十分に
確認せずに、同じ姓のＡ様とＢ様を誤って束
ねていました。
○また、封入作業の際に、被保険者氏名で
の確認が不十分であったため、同じ姓のＡ様
とＢ様の回答書を誤ったまま封入したためで
す。

2名 ― 0

○お客様相談室担当者が、窓口でＡ
様にお詫びのうえ、誤送付した回答書
を回収しました。
○国民年金課長及び国民年金課職員
がＢ様宅を訪問し、お詫びのうえ、誤
送付した回答書を回収し、ご本人様の
回答書を手渡し、了承を得ました。
○国民年金課長及び国民年金課職員
がＡ様宅を訪問のうえ、再度お詫びを
し、ご本人様の回答書を手渡し、了承
を得ました。

○課内会議において、当該事象を説
明し、回答書を発送する際には、氏名
等を十分に確認するように再度徹底
し、複数人チェックを徹底するよう再度
申し合わせを行いました。

外部

○その後、ご連絡を頂いたお客様宅を
再度訪問のうえ、文書を交付しまし
た。

85

FAXの誤
送信につ
いて 誤

送
付
・
誤
送
信

本部
年金

相談部
2010年11月22日 2010年11月22日

○担当者が年金事務所あてにＦＡＸ送信する
ところ、Ａ事業所に誤送信していたことが、Ａ
事業所より連絡があり、判明しました。

○担当者が年金事務所あてに納付書作成等
依頼票をＦＡＸにて送信する際、ＦＡＸ番号を
間違えて入力し、Ａ事業所へ送信してしまい
ました。
○ＦＡＸ送信する際に決裁を行ったうえで、２
人以上でＦＡＸ番号を指差し確認し、送信す
べきところ、ＦＡＸ送信担当者が１人でＦＡＸを
送信していたことによるものです。

1事業
所1名

― 0

○担当者がＡ事業所に電話し、お詫び
のうえ、説明し、了承を得ました。誤送
信した納付書作成等依頼票について
は、破棄済みとのことでした。
○担当者が納付書作成等依頼票に記
載されていたお客様に電話にてお詫
びのうえ、説明し、了承を得ました。

○今回の事象をグループ内で周知し、
今後、ＦＡＸを送信する際は、決裁を行
い、担当者が２人以上でＦＡＸ番号を指
差し確認を行ったうえで、送信すること
を徹底することとしました。

外部

24



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○担当者がＡ様に電話し、お詫びのう
え、控除証明が発行されなかった経緯
および別人の第３号記録としてしまっ
たために保険料還付が発生、別人が
還付を受けていたことを説明しました。
○年金事務所でＡ様及びＢ様の納付
記録を整備しました。
○担当者がＡ様の勤務先へ訪問し、
再度お詫びし、国民年金保険料控除
証明書をお渡ししました。
○担当者がＢ様に電話し、お詫びのう
え、別人の基礎年金番号をＢ様の記
録として手続きをしてしまったことと、
そのために間違えてＡ様が納付した保

86

別人記録
統合によ
る国民年
金保険料
誤還付に
ついて

記
録
訂
正
誤
り

神奈川 厚木 2010年4月2日 2010年11月16日

○Ａ様より、年金事務所に電話にて国民年金
保険料控除証明書が届かないことについて
連絡がありました。
○確認しましたところ、別人でＢ様と同姓同
名同生年月日であり、間違えて住所変更さ
れていたことが判明しました。

○Ｂ様の国民年金第３号被保険者届が提出
され、国民年金課へ回付されました。事務セ
ンターに書類を回付する前にチェックした際
に、第３号被保険者であるＢ様の基礎年金番
号が記入されていなかったために窓口装置
で氏名検索し、記入しましたが、そのときに
誤って、Ａ様の基礎年金番号を記入してしま
い、その基礎年金番号で処理をしました。
○Ａ様は毎月保険料納付をしていましたが、
Ｂ様の第３号被保険者記録が登録されたこと
により、毎回還付となり、Ｂ様あてに送付さ
れ、Ｂ様が受け取られていました。 2名 誤還付 75,500

○事務処理要領に基づき、記入漏れ
等不備な書類については、返戻するこ
と及び氏名検索等で記録を確定する
際は、住所記録や厚生年金の職歴を
確認するよう再度徹底しました。

外部

そのために間違えてＡ様が納付した保
険料がＢ様に対して還付となっている
ことを説明しました。返納金としてお返
ししていただくことも説明し、了承を得
ました。
○国民年金保険料還付金の返納金手
続きを依頼しました。

り

25



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○ご主人様の老齢厚生年金を請求するため
にご夫妻で来所されましたが、奥様の所得証
明書が添付されていなかったので、提出を求
めたところ、すぐその場で、「市役所へ行って
取って来る」とお申出され、数１０分後、市か
ら交付された所得証明書を提出されました。
担当者は、「これですべてそろった」と思い、
老齢厚生年金請求書を受理し、審査をする
事務センターへ送付しました。
○ところが、審査時に、奥様の所得証明書と
思っていたものが、ご主人様の市県民税（課
税）証明書であったことが判明しました。発行
日等により、市役所へ確認した結果、市の交
付ミスであることが判明し、詳しく説明しまし

○平成２２年７月１６日、市役所の税務
課へ所長及び副所長が赴き、所得証
明交付時の状況等について確認した
結果、提出された市県民税（課税）証
明書は、ご主人様のものであり、奥様
のものは交付されていないことを再確
認しました。
○平成２２年７月２３日、事務センター
から連絡あり、ご本人様が来所され、
老齢厚生年金請求書を取り下げたと
のことでした。
○平成２２年８月３１日、お客様相談室
長からご本人様あてに、お詫びと年金
請求書の早期提出についての手紙を87

老齢厚生
年金請求
書の受付
誤りについ
て

確
認
・
決 佐賀 唐津 2010年7月6日 2010年7月16日

○ご本人様と奥様が来所され、提出された老
齢厚生年金請求書について、「事務センター
から所得証明書を本人分ではなく、妻の分を
添付してくださいとの連絡があった。請求した
時には、確かに妻のものを添付したはずだ
が、どうなっているのか」とのお問合せがあり
ました。
○確認しましたところ、奥様の所得証明書を
添付しなければいけないところを、当日、提
出されたご本人様の「市県民税（課税）証明
書」を、奥様のものと思い込み、誤って受付
けていたことが判明しました。

1名 0

○直ちに役付会議を開催し、今回の事
務処理誤りについて説明し、年金関係
だけでなく受付時の書類の再確認の
徹底等における基本的なことの事務
処理誤り防止について、周知徹底を図
りました。

外部

死亡一時
金の二重
払いにつ
いて 確

○北関東・信越ブロック本部からの死亡一時
金の二重払い確認依頼に基づき、確認しまし
たところ、平成１９年度以降の死亡一時金支
払証拠書の調査過程において 死亡 時金

○昭和５０年８月死亡の被保険者様につい
て、国民年金被保険者原票に昭和５１年２月
付で死亡一時金の支払決定が記載されてい
ましたが それらの確認をせず 他年金事務

○北関東・信越ブロック本部からの指
示により、年金局に返納決議及び納
入告知書・領収証書の交付を受けまし
た

○他県での発生事例に基づき、すで
に注意喚起済です。
○裁定業務を行う事務センターへ事故
報告の情報を提供し 注意喚起しまし

付ミスであることが判明し、詳しく説明しまし
たが、「間違いなく妻の所得証明書を提出し
た。妻の所得証明書は、どこにやったのか」
とお申立されるのみで、ご納得いただけませ
んでした。
○本来、お客様相談室の窓口担当者が老齢
厚生年金請求書を受付ける際、添付書類を
再度確認すべきところを、間違いないと思い
込んで再確認しなかったことにより、お客様
の勘違い等を引き起こしたものであり、その
原因は、思い込みによる、確認誤りです。

請求書の早期提出についての手紙を
送付しました。
○平成２２年１０月１９日、市で１日合
同相談が開催され、お客様相談室長
が出席したところ、奥様が会場におり、
「年金の件は、終わった」と話していた
とのことで、お客様相談室長が事務所
に戻り、記録管理システムで確認した
結果、「裁定中」の表示があり、他所で
請求手続きし、裁定中であることが判
明しました。
○平成２２年１１月２６日、老齢厚生年
金は、すでに裁定されていることを確
認しました。

87 決
定
誤
り

佐賀 唐津 2010年7月6日 2010年7月16日 1名 ― 0 外部

88

いて 確
認
・
決
定
誤
り

長野 長野南 2008年5月30日 2010年8月2日

払証拠書の調査過程において、死亡一時金
の二重払いが判明しました。

ましたが、それらの確認をせず、他年金事務
所において死亡一時金裁定請求書を平成２
０年５月に受付、長野南年金事務所へ回送
があり、受付をしました。
平成２０年５月３０日付で時効特例対象として
裁定したため、二重払いとなりました。

1名 過払い 25,500

た。
○お詫びの手紙及び事象説明の文書
をご本人様宛送付しました。
○お客様より電話連絡があり、再度お
詫びし、説明のうえ、返納のお願いを
し、ご理解いただきました。
○返納金が納付されていることを確認
しました。

報告の情報を提供し、注意喚起しまし
た。

内部

26



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

○担当者がお客様に電話しましたが、
連絡がとれないため、お詫びの手紙を
送付しました。
○平成２２年８月４日、担当グループ
長がお客様宅を訪問しましたところ、
生活している様子がありませんでし
た。隣家に伺ったところ、「世帯主（お
客様の配偶者様）が亡くなったときは、
お子さんが居たがすぐに転居した。現
在は誰も住んでいないし、家にも来て
いない」とのことでした。
○平成２２年８月５日、改めて配達証
明付で、前回と同じ文書をお客様あて
に送付しました。

○グループ朝礼にて、業務処理マニュ
アルに基づく確認の徹底を指示しまし
た。
○また、担当グループ長に対して決裁
においてもチェックの徹底を指示しまし
た。

国民年金
死亡一時
金の二重
払いにつ
いて

確

○国民年金死亡一時金登録処理をする際、
該当証番登録済みのため、処理が打ち切ら
れ、確認しましたところ、二重払いが判明しま
した。

○国民年金死亡一時金支給決定決議をする
際に、すでに死亡一時金の登録処理がある
にもかかわらず、見落としたまま決定してし
まったためです。

に送付しました。
○平成２２年９月２１日、お客様よりご
連絡がないため、改めて文書を送りま
した。
○平成２２年１１月２日、死亡一時金支
給決定取消通知とお詫びの手紙を同
封し、お客様あてに送付しました。ま
た、死亡一時金返納金処理について、
年金事務所長に依頼しました。
○平成２２年１１月２２日付で年金事務
所よりお客様あてに納付書（納付期限
平成２２年１１月２９日）を送付しまし
た。
○引き続き接触に向けた対応を行う予
定です。具体的には、年金事務所との
接触があった場合連絡を入れるよう依
頼しております。また、お客様には、当
分の間、文書にて連絡を行っていきま

内部89

確
認
・
決
定
誤
り

群馬
事務

センター
2010年5月12日 2010年7月29日 1名 過払い 120,000

分の間、文書 て連絡を行 て きま
す。

○担当者がご本人様に電話連絡し、
お詫びのうえ、説明しました。
○ご本人様より電話をいただき、当所
担当者からの支払を受けられるとの説
明により、何度もご来所いただき、手
続きをされたとのことでした。昭和５０
年に支給を受けている事実をご自身
で確認できるものがないため、確認で
きるものがあるのか教えてほしいとの
ことでした。
○支給についての証明書類となるもの
は、国民年金被保険者台帳のみで
す。お詫びと返納勧奨を文書にて説明
（台帳の写をご本人様に交付）、返納
勧奨を行い、その後、納付書を送付し

90

死亡一時
金の二重
払いにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

新潟 上越 2008年10月31日 2010年8月4日

○北関東・信越ブロック本部からの指示によ
り、平成１９年度以降の死亡一時金支払証拠
書等を確認しましたところ、死亡一時金の二
重払いが判明しました。

○ねんきん定期便にて記録が判明し、記録
訂正しました。
○本来、記録調査から死亡一時金支給決定
までの全般に渡り、国民年金被保険者台帳
の確認を行わなければならないところ、怠っ
たことが原因です。

1名 過払い 17,000

○お客様相談室・年金記録課職員に
事象説明を行い、死亡者にかかる記
録については、台帳記録の確認の徹
底を行うよう改めました。

内部

勧奨を行い、その後、納付書を送付し
ました。
○ご本人様が来所され、今までの経
過についてお詫びと説明をし、返納に
ついて了承を得ました。

27
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91

国民年金
死亡一時
金の二重
払いにつ
いて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
事務

センター
2010年7月30日 2010年8月26日

○国民年金死亡一時金の支払状況を整理し
ていた際に、死亡一時金請求者からの請求
が二重に支払われていることが判明しまし
た。

○２回目の支払データ登録時には既に支払
済であり、当該請求書は請求者であるご本
人様にお返しするべきところ、誤って２度支払
いをしてしまいました。

1名 過払い 145,000

○担当者がお客様に電話し、お詫び
のうえ、今回の二重払いについて事情
説明し、お客様の口座への入金状況
の確認をお願いし、入金の確認を行い
ました。
○返納の手続については、機構本部
から返納金納付書が送付されたが、
納付期限までの日数が短いことから、
年金事務所よりお客様に返納につい
て説明をし、了承を得たため返納金納
付書を送付しました。
○一括納付されたことを確認をしまし
た。

○オンラインへの支払事跡の登録が
できないことから、受付処理簿に基礎
年金番号及び氏名の検索機能を持た
せることとし、請求書受付時に重複請
求のチェックをすることとしました。

内部

○旧業務センターにおいて退職に伴う年金
額の改定処理の入力時に、本来は追加期間
を昭和６０年１０月から平成元年８月までとす
べきところ、誤って昭和６２年１０月から平成
元年８月までとして処理したため、昭和６０年
１０月から昭和６２年９月までの２年分が年金
額に反映されませんでした。
○誤って不明記録が判明したものとして、時
効特例給付の対象である旨を説明するととも
に、不要な時効特例給付に関する手続きを
行なわせてしまいました。
○なお、時効特例給付については不支給決
定があり、社会保険審査官に対し、審査請求
がなされています。

○社会保険審査官及びブロック本部
グループ長と面談し、本件については
喪失改定時の事務処理誤り及び相談
受付時の時効特例に係る説明誤り、
進達誤りであるため、時効特例には該
当しないが、機構本部と協議の結果、
再裁定書類、顛末書等進達の指示を
受けました。
○ご本人様のご家族へ電話し、お詫
びのうえ、経過及び遡及支給について
説明し、了承を得ました。また、説明文
書を送付しました。
○担当者がご本人様のご家族に電話
し、支払予定額、支払時期をお伝え
し、了承を得ました。

外部92

記録追加
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

東京 港 2008年4月13日 2010年8月30日

○ご本人様の奥様が来所され、ねんきん特
別便の相談をされたところ、ご本人様の年金
額に昭和６０年１０月から昭和６２年９月まで
の２年分の年金加入記録が反映されていな
いことが判明しました。

1名 未払い 2,659,475

○お客様相談室内会議において、再
裁定受付時における受給者の受給状
況等については、時効特例の該当・不
該当を含め十分確認し、わかりやすい
説明に努めるよう周知徹底しました。

し、了承を得ました。

93

離婚時の
年金分割
請求書・標
準報酬改
定請求書
の決定誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

愛知
事務

センター
2010年6月1日 2010年6月24日

○離婚時の年金分割を決定し、第一号改定
者及び第二号改定者へ標準報酬改定通知
書を送付しましたところ、第二号改定者より
分割割合の不服により、審査請求書の提出
がありました。
○それを受け、参考意見書及び関係書類を
ブロック本部あて提出しましたところ、年金分
割の合意書に不備のあることが判明しまし
た。

○請求書に添付してある年金分割の合意書
を確認しましたところ、署名等(乙)欄に「第二
号改定者（氏名） 代理 ○○（代理人氏
名）」と記載されていました。
○本来、この欄については、当事者である
「第二号改定者（氏名）」でなければならない
ため、書類を受付した年金事務所に確認しま
したところ、窓口において、前もって当人同士
により作成したものを提出してもらうところ、
一方が代理人の来所にもかかわらず、その
場で作成したものを受付してしまったことによ
るものです。
○その結果、第二号改定者の意としない分
割割合での通知が届き、審査請求となりまし
た

2名 ― 0

○ご本人様（第二号改定者）より電話
連絡があり、お詫びのうえ、説明し、標
準報酬改定請求書等の書類の再提出
を案内しました。
○ご本人様より電話が連絡あり、「元
夫と話し合い、分割内容については変
更しないため、年金分割の合意書の
訂正をしたい」とのことでした。
○担当者がご本人様宅を訪問し、再
度お詫びのうえ、年金分割の合意書
にある署名欄を訂正していただき、受
理しました。その際、審査請求につい
ては、取り下げ申出を提出することを
確認しました。

○職員全員に当該事象を説明し、請
求書の審査において、書類内容の
チェックが漏れがないよう、周知しまし
た。

外部

た。
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94

平成２２年
度障害基
礎年金所
得状況届
の審査誤
りについて

確
認
・
決
定
誤
り

大阪
事務

センター
2010年10月15日 2010年10月18日

○お客様から、「昨年と所得が変わりないの
に、１０月支払いが一部支給になっている」と
年金相談センターにお問合せがありました。
○確認しましたところ、全額支給とすべきとこ
ろ一部支給と誤って決定していることが判明
しました。

○お客様は転入者のため、障害基礎年金所
得状況届について前住所地の所得証明書に
より届出されました。担当者が障害基礎年金
所得状況届連名簿への所得情報を転記する
際に、扶養親族の人数を誤って少なく記入し
たことにより、本来全額支給とすべきところ、
一部支給停止となりました。
○所得審査を別の担当者により確認をしまし
たが、誤りに気付きませんでした。決裁にお
いても、誤りを発見することができませんでし
た。

1名 未払い 82,508

○お客様の配偶者様へ担当者より電
話にて、お詫びのうえ、未払い分（差
額）の支払いについて、機構本部に依
頼中であり、後日連絡することで了承
を得ました。
○担当者がお客様へ、支払時期、振
込通知書発送日及び支給額変更通知
書発送日の連絡について文書を送付
しました。後日、お客様から了承したと
のご連絡をいただきました。

○障害年金チーム会議で当該事象を
説明し、所得審査の方法を再度職員
に徹底し、障害基礎年金所得状況届
（連名簿）の所得情報転記分について
再点検を行い、再発防止を図りまし
た。

外部

年金記録 ○監査において、総務大臣のあっせんに伴う ○本来、総務大臣のあっせんに伴う年金記 ○担当者がお客様宅に電話し、お詫 ○グループ内の会議において、今回

95

年金記録
訂正通知
の重複送
付につい
て

確
認
・
決
定
誤
り

長野
事務

センター
2010年9月6日 2010年10月7日

○監査において、総務大臣のあっせんに伴う
年金記録訂正通知（控）が２枚あることが指
摘されました。
○年金事務所へ確認しましたところ、当事務
センターの確認漏れで、訂正通知が重複して
送付されていたことが判明しました。

○本来、総務大臣のあっせんに伴う年金記
録訂正通知は、年金事務所において作成送
付するところ、 訂正通知の発出遅延が見受
けられた年金事務所については、年金事務
所と連絡を取りながら、事務センターにて年
金記録の訂正を行ない、同訂正通知を作成
送付していました。
○年金事務所からの発出確認の事務連絡が
通常とは異なる別ファイルに綴られていたた
め、確認漏れが生じ、年金記録訂正通知を
再度送付してしまいました。

1名 ― 0

○担当者がお客様宅に電話し、お詫
びのうえ、今回の経過を説明し、誤送
付した通知書は返送していただくこと
で了承を得ました。
○通知書の返送を確認しました。

○グル プ内の会議において、今回
の事象を説明し、関係書類のファイリ
ング及び年金事務所との連絡調整に
ついては、最新の状況を把握のうえ、
通知書等の送付を行なうよう、周知し
ました。

内部

○グループ長がお客様と面談し、今回
の事象について説明のうえ、お詫びを
しました。
○機構本部へ経過を説明し、選択変
更を依頼しました

○グループ内会議において、当該事
象を説明し、選択申出書について年金
額の少ない方を選択している場合、お
客様へ再確認のうえ処理するよう指示
し 今後選択誤りが発生しないよう 周

○お客様が年金事務所に来所され、居住す
る自治体から平成２２年１０月になって国民
健康保険料、市・県民税、介護保険料の遡
及納付通知があったとして、遺族厚生年金と
特別支給の老齢厚生年金の選択について確

○事務センターにおいて、年金事務所から回
送された選択申出書をそのまま機構本部へ
進達するべきところ、備考欄に「支払年金額
の多い方の年金を選択する」のゴム印を押
印し 機構本部へ進達したため お客様の意

選択申出
書による
年金の選
択変更に
ついて

97

年金受給
権者に係
る市町村
による死
亡報告誤
りについて

確
認
・
決
定

高知
事務

センター
2010年9月9日 2010年10月21日

○お客様から年金事務所へ、「１０月支払の
年金が入金になっていない」との電話による
お問合せがありました。
○確認しましたところ、役場から事務センター
に死亡の報告（書面での一覧表）があり、死
亡保留の入力をしていたことが判明しまし

○担当者が役場へ事実確認しましたところ、
お客様は転居されただけで、死亡者ではない
にもかかわらず、誤って死亡者として報告し
てしまったとのことでした。

1名 未払い 133,866

○担当者から機構本部へ連絡し、１１
月支払が可能との回答を受け、お客
様に電話し、お詫びのうえ、経緯、及
び支払時期を説明し、了承を得まし
た。
○担当者から役場へ対応経過を連絡

○役場に対し、確認の徹底を指示しま
した。

外部

304,159

更を依頼しました。
○担当者が、お客様に電話連絡し、再
度お詫びのうえ、平成２２年１２月の定
期支払で訂正することを説明し、了承
を得ました。

し、今後選択誤りが発生しないよう、周
知徹底を図りました。

外部2010年2月10日 2010年10月26日

特別支給の老齢厚生年金の選択について確
認の相談があり、年金の選択誤りが判明しま
した。

印し、機構本部へ進達したため、お客様の意
向に添わない選択処理が行なわれてしまい
ました。
○選択申出書の備考欄が未記入であったた
め、審査担当者が記載漏れと判断し、お客様
に意向を確認することなく、現在受給している
遺族厚生年金の金額と特別支給の老齢厚生
年金の金額を比較し、備考欄に「支払年金額
の多い方の年金を選択する」のゴム印を押
印したことによるものです。

1名 過払い96

ついて
確
認
・
決
定
誤
り

愛媛
事務

センター

りについて 定
誤
り

センタ 亡保留の入力をしていたことが判明しまし
た。

○担当者から役場へ対応経過を連絡
しました。

98

遺族年金
請求書受
付時の口
座番号確
認誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

福島 郡山 2010年8月18日 2010年11月4日

○機構本部から「お客様の声」についての連
絡があり、内容を確認しましたところ、遺族年
金請求書の口座番号確認誤りが判明しまし
た。

○遺族年金請求書の受付時に、記入されて
いる口座番号が正しいか確認すべきところ、
確認せず、誤って記入されていたことに気付
かず受付していたため、振込不能となったも
のです。 1名 未払い 153,558

○お客様相談室長がお客様に電話で
お詫びしました。支払時期をお伝えし、
了承を得ました。

○窓口担当者に対して、金融機関通
帳のコピーをとり、一次及び二次審査
でも口座番号のチェックを行うよう、再
度徹底しました。

外部

29
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○担当者がお客様に架電しましたが、
不在だったため、手紙を送付しました。
○お客様から電話連絡があり、お詫び
のうえ、事情を説明しました。返納方
法については、機構本部に確認のう
え、回答することで了承を得ました。
○機構本部より、遺族年金の時効特
例分と返納金を相殺することはできな
い旨の回答がありました。
○お客様に、遺族年金の遡及分から
返納額をマイナスすることはできない
ため、過払額は一括・分割かをご希望
いただくことになってしまうことを説明し
ました。

99

老齢年金
裁定誤り
について

確
認
・
決
定
誤
り

茨城
事務

センター
2010年8月26日 2010年11月4日

○機構本部より、「選択届を処理していたとこ
ろ、本来支給されないはずの特別支給の老
齢厚生年金が支給されている事実を確認し
たが把握できているのか」との連絡がありま
した。
○確認しましたところ、すでに寡婦年金で支
払済となっている期間に重複して特別支給の
老齢厚生年金が支払われていることが判明
しました。

○６０歳から寡婦年金を受給していたお客様
が、６５歳に到達した直後に老齢年金裁定請
求書を提出されました。
○その審査時点で、６０歳から特別支給の老
齢厚生年金の受給権が発生するにもかかわ
らず、「寡婦年金はすでに失権している」との
思い込みで未選択保留の入力をすることなく
裁定を行ってしまい、結果としてすでに寡婦
年金で支払済となっている期間に重複して特
別支給の老齢厚生年金が支払われてしまい
ました。

1名 過払い 795,332

○グループ内ミーティング時に今回の
事象報告を行い、今後、同様の事務
処理誤りが生じないよう注意喚起を行
いました。

外部

ました。
○お客様のご希望により、返納額は現
在、自動調整されている２分の１調整
を継続していくこととなりました。

○遺族厚生年金を請求される際、ご本人様
より老齢厚生年金を選択するとお申出をされ
ていたにもかかわらず、受付担当者が十分
に確認をしていなかったため、遺族厚生年金
が支払われることになったものです。
○その原因は、厚生年金基金代行部分の支
給を加味し比較すると遺族厚生年金より老齢
厚生年金を選択したほうがが有利になるた
め、ご本人様はその旨のお申出をされました
が、受付担当者が選択申出書へご記入いた
だくことを忘れ、予め「支払年金額の多い方

100

年金受給
選択申出
書の処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤

佐賀 佐賀 2010年6月24日 2010年8月30日

○ご本人様から「老齢厚生年金の支給額変
更通知書が届いた。老齢厚生年金を選択受
給する申出をしていたが停止になっている」
とのお申出がありました。
○確認しましたところ、遺族厚生年金との受
給選択申出書の処理誤りが判明しました。

1名 未払い 30,000

○お客様相談室職員がご本人様にお
詫びのうえ、遡って老齢年金選択に戻
してもらうことについて機構本部と協議
する旨の説明をしました。
○同日、機構本部支払部長あてに事
務所長名にて選択処理のやり直しを
依頼する顛末書を添付し選択届けを
進達しました。
○機構本部より、遡及して選択替を行
うとの連絡がありました。
○ご本人様に電話にて連絡しましたが

○当該事象について、お客様相談室
員に周知・徹底するとともに、ご本人
様からのお申出、年金コードの記入を
確認したうえで「支払年金額の多い方
の年金を選択」のゴム印を押印するこ
ととしました。

外部

101

老齢裁定
請求書に
係る審査
の誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

宮城
事務

センター
2010年4月8日 2010年11月5日

○担当者より、国民年金第３号被保険者の
特例届を進達しようとしましたが、そのお客
様の受給権発生日が間違っているのではな
いか、との指摘がありました。
○確認しましたところ、６０歳で特別支給の老
齢厚生年金の受給権を発生させるべきとこ
ろ、６５歳発生の誤った処理を行っていたこと
が判明しました。

○ＮＴＴの退職共済年金を受けているため、１
２ヵ月未満の厚生年金加入期間でも６０歳か
ら特別支給の老齢厚生年金が支給されます
が、一般の退職共済年金と１年未満の厚生
年金加入として、６５歳発生と誤った処理をし
てしまいました。 1名 未払い 30,000

○担当者がお客様宅に電話し、お詫
びのうえ、事象を説明しました。年金
証書の返送後、速やかに訂正処理を
することで了承を得ました。
○年金証書が担当者に送付されたた
め、機構本部あてに再裁定の手続書
類を送付しました。

○課内会議において、当該事象を説
明し、退職共済年金は注意して審査す
るよう指示しました。

外部

の年金を選択」すると押印していた用紙を使
用し、表示をそのままにして事務センターへ
進達したため、遺族厚生年金を選択する処
理となったものです。

誤
り

不在でしたため、上記の結果をお知ら
せするための文書を送付しました。

30



整理
番号
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事故
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区分
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○担当した職員より、お客様にお詫び
のうえ、今回の事象について説明し、
誤って裁定の処理をしてしまった老齢
基礎年金・老齢厚生年金については、
来所日をもって繰下げ請求を行いたい
とのお申出があったため、機構本部に
協議することを説明しました。誤って裁
定処理をしたことにより発生してしまっ
た過払金については、今後支払われ
るの年金うち２分の１ずつの金額を返
納していただくことで了承を得ました。
○機構本部からの回答により、訂正処
理を行うよう指導がありました。
○機構本部に再裁定書類を提出しま

102

年金請求
書の裁定
処理時に
おける繰
下げ受給
に係る決
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 中央 2010年2月25日 2010年8月9日

○６５歳以降に受けられる老齢基礎年金・老
齢厚生年金について繰下げ請求を希望され
ているお客様が、繰下げ請求の待機期間中
であるにもかかわらず、年金振込通知書が
届いたとのことで来訪されました。
○確認しましたところ、前回相談を受けた際、
「６５歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金
については、繰下げ請求を希望するがもう少
し請求を遅らせたい」とのお申出がされたに
もかかわらず、誤って相談日に繰下げ請求
がなされたものとして裁定処理をしていたこと
が判明しました。

○お客様は６７歳になられていたため、６５歳
までの間に受けられる特別支給の老齢厚生
年金の請求書を受理しましたが、６５歳以降
の老齢基礎年金と老齢厚生年金について
は、繰下げ請求をご希望されていたことか
ら、老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下
げ申出書の提出はしていただきましたが、遅
らせるための申出書の提出の説明を行わな
かったことが原因です。

1名 過払い 392,398

○お客様相談室内会議において、当
該事象を説明し、年金請求書受理時
等に請求の方法を必ず２回以上確認
し、必要書類に漏れがないよう指示し
ました。

外部

○機構本部に再裁定書類を提出しま
した。

○国民年金課長が、受給権者様のお
子様（未支給年金請求者）に、年金相
談窓口にて誤った説明をし、請求書を
受付してしまったことについて電話で
お詫びしました。
○受給権者様のお子様宅を訪問し、
再度お詫びのうえ、説明し、取り下げ
書を受理しました。
○受給権者様のお子様が来所され、
副所長、国民年金課長、国民年金課
職員が応対し、お詫びしました。後日
あらためてご自宅を訪問し、お詫びさ
せていただく旨をお話しました。

○提出されたねんきん特別便の調査により、
基礎年金番号が複数あることを確認し、基礎
年金番号重複取消処理を行いましたが、失
権している国民年金通算老齢年金の年金
コードの訂正処理を行いませんでした。
○また、年金コード訂正処理が未処理の状
態のまま、ねんきん特別便の回答書送付とと
もに、支払保留の状態のままであった厚生年
金通算老齢年金について未支給年金請求の
案内を行いました。
○受給権者様のお子様が厚生年金通算老
齢年金未支給年金請求書を提出するため来
所された際、年金相談窓口担当者が窓口装

103

国民年金
通算老齢
年金の説
明および
受付誤り
について

確
認
・
決
定
誤

愛知 一宮 2010年7月13日 2010年11月8日

○受給権者様（平成２０年１０月死亡）のお子
様から「平成２２年８月に母の国民年金通算
老齢年金請求書を提出したが、未支給年金
はいつ支払われるのか」と照会がありまし
た。
○確認しましたところ、進達済みの裁定請求
書が「すでに裁定済」との理由で事務セン
ター経由で機構本部から返戻されており、今
回の事象が判明しました。

1名 ― 0

○補正処理を行う際には、「補正前」
「補正後」の窓口装置画面と補正処理
時のメッセージ画面を印字したうえで
決裁を受けることを徹底しました。
○また、年金相談受付時にもマニュア
ルに基づいた確認を徹底し、誤りのな
い説明と書類の受付をするよう指示し
ました。

外部

せていただく旨をお話しました。
○所長、副所長、国民年金課長が受
給権者様のお子様宅に訪問し、再度
お詫びし、了承を得ました。

所された際、年金相談窓口担当者が窓口装
置画面の確認を行ったところ、国民年金通算
老齢年金の年金コードが窓口装置画面上に
表示されていないため未請求であると誤認
し、請求書を受理し、およそ２ヵ月後に遡及し
て年金を支払いする旨を説明し、見込額回答
票の交付を行いました。

誤
り

老齢基礎
年金の裁
定誤りに
ついて

確
認
・

○他年金事務所から連絡があり、お客様が
遺族厚生年金の請求手続きに来所された
際、現在受給中の老齢基礎年金に誤って振
替加算がされていることが判明しました。

○老齢基礎年金請求書を入力する際に、本
来であれば振替加算が行なわれないように
配偶者情報を「○△」と入力すべきところ、
誤って「△△」と入力したためです。
○また、入力結果の確認並びに決裁におい
て、入力誤りを見落としてしまったことによる
ものです。

○お客様から返納額等経過説明の文
書を送ってほしいとのご依頼があり、
その内容を確認していただいた結果、
事象について理解した旨のご回答と、
返納について了承を得ました。また、
返納申出書を送らせていただくのでご
記入のうえご返送くださるようお願いし
ました

○お客様相談室内会議で当該事象を
説明し、請求書受付時において配偶
者状態の確認を確実に行うように指示
しました。また、決裁時においても再度
チェックするよう指示しました。

104 決
定
誤
り

東京 中央 1997年11月13日 2010年10月18日 1名 過払い 957,300 ○返納申出書をお客様あてに送付し
ました。
○お客様から返納申出書のご提出が
あり、機構本部に振替加算の取消しと
遺族厚生年金からの内払い調整の処
理について依頼しました。

内部

31
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105

老齢基礎
年金新規
裁定時に
おける裁
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

香川
事務
センター

2010年10月7日 2010年11月19日

○機構本部より、新規裁定者にかかる市町
村共済組合加入期間について照会がありま
した。
○確認しましたところ、老齢基礎年金裁定誤
りが判明しました。

○老齢基礎年金裁定時において、裁定請求
書入力項目に市町村共済組合期間を転記す
る際、１年間の空白期間があるため、本来そ
れぞれの加入期間を転記すべきところ、連続
した加入期間を転記したため、老齢基礎年金
の支給決定金額に誤りが生じたものです。
○市町村共済加入期間確認通知書の中で、
加入期間が４欄に渡って記入されていました
が、連続しているものと見誤まり、裁定請求
書入力項目へ転記したこと、及び二次チェッ
クの際にも内容チェックが不完全であったも
のです。

1名 過払い 4,950

○職員がご本人様宅を訪問し、今回
の事象についてお詫びをしたうえで、
事務処理内容の誤りについて説明し、
過払いについては、次回の定期支払
にて調整してよいとの了承を得まし
た。

○グループ内にて今回の事象の周知
を行い、確実な加入期間のチェックと
転記を行うよう徹底しました。

内部

○担当者がお客様に国民年金と厚生
年金の加入期間が重複した場合、厚
生年金が優先することを説明しまし
た。見込み額と年金証書の金額相違
についても説明誤りをお詫びしました
が、納得が得られませんでした。行政
の誤りを本人の責にするのはおかしい
との申立てがあったため、不服につい
ては審査請求ができることを説明する
とともに機構本部へ協議することとし
ました。
○機構本部からの回答により、本件は
減額事例にあたらないとの回答があ
り、担当者がお客様にお伝えしまし
た。審査請求を提出したとの回答をお
客様より得ました。

106

国民年金
資格期間
削除によ
る年金減
額につい
て 確

認
・
決
定
誤
り

大阪 平野 2010年10月25日 2010年10月25日

○ご本人様が年金証書を持参され、来所さ
れました。年金額について申請時に聞いた見
込額と証書に記載されている年金額が相違
するとの質問がありました。
○確認しましたところ、申請時に厚生年金
（脱退手当受給済み）期間が判明し、統合処
理を行った際、重複している期間を補正した
ことにより国民年金加入期間が少なくなり、
減額となったことが判明しました。

○本来、国民年金と厚生年金は重複して加
入することはできないにもかかわらず、誤っ
て２０歳からの全期間を国民年金特例納付
期間として請求（加入）してしまったため、納
付された国民年金期間のうち厚生年金と重
複する期間について、統合後還付となったも
のです。その結果、老齢基礎年金額が減額
となってしまいました。
○原因は当時、担当者が過去の加入記録を
十分調べなかったことや制度ごとに年金番号
が発行されるなど記録の管理が不十分だっ
たためです。

1名 過払い 165,000

○課内会議において、当該事象を説
明し、統合を伴う年金見込み額の説明
については慎重に行うように注意しま
した。

外部

○奥様が請求された遺族年金（ご主人様は
平成１８年１２月死亡されています）の裁定時
にご主人様の老齢厚生年金を再裁定してい
ますが、当時の事務センターで追加になる厚
生年金被保険者期間（２８月）を第４種被保
険者期間（２３月）も入れた状態で追加して決
定していました。
○２４０月以上加入があるときは、第４種被保
険者期間の取消し処理が必要ということを認
識せず、再裁定の厚生年金加入期間と第４
種被保険者期間を含めて平成１９年２月に裁
定処理しており、この誤りを決裁時でも見つ
けられず、処理誤りが発生したと思われま
す。

107

遺族厚生
年金の第
４種期間
取消し漏
れによる
裁定処理
誤りについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

群馬 太田 2007年2月1日 2010年11月25日

○遺族厚生年金の再裁定書類が機構本部
より返戻されたため、確認しましたところ、遺
族厚生年金の平成１９年２月裁定時に第４種
被保険者期間（２３月）も含め、厚生年金の被
保険者期間２６８月で遺族年金が裁定（老齢
年金が再裁定処理）されていることが判明し
ました。

1名 過払い 243,800

○担当者がお客様に電話し、お客様
宅を訪問し、お詫びのうえ、経過説明
し、了承を得ました。再裁定時に必要
な老齢厚生年金請求作成を行い、同
時に過払い返納額方法申出書も受理
しました。

○遺族年金の請求時に死亡者の被保
険者期間の再確認を行い、特に第４種
被保険者期間があるときは、有効な期
間かを必ず確認するよう、お客様相談
室内打合せ時に、お客様相談室全職
員に周知を行いました。

内部

108

老齢基礎
年金の繰
下げの裁
定誤りに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

東京 世田谷 2010年9月10日 2010年11月8日

○お客様が来所され、「以前、７０歳の老齢
年金の繰下げ請求書を提出したが、先日、
裁定通知支給額変更通知書が届いた。繰下
げ請求手続き時に試算した見込額と金額が
違う」とのお問合わせがありました。
○記録を確認しましたところ、６９歳の繰下げ
で決定されていました。

○老齢基礎年金繰下げ請求書を受付けると
ともに、老齢基礎年金の支給繰下げ申出日
の指定届を受付しました。
○本来、老齢基礎年金繰下げ請求書ととも
に老齢基礎年金の支給繰下げ申出日の指
定届を進達すべきところ、老齢基礎年金の支
給繰下げ申出日の指定届が相談受付票に
付いたままになっていたため、進達が漏れて
しまいました。
○このため、本来７０歳繰下げ裁定とすべき
ところ、６９歳繰下げ裁定がされてしまいまし
た。

1名 未払い 141,800

○お客様相談室長より、お客様にお詫
びのうえ、至急訂正をすること及び結
果を後日連絡することを説明し、了承
を得ました。
○機構本部へ処理を依頼しました。
○ご本人様に経過を報告し、了承を得
ました。
○７０歳繰下げ処理が完了しました。

○相談受付票について当日点検して、
帳票が混在していないか点検すること
としました。

外部

32
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109

加給年金
額の過払
いについ
て

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部 2010年5月26日 過払い 713,999

○未支給請求者が配偶者様以外の場
合は、特に慎重に審査を行うよう担当
者ならびに決裁者に対し周知徹底しま
した。

○未支給請求書に配偶者様なしの記
載があるため、事務センターに加給対
象者について確認するよう依頼しまし
たところ、内縁の夫Ａ様がいることが判
明しました。
○年金事務所にて実地調査を行い、
内縁の夫Ａ様より未支給請求書・加給
金額支給停止事由該当届及び返納申
出書を受理しました。
○再裁定後、内縁の夫Ａ様より加給金
過払金を返納していただくこととしまし
た。また、お子様に対しては、未支給
決定取消処理を行い、未支給金につ
いて返納していただくこととしました。

○監査部からの指示に基づき、調査および
確認をしましたところ、配偶者加給金の過払
いが判明しました。

○原簿上、配偶者様が加給年金額対象者様
として登録されており、加給年金が加算され
ています。
○本来、配偶者様について加給年金額対象
者不該当か否か確認すべきところ、確認しな
いままお子様に対し未支給年金を支払いまし
た。

1名2010年9月30日 内部

110

未支給年
金支払い
の際の加
給年金の
過払いに
ついて

確
認
・
決
定
誤
り

本部 支払部 2010年7月9日 2010年9月28日

○監査部からの指示に基づき、調査及び確
認をしましたところ、未支給年金の支払いに
ついて、加給年金額の支払いに過払いがあ
ることが判明しました。

○長期加給金保留の状態でしたが、加給年
金額対象者様の生計同一確認を行わず、お
子様に対して未支給金を支給したことによる
ものです。
○加給年金額対象者様は死亡されているこ
とが判明しました。 1名 過払い 372,000

○未支給年金請求書が進達された年
金事務所へ、加給年金額対象者様の
生計同一を確認するよう依頼しまし
た。
○ご遺族より年金事務所に対して、加
給年金額対象者不該当届（加給年金
額対象者様死亡）の提出があり、機構
本部に進達しました。
○債権整理・調査グループに対して、
返納告知の依頼票を送付しました。

○入力後のチェックについて、慎重に
行うよう担当者ならびに決裁者に対
し、周知徹底しました。

内部

加給年金
額の過払
いについ

○監査部からの指示に基づき、調査および
確認しましたところ、配偶者加給金の過払い
が判明しました

○原簿上、配偶者様が加給年金額対象者と
して登録されており、加給年金が加算されて
います 未支給請求書には「配偶者様がいな

○未支給請求書の添付書類から、配
偶者様が受給権者様より先に死亡さ
れていることを確認しました 未支給

○未支給請求者が配偶者様以外の場
合は、特に慎重に審査を行うよう担当
者ならびに決裁者に対し周知徹底しま

いて返納していただくこととしました。

111

いについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

本部 支払部 2010年4月28日 2010年8月11日

が判明しました。 います。未支給請求書には「配偶者様がいな
い」となっていることから、配偶者様について
調査し、加給年金額対象者不該当届の処理
をし、加給金の過払い分について返納を求め
るべきところ、お子様に対して未支給年金を
支払っていました。
○未支給請求書の審査時に、配偶者様以外
の請求であるにもかかわらず、配偶者加給
金が支給となっていたことがチェックされな
かったことによります。

1名 過払い 37,983

れていることを確認しました。未支給
請求書に加給年金額対象者不該当届
の添付が必要であった旨を事務セン
ターに連絡し、未支給請求者様への
説明と加給年金額対象者不該当届及
び返納方法申出書の届出について依
頼しました。
○加給年金額対象者不該当届及び返
納方法申出書の提出を確認しました。
再裁定後に、告知依頼を行うこととし
ました。

者ならびに決裁者に対し周知徹底しま
した。

内部

○旧法国民年金老齢年金受給者であるお客
様の厚生年金保険被保険者記録の判明によ
り、厚生年金保険通算老齢年金裁定請求書
を受理し平成２１年１月に裁定が行なわれま
したが、平成２２年９月、機構本部より、通算
対象期間の誤りによる受給資格期間不足の

○ミーティングにおいて課員に当該事
象を説明し、年金受給資格の確認を
徹底するよう注意喚起しました。

○お客様相談室長がお客様宅に赴
き、お詫びのうえ、経過説明し、初回
の年金が支払われてしまい返納いた
だかなければならないことを説明し、
了承を得ました。
○また、減額のため、年金記録訂正前

厚生年金
保険通算
老齢年金
裁定請求
書の裁定
誤りについ

○お客様の通算老齢年金の受給資格期間
は２４０月必要でしたが、厚生年金保険の脱
退手当金を受けた期間を通算対象期間とし
て算入できないにもかかわらず、算入して裁
定が行なわれてしまったために発生したもの
です。

2009年1月29日 2010年9月24日

対象期間の誤りによる受給資格期間不足の
ため不支給決定が行なわれるべきとの連絡
があり、年金裁定請求書の裁定誤りが判明
しました。

1,308,466 内部

○また、減額のため、年金記録訂正前
の年金を受給されることの確認をし、
返納方法申出書及び年金額仮計算書
を提出して頂きました。
○お客様より厚生年金保険年金証書
を返納いただくとともに、裁定取消の
処理を行いました。
○年金記録の訂正を行ったことによっ
て還付された国民年金保険料の返納
については、担当課に処理の依頼を
行いました。

112

誤りについ
て 確

認
・
決
定
誤
り

群馬 桐生

です。

1名 過払い
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2010年8月10日

○お客様から遺族厚生年金の振込み金額が
減っていると年金事務所に連絡がありまし
た。
○確認しましたところ、手作業選択処理にて
調整すべきところが未処理であることが判明
しました。

○お客様が平成２０年４月に厚生年金の資
格を喪失され、退職改定により老齢厚生年
金が増額になったことで併給となる遺族厚生
年金についても減額改定が必要となります
が、退職共済年金の受給権もあったため、手
作業選択処理にて調整すべきところ未処理と
なっていたことによります。

1名 過払い113

遺族厚生
年金手作
業選択未
処理につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

本部 支払部 2008年4月1日 184,195

○職員（特に警告リスト担当者）に今
回の事象の周知をし、確認の徹底を
し、再発防止に努めます。

外部

○内容確認に時間を要するため、年
金事務所からお客様に架電し、後日
回答することで了承を得ました。
○平成２０年４月に遡って正しい処理
を行いました。
○年金事務所よりお客様に架電し、事
象を説明しましたが、返納金について
の納得が得られませんでした。
○機構本部よりお客様あてにお詫び
の手紙と返納方法申出書を発送しまし
た。
○お客様が、年金事務所へ来所され、
返納方法申出書を提出されました。
○返納方法申出書を機構本部で受付

○担当者がご本人様に電話連絡し、
ご本人様宅にて面談し、事務処理遅
延についてお詫びのうえ、状況を説明
し、処理結果が判明後、電話連絡をす
ることで了承を得ました。
○必要な手順どおりに事務処理を行
い、記録回復処理事前確認票で判断
しましたところ、第三者委員会への年
金記録の確認申立を要さず、当所で
年金記録の訂正が可能な事案である
ことが確定したため、ご本人様あて
に、厚生年金保険加入記録の訂正に
ついて（通知）等を送付しました。

○所長から所内連絡会議において当
該事象を説明し、各課（室）長に事務
処理の調査手順、実施要領等を熟読・
確認のうえ業務を進めるよう周知しま
した。

内部

○返納方法申出書を機構本部で受付
し、１２月定期支払分から内払いで調
整することとしました。

114

年金記録
に係る確
認申立書
の進達遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

北海道 札幌北 2010年6月3日 2010年10月1日

○機構本部からの指示があり、処理保留中
の年金記録に係る確認申立書を再確認しま
したところ、Ａ様から受理した年金記録に係る
確認申立書について、不足している書類をサ
ンプル調査の対象であるＡ様に提出依頼し、
提出待ちとしていましたが、提出依頼をした
書類は不要であり、結果として事務処理が遅
延していることが判明しました。

○第三者委員会へ年金記録の確認申立をす
る際には、期間照会について（回答）を添付
することとなっていますが、サンプル調査によ
り受理した年金記録に係る確認申立書の場
合は添付を要しないこととなっているのに、Ａ
様に提出を依頼したことによります。
○担当者が調査手順書を熟読せず、通常の
年金記録に係る確認申立書と同様に、期間
照会について（回答）を必ず添付しなければ
ならないと錯誤していたためです。 1名 ― 0

○担当者がご本人様に電話連絡し、
再度お詫びのうえ、通知等の内容につ
いて説明を行い、了承を得ました。

延

○お客様は６５歳までに障害基礎年金（無拠
出障害年金）と遺族厚生年金の受給権を有
しており、選択申出により遺族厚生年金を受
給していましたが、６５歳からは障害基礎年
金と遺族厚生年金の併給を選択する旨の選
択申出書を受理しました。
○その際、本来であれば、今年度の所得証
明書の添付が必要でしたが、窓口相談担当
者が説明をしなかったことから提出漏れとな
り、その後の事務処理が遅延したため、障害
基礎年金の支払いが 当初説明を行った８

115

年金裁定
処理の遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅

高知 南国 2010年4月1日 2010年8月13日

○お客様の代理人から障害基礎年金の８月
１３日の支払いがないことについて電話照会
がありました。
○確認しましたところ、年金相談時において
説明していた８月１３日の支払いに間に合わ
なかったことが判明しました。

1名 未払い 376,149

○機構本部へ確認しましたところ、お
客様の口座への入金は早くても８月２
６日、遅い場合は８月３１日になるとの
回答があったため、副所長がお客様
の代理人に処理経過と支払時期等を
説明しましたが、ご納得はいただけま
せんでした。
○その後も複数回副所長からお客様
の代理人に説明を行った結果、入金
については了承を得ました。

○課内会議において、所長が担当課
に対し、今回の事象を周知徹底しまし
た。

外部

基礎年金の支払いが、当初説明を行った８
月１３日のに間に合いませんでした。
○その原因は、窓口相談担当者の知識不足
です。

遅
延

34
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116

未支給年
金請求書
の進達遅
延につい
て

未
処
理
・
処
理
遅
延

高知
事務

センター
2010年7月1日 2010年10月12日

○未支給請求者であるお客様が年金事務所
へ来所され、未支給年金の処理状況につい
て照会がありました。
○確認しましたところ、未支給年金請求書が
機構本部へ進達されていないことが判明しま
した。

○死亡届の入力処理後、本来、速やかに未
支給年金請求書を機構本部へ進達するべき
ところ、担当者が誤って他の書類と一緒に保
管し進達していなかったため、未支給年金の
支払いがされていませんでした。
○その原因は、担当者の書類管理が不十分
であったことによるものです。

1名 未払い 71,233

○機構本部へ連絡し、経緯を説明のう
え、早期支払の承認を得たので、お客
様にお詫びのうえ、経緯を説明し、了
承を得ました。
○担当者がお客様宅を訪問し、再度
お詫びのうえ、支払時期を説明し、了
承を得ました。

○受付処理簿による進捗管理を徹底
し、適宜未処理状況の確認を行うよう
周知しました。

外部

老齢年金
請求書の
遅延につ

未

○年金請求手続きをされたお客様から、年金
の振込みがないことについて電話照会があ
りました。
○確認 ま たと 受付 た老齢年金請

○年金請求書を受付した際、速やかに受付
簿に記載すべきところ、配偶者様の年金記録
について確認の必要があったため、書類を受
付 た担当者が受付簿 記載する前 段階

○お客様相談室長と当時の受付担当
者がお客様に直接お会いして、今回
の経緯をご説明し、お詫びしました。
年金 早期支払 お申出を受け 支

○お客様相談室全員による会議を設
け、書類等の保管場所の確認を徹底
しました。また、定例の課長会議にお

事象を事務所全体 問題と

117

いて 未
処
理
・
処
理
遅
延

広島 広島西 2010年2月23日 2010年10月19日

○確認しましたところ、受付した老齢年金請
求書を書類整備のため別保管したまま未処
理となっており、年金の決定と支払ができて
いないことが判明しました。

付した担当者が受付簿に記載する前の段階
で自分用の未処理箱に書類を保管したまま
で、その後担当者が異動した際に十分な引
継ぎが行われませんでした。そのため、未処
理分の書類の進捗管理のチェックができず、
年金の決定と支払が遅れました。

1名 未払い 387,732

年金の早期支払のお申出を受け、支
払時期についてご連絡することをお約
束しました。
○副所長とお客様相談室長がお客様
に直接お会いして、再度お詫びのう
え、年金が決定したことを説明し、年
金証書をお渡しするとともに、今後の
年金の支払時期について説明し、了
承を得ました。

いて、事象を事務所全体の問題として
認識し、今後は各課とも日々の書類の
未処理状況及び保管状況についての
点検、確認を徹底することを指示しま
した。

外部

118

機構本部
への進達
漏れにつ
いて

未
処
理
・
処
理

群馬
事務

センター
2010年2月18日

～2010年9月16日
2010年11月5日

○コールセンターから年金事務所に問合せ
があり、年金請求と同時に提出された選択申
出書が進達されているのかとの確認依頼が
ありました。
○請求書を点検しましたところ、進達漏れが
判明しました。

○裁定処理を完了した際、請求書とともに提
出のされた進達書類を請求書から外し（引き
抜き）、進達すべきところ、この作業を完璧に
行わなかったことです。

8名 未払い 1,064,567

○進達書類外し（引き抜き）漏れの有
無を再点検した結果、８件の進達漏れ
がありました。
○そのうち、３名の影響のあったお客
様に、担当者が電話にてお詫びのう
え、事象についての説明をし、了承を
得ました

○朝礼にて、年金証書の送付を完了
した裁定請求書は、書庫等に格納す
る前に混入書類がないか再点検を行
い、進達漏れ防止を図ることを再徹底
しました。

外部

理
遅
延

得ました。

119

ねんきん
定期便に
係る照会
申出書の
未処理に
ついて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪 大手前 2010年3月1日 2010年11月11日

○お客様の代理人から「ねんきん定期便に
係る照会申出書を平成２２年３月に郵便で提
出したが、回答はいつ頃になるのか」との電
話による問い合わせがありました。
○受付簿を確認しましたところ、適用調査課
で郵送受付、当事務所の年金記録課に回付
されている記載がありましたが、どこにも書
類が見当たりませんでした。
○このため、書類の徹底的調査を行いまし
た。その結果、職員が保管する書類の中に
存在していることを確認しました。

○職員の書類の管理が不十分で、受付後に
年金記録課へ引き継いでいなかったのが原
因です。適用調査課の受付簿上では引継ぎ
済みで、年金記録課での受付がない状態で
した。
○徹底して調べたところ、他に受付簿上は年
金記録課へ引継ぎ済みとなっていた年金記
録照会申出書の担当課への未回付２件（平
成２２年４月受付書類）、平成２１年１２月以
前の船員保険分で事務センター調査完了の
年金記録照会申出書の未回答書類４５件を
発見しました。

48名 ― 0

○適用調査課長が、お客様の代理人
に電話連絡し、お詫びのうえ、説明し
ました。回答票を早急に送付すること
で了承を得ました。
○４７名のお客様に担当者より電話に
てお詫びのうえ、早急に回答をするこ
とで了承を得ました。

○役職会議において、当該事象の説
明を行い、保管書類の適正管理につ
いて徹底することを申し合わせまし
た。

外部

120

返戻され
た年金給
付関係届
書の処理
遅延につ
いて

未
処
理
・
処
理
遅
延

大阪
事務

センター
2010年10月28日 2010年11月17日

○お客様から年金事務所へ、「８月に加給年
金額加算事由該当届を提出したが、加給年
金が振り込まれない」とのお問合せがありま
した。事務センター経由で機構本部へ進達し
ていることを確認し、機構本部に処理依頼の
連絡をしましたところ、書類不備で事務セン
ターへ返戻されていることが分かりました。
○確認しましたところ、事務センター直送受
付分の書類の点検を行っていた職員が、当
該届書が紛れ込んでいたことを発見しまし
た。

○機構本部から返戻された文書を各グルー
プへ仕分ける際に、誤って他のグループの書
類に紛れ込ませてしまったことが原因です。
○また、引継を受けたグループの担当者が
速やかに点検を行わなかったために、仕分
けの誤りに気づくのが遅れました。

1名 未払い 1,750,705

○お客様へは年金事務所の担当者か
らお詫びのうえ、事情を説明し、不備
書類を整えていただきました。
○事務センターから機構本部に至急
処理の依頼をし、処理済であることを
確認しました。

○機構本部からの返戻書類の受付担
当を特定し、他の書類と混在させない
よう徹底しました。
○書類の引継を受けたときは、速やか
に他の書類が混在していないか等の
点検を行うことを徹底しました。

外部

35
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121

年金受給
権者支払
機関変更
届入力誤
りについて

入
力
誤
り

埼玉
事務

センター
2010年9月8日 2010年10月15日

○お客様より、「年金が振り込みになってい
ない」との連絡がありました。
○確認しましたところ、事務センターで処理し
た年金受給権者支払機関変更届の入力が
誤っていたことが判明しました。

○老齢基礎・厚生年金及び遺族厚生年金の
支払機関変更届について、入力の際審査を
誤り、金融機関コードを誤って記入し、そのま
ま入力したことによるものです。
○また、処理結果リストのチェックの際も見逃
してしまいました。 1名 未払い 228,449

○担当者がお客様へ電話し、お詫び
のうえ、説明しましたが、了承が得ら
れませんでした。機構本部に支払時期
を確認しました。
○お客様に電話連絡がつかないた
め、お詫びの手紙を送付しました。
○再振込されていることを確認しまし
た。

○金融機関コードの確認について、職
員へ再度周知徹底しました。

外部

支払機関
変更届に
係る審査
決定誤り

○機構本部より、振込エラーについて事務セ
ンターの処理結果の点検依頼がありました。
○確認しましたところ、事務センターで口座
番号を誤 て入力処理を行い 振込不能と

○担当者が口座番号を誤って入力しました。
別の担当者が点検を行いましたが気がつき
ませんでした。
○さらに別の担当者が点検しましたが 誤り

○入力誤りについて訂正後、機構本
部へ再振込の支払時期を確認しまし
た。担当者がお客様へ電話でお詫び
のうえ 支払時期を説明しましたがご

○諸変更チーム会議で当該事象を説
明し、入力、点検の徹底を指示しまし
た。
○また 朝礼時にこれまでの事務処理

122

決定誤り
について

入
力
誤
り

大阪
事務

センター
2010年10月15日 2010年10月20日

番号を誤って入力処理を行い、振込不能と
なっていることが判明しました。

○さらに別の担当者が点検しましたが、誤り
を発見できなかったことによるものです。

1名 未払い 245,241

のうえ、支払時期を説明しましたがご
納得いただけませんでした。
○グループ長がお客様へ、再振込日
及び振込通知書送付日の確定内容に
ついて電話連絡しました。
○お詫びの手紙と経過説明の文書を
送付しました。

○また、朝礼時にこれまでの事務処理
誤りの事例を基に、再発防止の研修を
行いました。

内部

123

障害基礎
年金裁定
請求書の
金融機関
コード入力
誤りについ
て

入
力
誤

鳥取
事務

センター
2010年10月14日 2010年11月11日

○Ａ金融機関より事務センターに、「年金振
込予定データの中で、振込先が現存しない
支店名のデータとなっているものがある」との
連絡がありました。
○確認しましたところ、金融機関コードの入
力誤りが判明しました。

○裁定請求書の審査時に、Ｂ金融機関の金
融機関コードを記入すべきところ、Ａ金融機
関の金融機関コードを誤記入し、入力前の確
認及び決裁時・入力・入力後のチェックにお
いても誤記入・誤入力に気付かなかったこと
によるものです。 1名 未払い 3,432,416

○担当者がお客様へ電話し、ご家族
にお詫びのうえ、説明しました。また、
今後の対応については機構本部に確
認のうえ、回答することでご了承を得
ました。
○担当者がお客様のご家族に電話
し、再度お詫びすのうえ、支払時期を

○年金給付グループ内で打合せ会を
行い、当該事象を報告し、注意喚起を
行いました。
○また、現在は金融機関コードの記入
を入力請負業者が行っていることか
ら、入力前審査時における金融機関
コードの確認及び入力後のチェック

外部
て 誤

り
センタ し、再度お詫びすのうえ、支払時期を

お伝えし、了承を得ました。
○金融機関コードの変更入力を行い
ました。

コ ドの確認及び入力後のチェック
に、これまで以上に慎重に行うよう徹
底しました。

124

死亡一時
金の支払
報告誤り
について

通
知
等
の
作
成
誤
り

高知
事務

センター
2010年10月12日 2010年11月5日

○死亡一時金請求者であるお客様から電話
があり、振込通知書の宛名が死亡者になっ
ていることが判明しました。

○機構本部に報告した死亡一時金請求書の
エクセルデータを確認すると、１３件すべて、
死亡者・請求者の氏名を逆に報告していまし
た。
○また、チェック時においても誤りを見落とし
たことによるものです。 13名 未払い 2,007,000

○機構本部に支払スケジュールを確
認し、担当者からお客様へお詫びのう
え、処理経過及び支払が２週間ほど
遅れる旨を説明し、了承を得ました。
○他の１２名のお客様に対し、担当者
が電話によりお詫びのうえ、説明し、
了承を得た後、お詫びの手紙を発送し
ました。

○朝礼にて今回の事象の周知を行
い、担当者に対し、チェックの徹底を指
示しました。

外部
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○ねんきん定期便の記録照会（国民年金の
納付状況の照会）については、照会期間に
係る調査を行い２名の職員による調査内容
の確認を経て回答文書が作成され、文書内
容を確認した後、決裁を受け、ご本人様あて
に発送される流れとなっていますが、記録調
査後に調査結果により回答文書を作成する
際、使用する文書パターンの索出を誤り、
「照会期間については未納であった」と回答
すべきところ、「納付を確認した」内容の文書
パターンを使用して回答文書を作成し、定型
文による回答文書であったため、基本項目と
回答期間の確認で回答内容が適正とされ、
その後の決裁でも見落とされてしまったこと

○担当する職員で再発防止策を協議
し、調査結果について決裁者がわかり
やすいように表示すること、調査及び
文書内容の確認事跡を担当者ごとに
表示することとし、回答文書の作成に
あたっては内容確認を確実に行うよう
徹底しました。
○また、所内課長会議において当該
事象を説明し、決裁において慎重かつ
確実にチェックを行うよう指示しまし
た。全職員に対しお客様への回答文
書については厳重なチェックを行った
うえで送付するよう事故防止の徹底に
ついての注意を強く喚起しました。

外部

○担当者がお客様に電話で回答書の
内容が誤りであったことをお伝えし、お
詫びしました。その際、口座振替に
なっているはずではとのお問合わせが
あったので、口座の状況をご確認いた
だくようお願いしました。
○担当者がお客様に電話し、未納で
あったことをご確認いただき、改めて
回答書を送付することで了承を得まし
た。

0―1名

○ねんきん定期便の記録照会（国民年金の
納付状況の照会）に対し、照会期間について
の納付を確認した旨の回答書を送付してい
たところ、お客様より当該期間に係る保険料
の納付書が送付されてきたがどういうことか
とのお問合わせがありました。
○確認しましたところ、記録管理システムで
は、お客様は口座振替による納付をお申出
されていた方でしたが、照会期間については
振替不能となったため別に納付書が送付さ
れたものであり、記録照会の回答内容に誤り
があったことが判明しました。

2010年11月17日2010年11月8日仙台東宮城

通
知
等
の
作
成
誤
り

ねんきん
定期便に
係る記録
照会の回
答誤りつ
いて

125

126

却下通知
書の送付
先誤りに
ついて 誤

送
付
・
誤
送
信

兵庫
事務

センター
2010年10月28日 2010年10月29日

○Ａ様より、「封筒が郵送されてきたので、開
封するとＢ様あての却下通知書が入ってい
た」とのお申出がありました。
○確認しましたところ、誤送付したことが判明
しました。

○Ｂ様あてに送付すべき却下通知書をＡ様
あての封筒の中に入れ、送付してしまいまし
た。（Ａ様あての通知は、Ｂ様あての封筒に
入っていましたが、配達前の郵便局で回収し
ました）
○通知書を三つ折りにし、順番に封入してい
きましたが、不注意で通知書の宛名と封筒の
宛名のチェックがおろそかになったものと思
われます。

2名 ― 0

○Ａ様あての却下通知書を新しい封
筒に封入し、担当者がＡ様宅を訪問
し、お詫びのうえ、却下通知書を手渡
しました。
○担当者がＢ様宅を訪問し、却下通知
が別人宅に届いていたお詫びととも
に、却下通知書を手渡しました。基礎
年金番号が他人に知られたことについ
ては、住所・生年月日が知られていな
いので実害はないと思われますが、変
更を打診し、基礎年金番号変更申出
書を記入いただき、作成・発送しまし
た。

○封入作業時に、封筒の宛名と通知
書の宛名を再確認するように、グルー
プ内全職員に伝達しました。

外部

その後の決裁でも見落とされてしまったこと
によります。

ついての注意を強く喚起しました。

127

年金証書
の誤送付
について

誤
送
付
・
誤
送
信

高知
事務

センター
2010年11月4日 2010年11月5日

○お客様から年金事務所へのお電話によ
り、年金証書の誤送付が判明しました。

○年金証書発送作業の際、本来、委託業者
が複数人でチェックを行い、その後、年金給
付グループによる発送前チェックを行うべきと
ころ、どちらのチェックも行われていなかった
ことにより、誤送付が発生しました。

3名 ― 0

○担当者がお客様宅にお伺いし、お
詫びのうえ、３名分の年金証書を回収
しました。
○誤送付となった３名の方のご自宅へ
架電し、お詫びのうえ、説明し、再度送
付することを説明し、了承を得ました。

○朝礼にて事象を周知し、年金証書
封入依頼確認票を新たに作成し、担
当者の明確化、委託業者への受渡前
後の送付件数のチェックの徹底、委託
業者による封入前後の送付件数の
チェックの徹底を指示しました。
○委託業者の責任者に対し、事象を
説明しました。作業状況の説明を求
め、一人で行っていた作業を必ず複数
名で行うこと、年金証書封入依頼確認
票の作成による送付件数の確認の徹
底を指示しました。

外部
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○担当者がＢ様宅に赴き、B様に不支
給決定通知書を誤送付した可能性が
あることを説明し、お詫びのうえ、郵便
の到着を確認しましたが、まだ配達さ
れていませんでした。配達されてきた
Ｂ様あての封筒を、Ｂ様の了解を得て
開封せずに回収しました。後日詳細な
報告を行うことで了承を得ました。 封
筒の回収後、中身を点検すると、Ａ様
あての不支給通知が封入されていま
した。
○担当者がＡ様宅へ訪問し、お詫びの
うえ、説明し、Ｂ様あての不支給決定
通知を回収しました。この際、Ａ様から

128

不支給決
定通知書
の送付誤
りについて

誤
送
付
・
誤

兵庫
事務

センター
2010年11月12日 2010年11月13日

○Ａ様より、「事務センターからの郵便物を開
封したところ、別人（Ｂ様）宛の不支給決定通
知書が入っている」と、電話によるお申出が
ありました。
○確認しましたところ、不支給決定通知書の
送付誤りが判明しました。

○不支給決定通知書を封入し送付した際
に、Ａ様にＢ様宛不支給決定通知書を、Ｂ様
にＡ様宛不支給決定通知を送付してしまいま
した。
○封入作業に封筒の宛名と封入物を再度確
認して送付することとしていますが、不注意
で通知書の宛名と封筒の宛名のチェックがお
ろそかになったことによります。

2名 ― 0

○グループ内で当該事象を説明し、再
発防止策として通知書封入後、封緘
せずに発送箱に入れ、発送前に別の
者に中身を再点検をさせて、封緘を行
うこととしました。

外部

再発行依
頼のあっ
た改定通
知書の誤
送付につ
いて

誤
送
付

滋賀 大津

○Ａ様から、「Ｂ様の改定通知書が封筒に
入って送られてきた」との電話がありました。
○確認しましたところ、Ｂ様に送付すべき改
定通知書を誤ってＡ様に送付していたことが
判明しました。

○Ｂ様から電話で改定通知書の再発行依頼
があり、担当者が処理票を記入して作成しま
した。決裁を受け、２枚あった改定通知書を
送付するための封筒を記入する際、同じ頃、
窓口担当者からの質問に応えるため開いて
いた窓口装置の画面の住所氏名を記入して

名

○Ａ様に電話にてお詫びをし、Ａ様宅
へ担当者が訪問し、再度お詫びのう
え、誤って送付した改定通知書を封筒
ごと回収しました。
○Ｂ様宅へ訪問しましたが、不在のた
め、改定通知書を投函しました。その

○お客様相談室職員全員に当該事象
を説明し、注意喚起を行い、送付する
際のあて名の確認を徹底するよう指
示しました。

通知を回収しました。この際、Ａ様から
今後の事故対策を文書で提出するよ
う要請がありました。
○Ｂ様の不支給決定通知書を再作成
し、訪問のうえ、手渡ししてお詫びしま
した。
○Ａ様からの要請のありました、事故
対策の文書を送付し、Ａ様と電話連絡
がつき、文書内容についてご納得いた
だきました。

誤
送
信

129
いて

・
誤
送
信

滋賀 大津 2010年11月19日 2010年11月22日
いた窓口装置の画面の住所氏名を記入して
しまいました。
○また、封入時に改定通知書と封筒のあて
先を確認せず送ってしまったためです。

2名 ― 0
め、改定通知書を投函しました。その
後、電話にて、Ｂ様に改定通知書の確
認と、今回の経過の説明とお詫びをし
ました。

外部

130

受給権者
原簿記録
回答票の
誤交付に
ついて

誤
送
付
・
誤
送
信

静岡 静岡 2010年11月24日 2010年11月25日

○お客様より、「昨日年金相談に行ったが、
もらった書類に中に他人の書類が１枚入って
いた」との電話連絡がありました。
○確認しましたところ、別人の年金記録を
誤って手渡したことが判明しました。

○年金相談コーナーにおいて担当職員がお
客様の対応をしていた同時刻に、隣のブース
で対応していた別の方の受給権者原簿記録
回答票のハードコピーが混じってしまい、そ
れを確認しないまま渡してしまいました。
○また、年金相談コーナーのプリンターが２
人で１台を共有し、同時に印字するとハード
コピー打ち出し口が１ヶ所のため、混在する
ことを承知しており、そこでも内容の確認がさ
れなかったことによるものです。

2名 ― 0

○お客様相談室長がお客様に電話に
てお詫びをしたうえで、すぐに書類を
取りに伺う旨をお伝えしましたが、出
かけるついでに届けるとのことでした。
お客様が来所されたため、再度お詫
びのうえ、別の方のハードコピー１枚を
回収しました。
○別人の方には、お客様相談室長が
電話対応しました。事象を説明しお詫
びをしたあと、訪問を申出ましたが、
データが回収されて他に出回ることが

○お客様相談室全職員に事象の説明
と、ハードコピーを相談者に渡す場合
は、内容について１枚１枚確実に
チェックを入れお客様に渡すことを周
知・徹底し、再発防止の注意・喚起を
行いました。

外部

デ タが回収されて他に出回ることが
なければいいので、訪問は不要とのこ
とで、了承を得ました。
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○お客様が来所された時に対応した職員に
確認しましたところ、「７０歳（平成２２年６月）
で繰下げ請求した場合の見込額をお渡しし、
７０歳となる６月○○日以降にご来所いただく
こと、繰下げ請求時には再度来所が必要で
あること、繰下げ請求をした翌月から年金が
支給される説明はしましたが、７０歳を過ぎて
の請求は不利な点があることを説明をしてい
ないこと、また、老齢基礎年金の支給繰下げ
の申出に関する事務取り扱いについての取
扱いの説明をしなかったこと」について、説明
誤り、説明不足が確認されました。
○また、対応時にお客様が７０歳被用者該
当・不該当届の相談も同時に行っており、説

131

老齢基礎
年金繰下
げ請求に
係る説明
誤り及び
説明不足
について

説
明
誤
り

大阪 今里 2010年5月26日 2010年10月1日

○お客様から文書によるお問合せがありまし
た。
○ 「平成２２年５月２６日に来所し、老齢基礎
年金繰下げ請求（平成２２年６月の７０歳時
点）について質問したところ、職員より、７０歳
までに請求をしないと不利になる点、並びに
別途請求書が必要である旨の説明を受けて
いない。このため、９月１０日に再度来所した
際に、繰下げ請求書が必要であること、その
場合、平成２２年７～９月分の繰下げとなる
年金が受けられないこと等の説明を初めて
受けた。決定内容に納得がいかない」とのお
申立内容でした。

1名 未払い 248,182

○今事案における年金相談受付票の
取扱いを含め再発防止策について、
年金事務所見解とブロック本部の見解
と経過書を機構本部に提出し、協議し
ました。
○機構本部より老齢基礎年金の繰下
げ請求が６月に意思表示があったもの
として取扱うとの回答があり、また、今
後、再発防止策を十分徹底するよう指
示がありました。
○お客様に電話連絡し、事情説明を
行い、お客様宅に訪問のうえ、繰下げ
請求書を受理しました。

○職員に対し、昭和１６年４月１日以前
生まれの方に対しては、老齢基礎年
金の支給繰下げの申出に関する事務
取り扱いについての取扱いの確認・遵
守、並びに、７０歳を過ぎての繰下げ
請求は不利になること等十分な説明を
行い、併せて受付票の記載・点検につ
いても周知・徹底を行いました。
○役職会議において該当事象を報告
し、年金事務所の全職員にも周知・徹
底を行いました。 外部

132

障害厚生
年金請求
にかかる
納付要件
誤りについ
て

説
明
誤
り

大阪 貝塚 2010年8月20日 2010年11月5日

○お客様が診断書等を用意して、障害厚生
年金の請求で来所された時に再度、納付要
件を確認しましたところ、要件のないことが判
明しました。

○お客様が障害厚生年金の相談で来所さ
れ、その時に初診日が平成２１年４月である
ことのお申立がありました。平成９年３月から
厚生年金加入中のため、初診日の属する月
の前々月までの直近の１年間に、保険料の
未納期間がなく、診断書等必要書類を渡しま
した。
○その時に初診日が６５歳以降であることの
確認を怠ってしまったことが原因です。

1名 ― 0

○お客様が来所された際に再度、６５
歳以前に病院にかかったことがないか
の確認と、３分の２以上の納付要件に
ついて確認しましたが、いずれも該当
しませんでした。
○請求するための納付要件につい
て、該当しないことを説明し、お詫びし
ました。

○障害年金の担当者に、今回の事象
について周知し、注意喚起しました。

外部

当 不該当届の相談も同時に行っており、説
明の際、７０歳被用者該当・不該当届とは別
に、老齢基礎年金の繰下げ請求書にかかる
所定の届書が必要である旨の説明を行って
いなかったことも確認されました。

133

年金加入
期間確認
通知書の
発行手続
きに関する
説明内容
について 説

明
誤
り

滋賀 草津 2010年10月26日 2010年10月26日

○お客様が、共済組合の年金請求に年金加
入期間確認通知書が必要なため、交付手続
きに来所されましたが、交付まで概ね１０日
間から２週間位かかるとの回答をしましたと
ころ、「何故、目の前に年金記録が出ている
のにすぐに交付できないのか」、また、「何
故、１０日間も日数を要するのか」などの説明
を求められました。

○事務センターにおいて一括処理をしている
関係上、概ね１０日間程度の発行に日数が
かかることを回答していますが、お急ぎであ
る場合には、事務センターにその都度連絡
のうえ、早期の処理を依頼しています。
○年金事務所での即時交付については、事
務処理上において可能ですが、内容の確認
などの事故防止体制が確立していないため、
緊急を要する以外は行わないこととしていま
す。
○担当職員等への周知及び認識が不十分
であったことと、年金事務所における早期処
理が可能であるにもかかわらず、そのような
説明を最初から行わなかったことが原因で
す。

1名 ― 0

○お客様にご来所いただき、所長、副
所長、お客様相談室長で、お詫びと経
過等の説明を行いました。

○年金加入期間確認通知書の発行手
続きに関する具体的な内容を年金相
談担当者に周知するとともに、本来、
窓口交付が可能となっていることか
ら、お客様に十分にご確認したうえで、
必要に応じ窓口での即時交付を行うこ
ととしました。

外部

39
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134

死亡者の
厚生年金
記録判明
による通
算老齢年
金説明誤
りについて 説

明
誤
り

新潟 柏崎 2010年8月16日 2010年11月12日

○平成２２年８月に死亡された年金受給者Ａ
様のお子様であるＢ様が死亡未支給の届の
ために来所された際に、以前の厚生年金加
入期間（７５月）が判明しました。
○年金加入期間申出書を取り、その回答時
に通算老齢年金に該当するとして、年金額仮
計算書・年金額の再計算に関する申出書を
同封し通老裁定請求書の届出を指示し、進
達しましたところ、機構本部より大正１５年４
月１日以前の生まれで、昭和３６年４月以前
の厚生年金記録しかなく、通算対象期間が
合算対象期間しかないため、不支給の決定
通知が送られたことにより、説明誤りが判明
したものです。

○Ａ様は共済組合の遺族年金を受給されて
おり、昭和３６年４月以降は公的年金制度の
加入がなく、通算対象期間が合算対象期間
しかないため、通算老齢年金は該当しません
でしたが、年金相談窓口担当者及び記録課
職員が合算対象期間しかないことを見落と
し、通算老齢年金の見込み額試算でも計算
されてしまうため、そのことに気づきませんで
した。
○また、決裁時にも見逃したために、Ｂ様に
通算老齢年金の請求を指示してしまったこと
によるものです。

1名 ― 0

○お客様相談室長がＢ様宅に電話
し、Ｂ様の奥様が対応され、お詫びの
うえ、説明しました。「経過等は了承し
たのでわざわざ訪問の必要はありま
せん。一応文書で内容を教えていただ
けばよい」との回答をいただきましたの
で、文書にてお詫びと説明を送付しま
した。

○お客様相談室及び記録課職員に事
象報告し、今後同様の事例があった
場合には複数でチェックするよう指示
しました。また、全職員に事象報告し、
注意喚起しました。

内部

したものです。

○お手紙によりますと、平成２１年１１月にお
客様の代理人が当年金事務所に提出された
年金額仮計算書の控えが同封されており、
控えに記載のある当時の対応者に聞き取り
を行いましたが、当日のやりとりについては
覚えていませんでした。
○通常相談窓口にて年金額仮計算書を受け
取ったら、担当課の受付箱に入れるのが基
本動作であり、個人的に書類を持つことはな
いとのことでした。
○当日の年金相談受付票を調査しました
が、見当たりませんでした。
○事務所及び事務センターの受付簿を確認
しましたが、当該年金額仮計算書を受付けた
事跡はありませんでした。

135

年金額仮
計算書の
紛失につ
いて

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

奈良 奈良 2009年11月9日 2010年8月5日

○お客様から、年金額仮計算書の手続をし
て９ヵ月になるが進展がない、早急に手続き
して欲しい旨のお手紙によるお問合せがあり
ました。
○確認しましたところ、当該年金仮計算書を
受け取った事跡がないことが判明しました。

1名 ― 0

○担当者がお客様の代理人に電話
し、お詫びのうえ、事情説明を行い、控
えとして持っておられた年金額仮計算
書のコピーを提出していただき、これを
基に新たに年金額仮計算書を作成し
ました。同時に機構本部に関係書類を
進達しました。

○朝のミーティングで今回の事象を説
明し、窓口でお客様から年金額仮計算
書を受け取った際は、直ぐに再裁定受
付のボックスに入れるという基本動作
の実行徹底の周知を図りました。

外部

136

文書の廃
棄につい
て

受
理
後
の
書
類
管
理
誤
り

新潟 六日町 2010年10月29日 2010年10月29日

○平成２２年度公的年金等加入状況調査の
準備事務において、資料である、平成２２年
度国民生活基礎調査単位区別世帯名簿の１
枚が見当たらないことに気付き、確認しまし
たところ、誤ってシュレッダーにて廃棄したこ
とが判明しました。

○副所長から準備事務の指示をうけたアシ
スタント契約職員が、書類内容を確認せず
に、廃棄したことによるものです。

28名 ― 0

○副所長が県の担当課に電話連絡
し、お詫びのうえ、事象について説明
しました。
○また、他年金事務所（代表事務所）
に連絡し、県の担当課に対して、世帯
名簿再複写の依頼について連絡しま
した。
○他年金事務所（代表事務所）の担当
者が、県の担当課に出向き、再度お詫
びのうえ、事象を説明し、名簿１枚を受
領しました。

○所長が厚生年金適用徴収課全員に
対して、各書類における確実な保管に
ついて周知・徹底しました。

内部

旧法年金
請求書の 受

理

○お客様相談室職員が旧法該当者の年金
請求書受付簿の確認作業中に、平成２０年９

○受付簿と請求書との突合を行った後、担当
者への引継ぎ及び決定までの処理の進捗管

○お客様相談室長が２名のお客様及
び１名のお客様のご遺族と面談しまし

○お客様相談室の課内会議におい
て、事務処理誤りが発生したことを周

137

請求書の
紛失につ
いて

理
後
の
書
類
管
理
誤
り

福井 敦賀
2008年9月6日
2008年9月17日
2008年9月25日

2010年9月8日

請求書受付簿の確認作業中に、平成２０年９
月受付で３件、支給決定されていないものが
あることが判明しました。

者 の引継ぎ及び決定までの処理の進捗管
理を行うべきでしたが、未処理の進捗管理が
不十分だったことによります。
○受付簿の処理経過の記載漏れが考えら
れ、進達控え等の関係綴りの再確認を行い
ましたが、不明でした。また、機構本部担当
課への照会及び事務所内の捜索を行いまし
たが、所在確認ができませんでした。

3名 未払い 1,035,600

び１名のお客様のご遺族と面談しまし
た。年金請求書の所在が不明である
旨をお詫びし、年金請求書について再
度の提出をお願いし、了承を得まし
た。
○年金請求書及び未支給請求書等を
受理し、機構本部へ進達しました。

て、事務処理誤りが発生したことを周
知するとともに、書類の保管・管理に
は十分注意するよう徹底しました。
○窓口受付から各担当者へ引継ぎ手
順等の見直しを行い、書類の適正管
理を再度周知しました。

内部

40



整理
番号

件名
事故
等の
区分
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138

年金記録
の統合誤
りについて

記
録
訂
正
誤
り

埼玉 秩父 2008年7月3日 2010年11月11日

○過去に記録照会等の回答を行ったものの
未統合となっている記録の有無等の確認作
業において、年金記録の統合誤りが判明しま
した。

○統合の手続きを行った際に、健康保険・厚
生年金保険事業所別被保険者名簿にある年
金手帳番号を記載するところ、誤ってねんき
ん特別便情報照会画面の年金手帳番号を記
載したため、別人の年金手帳番号を統合して
しまったものです。
○担当課での受付書類の点検(氏名・生年月
日・事業所名等）漏れがあり、重ねて入力時
においても事業所名等の確認がされていま
せんでした。また、決裁時において誤りを発
見することができず、平成２０年に再裁定が
されました。

1名 過払い 15,181

○副所長よりお客様に電話にてお詫
びのうえ、経過説明しました。お客様よ
り郵送による取扱いを希望されまし
た。
○お客様あてにお詫びの手紙及び年
金額過払いに関する計算書等を添付
のうえ、年金記録の訂正及び年金額
の再計算に関する申出書と返納方法
申出書を送付しました。後日、書類の
提出をいただき、訂正等の処理後、お
客様に被保険者記録照会回答票等を
送付しました。

○注意喚起のため、全職員等を対象
に、朝礼時に当該事象を説明し、記録
補正等の審査事務ならびに入力事務
については慎重に行い、複数名による
チェックの徹底を指示しました。

内部

139

行方不明
高齢者の
対応につ
いて

事
故
等

愛知 豊川 2010年5月頃 2010年9月18日

○Ａ市役所介護高齢課より年金事務所に「敬
老金を渡しに行ったが、ご家族が対応してく
れたが合わせてくれない。年金事務所で調
査権があれば一緒に行って欲しい」と電話に
よる照会がありました。

○新聞にて、白骨化した遺体があるのをＡ市
役所から通報を受けた警察署員が発見し、
警察は死体遺棄や保護責任遺棄の可能性
を含め、ご家族から事情を聴いている旨の報
道がありました。
○同居のご家族が警察に「母は３、４年前に
寝たきりになり、昨年５月初めになくなった」と
話している、年金は手つかずで、年金不正受
給目的ではないとみている旨の報道がありま
した。

1名 過払い 924,112

○警察からの捜査関係事項照会書に
より、対象者の年金受給状況を回答し
ました。
○当該受給中の年金について、支払
保留処理を行いました。
○副所長とお客様相談室長が警察署
へ出向き、ご家族と面談し、年金受給
者死亡時の手続きについて説明し、了
承を得ました。
○未支給（年金・保険給付）請求書、
返納方法申出書を受理し、事務セン
ターへ書類を回付しました。

○今回の事象について、職員に周知
するとともに、同様の事象があった場
合の対応を再確認しました。

外部

41



整理
番号
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事故
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県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)
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○大阪第三者委員会において、下記
の再発防止策を講じました。
①次長会議及び班長会議を開催し、
次長及び班長に対して自身の年金記
録の閲覧であっても業務目的外閲覧
になる旨を改めて説明し、同様の行為
が今後発生しないよう班内調査員に
対する指導の徹底を指示しました。
②記録閲覧に係る事跡管理の徹底を
指示する「窓口装置情報検索照会に
係る処理要領」を作成し、全職員に対
して配布することにより、業務目的外
閲覧行為の防止を図りました。
○中央第三者委員会事務室は、全地

140

大阪地方
第三者委
員会事務
室調査員
による業
務目的外
閲覧につ
いて

事
故
等

大阪
事務
センター

2010年5月19日 2010年8月20日

○第三者委員会氏名索引結果確認報告書
を氏名索引処理結果リストと再点検していま
したところ、年金記録確認大阪地方第三者委
員会事務室（以下、大阪第三者委員会とい
う）の調査員が、機構が貸与している窓口装
置で、自身の年金記録を業務目的外に閲覧
していたことが判明しました。

○大阪第三者委員会が調査員に対し、面談
による確認を行いましたところ、自分自身の
年金記録に気になるところがあったために、
自身の年金記録を閲覧したとのことでした。

1名 ― 0

○大阪第三者委員会が、本件以外に
業務目的外閲覧が行われていないか
について調査を行った結果、本件以外
に業務目的外閲覧は発生していませ
んでした。
○近畿管区行政評価局は、本人及び
管理者に対して処分を行いました。

内部

141

不審電話
について

事
故
等

新潟 新発田 2010年10月18日 2010年10月19日

○お客様より、不審な電話があったとのお申
出がありました。
○また、同様なお申出が１件ありました。

○年金事務所の｢イシイ｣と名乗る男から電
話があり、「数ヵ月分減額していた社会保険
庁が借りていた分を返すため等と言い、今日
中に口座番号を聞かないと、１１月の振込に
間に合わない。今７００～８００人に連絡をし
ている」と言い、口座番号を教えてしまったと
のことでした。

2名 ― 0

○年金事務所が直接電話で口座番号
をお聞きすることはない旨説明し、注
意するよう喚起しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

職員等を
装った個

○「ネモト」と名乗る男（役所名等は名乗らな
かった）がお客様宅を訪問し 「年金を受け取

○「年金受給中です」と答えると「受給中なら
年金証書を見せてほしい」と言うので どこに

○通常、年金事務所職員が個人宅を
訪問する際は 必ず身分証明書を携

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう

○中央第三者委員会事務室は、全地
方第三者委員会事務室に対して、業
務目的外閲覧行為の防止を徹底する
よう指導しました。

142

装った個
人情報の
収集につ
いて

事
故
等

大阪 天王寺 2010年10月22日 2010年10月25日

かった）がお客様宅を訪問し、「年金を受け取
られていますか。まだでしたら、私が代わって
請求してあげます」と話しかけてきたとのこと
でした。
○不審に思われたお客様が、上記のような
訪問をすることがあるのかとのお問合せがあ
りました。

年金証書を見せてほしい」と言うので、どこに
あるのかわからないことを説明すると、「私が
再発行の手続きをしてあげます」と親切に言
いながら、何らかの用紙（書類の表題等は不
明、大きさはA４版と思われる）をカバンから
出してきて、「この用紙に署名・押印してほし
い」と言うので、言われるままに署名・押印を
してしまったとのことでした。
○「ネモト」と名乗る男は顔写真付の身分証
明書などは携帯していませんでした。

1名 ― 0

訪問する際は、必ず身分証明書を携
帯して提示すること、当所の職員に
「ネモト」という名前の職員はいないこ
と、また、今回の訪問の話の内容から
は、職員や委託業者ではないと考えら
れること等を説明しました。
○被害に遭う、遭わないにかかわら
ず、最寄の警察に届け出られるように
ご案内し、了承を得ました。また、今後
何か動きがあればすぐに年金事務所
までご連絡いただけるよう、お伝えしま
した。

内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。 事件

等

年金手帳
の詐取に
ついて

○警察から「事件捜査中に他人の年金手帳
を所持していた者があり捜査に協力していた
だきたい」との連絡があり、確認しましたとこ
ろ、年金手帳詐取の疑いが判明しました。

○年金事務所にて年金手帳再交付申請書を
郵送により受付し、申請書を事務センターへ
回付後、年金手帳作成（再交付）処理し、同
申請書を記載住所へ送付しました。
○市役所に確認しましたところ、年金手帳再

○警察において、別件の疑いによるＡ
の家宅捜索の際、Ａが他人名義の年
金手帳を所持しており、入手方法を取
り調べた結果、年金手帳再交付申請
書を偽造し不正に入手したことが発覚

○今回の事象について職員に周知
し、同様の事象があった場合の対応を
再確認しました。

143

事
故
等

鳥取 米子 2010年7月27日 2010年10月26日

交付申請に記載されている被保険者様（国
民年金第１号被保険者）について、記載され
ている住所に住民票はなく、年金手帳詐取の
疑いが判明しました。

1名 ― 0

しました。事件の概要について連絡の
うえ、機構本部へ対応を照会し、本来
であれば、機構本部から被害届を提
出との指示がありました。
○機構本部の指示に基づき、被害届
を提出しました。

事件
等

42
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144

職員によ
る個人情
報の漏え
いについ
て

事
故
等

愛媛
事務

センター
2009年11月26日
2010年6月24日

事件
等

2010年10月31日 調査中

○現在も捜査が継続しており、警察か
ら求められる資料を早期に提出や捜
索の立会いなど捜査に協力していま
す。
○また、捜査中に行為者が別件（年金
給付処理の見返り要求に係る）の収賄
容疑で再逮捕されました。

（平成２２年１１月１９日、公表及び厚
生労働省ホームページに掲載済）
（平成２２年１２月５日、公表及び日本
年金機構ホームページに掲載済）
（平成２２年１２月２４日、当該職員を懲
戒解雇とし、公表及び日本年金機構

○警察から愛媛事務センターへの電話連絡
がありました。
○確認しましたところ、逮捕された行為者（職
員）が個人情報を漏えいしていることが判明
しました。

○平成２１年１１月２６日頃、旧今治社会保険
事務所国民年金課長在職当時、愛媛県外に
住むＡ様及び平成２２年６月２４日頃、愛媛事
務センター年金給付グループ長在職当時、
愛媛県外に住むＢ様の個人情報を知人（本
件の教唆犯として逮捕）に漏えいしたもので
す。

2名 その他

○本件事案の全体像及び原因は未だ
把握されていませんが、課長等自身に
よる氏名索引照会の処理結果に対し
て、年金事務所長等の別の職員によ
る確認が行われていなかったことは、
行為者による情報漏えいを可能にした
要因の１つ（脆弱性）と考えられます。
○このため、日本年金機構において
は、年金局からの指示も踏まえ、全国
の年金事務所等に対して、業務担当
課長等が行った氏名索引照会の処理
結果について、必ず照会を行った者と
は別の職員が点検・確認することを義
務付ける指示・依頼を行いました。

145

身分証明
書等の紛
失につい
て

事
故
等

沖縄 石垣 2010年10月28日 2010年10月29日

○職員から、名札を着用しようとしたところ、
一緒に入れていた徴収職員証・身分証明書
がないことに気づいたとの申出があり、身分
証明書等の紛失が判明しました。

○朝に着用したときには特に異常（重さの変
化）が感じられなかったことから、このときは
ケース内にあったものと思われますが、はっ
きりしていません。

1名 ― 0

○身分証明書等が見当たらないことを
上司に報告し、執務終了後、本人の机
周り、使用した公用車車内を捜索しま
したが、見つけることができませんでし
た。さらに捜索しましたが、発見できな
かったため紛失したものと判断し、管
理者へ報告しました。
○所轄の警察へ届出をし、また、徴収
職員証の無効を掲示しました。

○朝礼時に今回の事象について経過
説明し、職員個々による管理の徹底を
周知しました。

内部

戒解雇とし、公表及び日本年金機構
ホームページに掲載済）

務付ける指示 依頼を行いました。
○今後、本件事案の解明に合わせ
て、更なる措置を検討し、実施していく
こととしました。

146

年金事務
所駐車場
における
自動車と
事務所施
設との接
触事故に
ついて

事
故
等

兵庫 加古川 2010年10月29日 2010年10月29日

○お客様が乗用車で来庁されました。年金
事務所の駐車場において、駐車場の中央部
にある排水溝の金属製の蓋の片側にタイヤ
が乗ったことで蓋が持ち上がり、当該乗用車
の底面に接触しました。

○駐車場の中央部にある排水溝について
は、 これまでも蓋が外れる事象が多発して
おり、平成２１年に破損した蓋を交換しまし
た。
○しかしながら、この場所が、来庁者が帰る
際の方向転換の場所として使用されている
経緯があり、金属製の蓋（格子状の金属製）
が徐々に破損し、軽くなることで、さらに持ち
上がりやすくなり、今回のケースになったと考
えられます。

1名 ― 0

○被害状況確認のため、近隣の自動
車店に赴き、担当者が同行しました。
乗用車底面を目視しましたが、被害が
なかったことをお客様と共に確認しま
した。
○お客様より損害賠償等は不要との
回答がありました。

○プラスチック製の結束ベルトで蓋同
士を連結させ、重量を増加させること
で、持ち上がりの現象を緩和させてい
ますが、根本的な解決とはなっていな
いので、業者に依頼し、蓋のボルト固
定によるもの、その他改善方法等につ
いて協議し、改善を検討しています。

事件
等

現金詐取
した不審
者の情報
について

○他県の警察より、電話にて問合わせがあ
り、社会保険事務所を名乗る、現金詐取した
不審者のいることが判明しました。

○警察の説明によると、高齢者宅を「杉並か
ら来た社会保険事務所のコンドウと名乗る者
が訪れ、今年の春に年金制度が変更にな
り、３万円で年金手続きが出来るとした現金
の詐取事件が発生したとのことでした。

○杉並年金事務所より派遣した職員
はいないこと及び今年の春に年金制
度の変更はないことを伝えました。
○同時に、機構本部より全国で不審な
電話や訪問者が多発している旨の注

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審

147

事
故
等

東京 杉並 2010年11月3日 2010年11月4日

の詐取事件が発生したとのことでした。

1名 その他 30,000

電話や訪問者が多発している旨の注
意喚起を行なっていること、また、現
在、社会保険事務所という名称ではな
く年金事務所であること及び国民年金
保険料の納付に関して民間業者に委
託していますが、訪問の際は証明書を
提示し、会社名・名前を名乗る決まり
であることの補足説明を行いました。

ホ ム ジに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。 事件

等
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148

身分証明
書等の盗
難につい
て 事

故
等
神奈川 港北 2010年11月3日 2010年11月4日

○職員から、身分証明書等が入ったハンド
バッグの盗難に遭ったとの報告がありまし
た。

○自宅から最寄り駅に向かう途中、後方から
来たスクーターに乗った男にハンドバッグを
ひったくられたものです。

1名 ― 0

○警察に通報し、実況検分が行われ
ました。同日、ハンドバッグは見つか
り、警察署員が自宅へ届けてくれまし
たが、身分証明書等は入っていません
でした。
○身分証明書の再発行をしました。

○朝礼にて本件を伝え、職員全員に
注意喚起しました。

事件
等

149

現金の詐
取、個人
情報の収
集目的と
思われる
不審電話

事
故 北海道 札幌東 2010年11月4日 2010年11月4日

○お客様からの電話連絡により、現金の詐
取、個人情報の収集目的と思われる不審電
話が判明しました。

○「社会保険年金機構のキタガワ」と名乗り、
「生活保護受給中の方に、医療費の還付が
ある」との説明を行ったとのことでした。
○お客様は相手方の問いに答え、携帯電話
番号を伝えると、相手方は「近くにＡＴＭはあ
るか」と尋ねたため この段階でお客様は不 1名 0

○担当者からお客様に、当方からその
ようなお電話を行う取扱いはないこと、
再度、同じ相手からの接触があるとき
は、相手方の連絡先等を確認し、関係
機関へ通報を検討いただきたいこと、
不審電話と思われる場合には 相手

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー 事件

149 不審電話
について

故
等
北海道 札幌東 2010年11月4日 2010年11月4日 るか」と尋ねたため、この段階でお客様は不

審に思い、相手方には答えず、電話を切り、
当所に連絡をしたとのことでした。

1名 ― 0 不審電話と思われる場合には、相手
方の連絡先等を確認いただき、当所に
連絡をいただきたいことをお伝えしまし
た。

な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

150

不審電話
について

事
故
等

岐阜
美濃
加茂

2010年11月9日 2010年11月9日

○お客様より、「今から厚生年金を掛けると
年金が増額するとの電話が入った。電話は
その場で断ったが、不審に思い年金事務所
へ一報を入れた」との電話がありました。

○断ったため、相手方の連絡先は聞き取りで
きなかった、年金事務所と名乗ったかは記憶
にない、心配になり連絡したとのことでした。

1名 ― 0

○お客様には被害はありませんでした
が、今後また電話が入った場合は注
意いただくこと説明しました。
○また、年金事務所や国において受
給者の方が掛ける制度、事業は行
なっていないこともあわせて説明しまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

業務上の
交通事故

○国民年金課職員が職権適用加入勧奨の
用務で社用車で走行中に 後続の軽トラ ク

○道路を走行中、工事を行っていたため前
進できず 後進しましたところ 後続の停止し

○警察に届出をし、社用車の任意保
険会社に連絡を取りました

○課内会議にて、職員に対し、今後十
分に注意して運転を行うよう指導しま

151

交通事故
について

事
故
等

宮城 大河原 2010年11月10日 2010年11月10日

用務で社用車で走行中に、後続の軽トラック
に衝突しました。

進できず、後進しましたところ、後続の停止し
ていた相手方の軽トラック左側面後部に衝突
しました。

1名 ― 0

険会社に連絡を取りました。
○国民年金課長が相手の方に電話を
し、お詫びしました。怪我等の症状は
なく、事故の翌日から勤務したとのこと
でした。
○機構本部の加入している保険で修
理代をお支払しました。

分に注意して運転を行うよう指導しま
した。

事件
等

152

不審者情
報につい
て

事
故
等

東京 荒川 2010年11月10日 2010年11月11日

○お客様から、職員を名乗る６０歳位の男が
家に来たとの電話がありました。

○「高齢者福祉年金が５年遡って支給される
ことが決まった。振込金額は約１４０万円でそ
のうち税金が２８，０００円である。後日振込
むことになる」とのことであった。
○お客様は玄関近くで窓越しに対応してお
り、不審に思って家に入れなかったため、職
員を名乗る男は、何もせずに帰ったとのこと
た

1名 ― 0

○お客様には連絡に対するお礼を述
べ、年金事務所で情報共有する旨を
述べました。なお、お客様より区役所
に確認連絡済で、警察へもこれから連
絡するとのことでした。
○事務所内に事件のあったことを情報
伝達しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

でした。

153

社会保険
事務所を
装った不
審電話に
ついて

事
故
等

栃木
宇都宮
西

2010年11月11日 2010年11月11日

○お客様宅に社会保険事務所を名乗る相手
から、非通知設定で「医療費の払い戻しがあ
るので、口座を教えてほしい」との電話が
あったとのお申出がありました。

○お客様は、非通知だったことを不審に思い
「そちらの電話番号を教えてください」と問い
詰めたところ、電話番号を案内されたところで
切電し、年金事務所へ確認の電話があり、振
込み等していないとのことでした。 1名 ― 0

○お客様へは、年金事務所から非通
知の電話をしたり、口座番号を聞き出
したりする事はない旨の説明をしまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

44



整理
番号

件名
事故
等の
区分

県名 事務所名 発生年月日 判明年月日 事象 原因 影響範囲 影響区分
影響金額
(単位：円)

対応 対策
判明
原因

154

国民年金
保険料の
集金につ
いて

事
故
等

岐阜 高山 2010年11月初旬 2010年11月11日

○お客様から、「１週間程前、自宅に年金事
務所から委託された民間会社から来たと、訪
問者があった。国民年金保険料が２ヵ月分未
納になっている。今、現金で支払をしてくださ
いと言われたが、何月分かも言わず不審に
思い、名刺を出すよう強く言ったが、名刺は
作成していないのでお渡しできませんとのこ
とで、納付書で払うので送ってくださいと言っ
て帰ってもらったが、今だに納付書が届かな
い」とのお問合わせの電話がありました。

○お客様の納付記録を確認しましたが、納付
できる未納期間はありませんでした。
○委託業者に確認しましたが、お客様は督
励対象ではないため、戸別訪問はしていない
との回答でした。また、訪問先で現金領収す
ることはなく、名刺については常に携帯し、求
められれば必ず手渡すようになっているとの
回答でした。

1名 ― 0

○お客様には、納付可能な未納期間
はない旨説明し、日本年金機構や委
託業者からの訪問ではない可能性が
高いため、注意を促しました。
○警察への届出について説明しまし
た。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

不審電話 ○お客様より、「不審な者から非通知の電話 ○お客様あてに国民年金保険料の未納の件 ○お客様に日本年金機構で委託して ○平成２２年９月１０日、日本年金機構

155

について

事
故
等

神奈川 厚木 2010年11月10日 2010年11月11日

があった」と当所国民年金課に連絡がありま
した。

で電話があり、「平成２１年９月分より国民年
金保険料が未納となっているので、早急に納
付してほしい。また、住所の確認をしたい」と
言われたが、変だと思い会社名を尋ねると、
電話を切られてしまったとのことでした。

1名 ― 0

いる業者名と電話番号を伝えました。
今後同様の電話があった場合は、会
社名・連絡先を聞き、折り返しの対応
をしていただく旨、お願いしました。ま
た、相手先に連絡を入れる前に年金
事務所に確認の電話をしていただく
旨、お願いしました。
○なお、お客様の年金記録を確認しま
したところ、平成２１年９月より厚生年
金に加入されているため、国民年金保
険料の未納はありませんでした。

内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。 事件

等

現金等を
詐取する
目的の不
審な訪問
者につい

○お客様宅に不審な訪問者があったことに
ついて電話連絡がありました。

○お客様宅に年金事務所を名乗る普段着の
男が訪問し、「夫（故人）の遺族年金が年金
記録の訂正に伴い増額したことから、書類に
押印すればその場でお金を支払う」と言い室
内に入って来たが 年金受給者は 印鑑が

○お客様からの電話照会に担当者が
対応し、名前を名乗らず普段着のまま
当所職員が訪問することはないこと、
年金支給に際し手渡しで現金を交付
することはないことを説明のうえ 同様

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホ ムペ ジに 不審電話及び不審
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者につい
て 事

故
等

大阪 守口 2010年11月11日 2010年11月12日

内に入って来たが、年金受給者は、印鑑が
見当たらなかったこと、名刺を出さず名乗ら
なかったこと、年金記録の訂正を届出た記憶
がないことから、息子に相談しないと分から
ないと言い、息子あて電話を掛けようとしたと
ころ、訪問者が退去したため、被害はなかっ
たとのことでした。

1名 ― 0

することはないことを説明のうえ、同様
の事象があれば、できる限り不審者の
氏名や所属等を聴取いただき、同担
当者あて連絡を依頼し、了承を得まし
た。
○役職員に本事案を口頭報告し、職
員への周知を依頼しました。

ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

157

日本年金
機構の名
称を騙った
現金詐欺
について

事
故
等

岩手 二戸 2010年10月14日 2010年11月15日

○お客様より、「日本年金機構株式会社普及
課長タカハシと名乗る者が自宅を訪問し、３０
０万円を預ければ生存中に毎月３８，０００円
が支払われますとの話を持ち込んできた」と
のお申出がありました。

○翌日、金融機関で現金を引き出し、契約書
や受領書等はなかったが３００万円を「タカハ
シ」に渡した。１０日後に再度自宅を訪ねてき
て、先に預けた現金３００万円を返還してき
た。その際、前に手渡した名刺を返してほし
いとのことだったが、どこにしまいこんだか分
からないと話したところ、そのまま帰っていっ
た。その後、訪ねてくることはなかったとのこ
とでした。

1名 ― 0

○左記の会社は、日本年金機構の組
織とは全く関係がないことを説明したう
えで、情報提供のお礼を述べました。
また、現金は返還されたとの話しなの
で実際の被害はなかったものと思わ
れますが、その行為自体は詐欺に当
たるものと考えるのでお客様に対して
警察への届出を勧めました。
○県内の各事務所に情報提供を行い

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

とでした。 ○県内の各事務所に情報提供を行い
ました。
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不審電話
について

事
故
等

中部
ブロック

本部
2010年11月13日 2010年11月13日

○「年金機構（日本年金機構とは言っていな
い）ヨシダカズハル」と名乗る人物より電話が
あったとのお申出が、お客様よりありました。

○お子様に係る国民年金の未納についての
内容で、未納の月数も言っていた、テープが
回っている様な電話であり、電話の操作ボタ
ンで次に進む指示があったので、振込詐欺と
思い直ぐに電話を切ったとのことでした。 1名 ― 0

○担当者がお客様に情報提供のお礼
を述べ、警察も含め、各所に電話をし
ているところとのことでした。
○委託業者に、該当の住所に督促の
事実はないことを確認しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等
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○お客様宅へ日本年金の者と名乗る二人組
の男が訪問し、電話番号、基礎年金番号、通
帳番号を聞かれ、お客様は電話番号を教え
てしまいました。基礎年金番号、通帳番号
は、手元にないとして答えませんでした。そ
の後、二人組の男に保険料として１３，０００
円を支払うよう求められ、「領収書は後日送
付となる、払わないと裁判所や警察から出頭
命令を出すことになる」と言われました。お客
様は、４分の３免除の保険料をすでに３ヵ月
分納めていたため不審に思い、支払いを断っ
て、病院に行く用事があるとして話を終了し
ました。お客様は、後日、近所で同じ二人組
を目撃したため、年金事務所へ確認の電話

159

職員等を
装った不
審者の情
報につい
て

事
故
等

北海道 留萌 2010年11月18日 2010年11月18日

○お客様より、「日本年金の者と名乗る男の
訪問があり、保険料として１３，０００円の支
払いを求められたが、領収書を後日送ると言
われたことなどから不審に思ったため、確認
したい」との電話がありました。

1名 ― 0

○国民年金課の担当者が、訪問した
男は委託業者でないことを確認し、お
客様へ電話で、当所の関係者ではな
いこと、また、同様の事象が発生して
いることを説明し、個人情報等を回答
しないよう注意喚起しました。警察へ
相談するよう説明しました。
○委託業者にも、注意喚起しました。

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等

160

不審書簡
の送付に
ついて

事
故
等

愛知 刈谷 2010年11月16日 2010年11月16日

○年金事務所において、開封作業をしていた
際、不審書簡を発見しました。

○内容は殺人予告と題されていました。ま
た、同書簡には送付人の名前と住所、内容
物には３名の名前と住所が記載されていまし
た。 1年

金事
務所

― 0

○文書が送付されたことを管理職より
課員に情報提供し、その後、警察に届
出しました。
○また、不可解現象が起こった場合
は、即座に警察に報告するよう指示を
受けました。

○今回の事象について職員に周知
し、同様の事象があった場合の対応を
再確認しました。
○全職員に不可解な現象を発見した
場合は、即上司に連絡するとともに、
注意喚起することを徹底しました。

事件
等

を目撃したため、年金事務所へ確認の電話
をしたとのことでした。

○お客様が郵便局に口座をもっていないこと
を伝えると、「４６，２００円の返金をするため
には郵便局の口座でなければ返金できない
ので、今すぐに口座を開設しに行ってくれ」と
強い口調で言われ、また、「午前中の早い時

不審電話
に係る情
報提供に
ついて

○お客様宅へ、社会保険庁の「ミヤムラ」と名
乗る者から非通知で電話があり、お客様の
名前を知っていたうえで、「年金を返金するた
めに郵便局の口座を教えてもらいたい」と言
われたとの連絡がありました。

○当所より、社会保険庁として電話を
入れることはあり得ないこと、また、日
本年金機構及び年金事務所としても、
電話で口座番号をお聞きすることやそ
の場で開設をお願いすることもないこ

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審

現金詐取
未遂につ
いて

事
故 東京 葛飾

○お客様より、「日本年金機構のＡ地区担当
の年金事務所のコンドウと称する人物が自
宅に訪問してきたが、不審に思って帰っても
らった」とのお申出がありました。

○「４月に連絡した年金支払いの件でまだ請
求されていない。印紙代３万円が必要、高井
戸にある本部に行けばその場で支払われる
が、私に預けてください」と言われたが、不審
に思われたため「別に住んでいる息子に連絡

1名

○未払い年金の支払いの為に、年金
事務所の職員が印紙代金を要求する
ことはないこと、葛飾年金事務所にコ
ンドウという名の職員はいないことを
説明し、現金詐取の可能性があるの

○平成２２年９月１０日、日本年金機構
内部にお客様に注意喚起を促すよう
に指示しました。
○平成２２年９月１６日、日本年金機構
ホームページに、不審電話及び不審 事件

強い口調で言われ、また、 午前中の早い時
間でないとだめ」とも言われたがその理由は
不明です。すぐに口座開設は難しいと伝えた
ところ、「すぐに出来ないなら４６，２００円は
寄付しろ」と言われたため、不審に思い折り
返しの連絡先を聞いたところ、番号は教えら
れないと怒りだしたとのことです。
○電話の対応が高圧的であったことと、話の
内容に不審な点があったことから当所へ連
絡をされたとのことでした。

161

事
故
等

東京 品川 2010年11月22日 2010年11月22日
事件
等

われたとの連絡がありました。

1名 ― 0

の場で開設をお願いすることもないこ
とを説明したうえで、振り込め詐欺等
の注意を促すとともに、機構本部へ報
告することをお伝えしました。

ホ ム ジに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

162 故
等

東京 葛飾 2010年11月26日 2010年11月26日
に思われたため 別に住んでいる息子に連絡
する」と回答し、今日のところは帰ってもらっ
たとのことでした。

1名 ― 0
説明し、現金詐取の可能性があるの
で、警察に相談するよう説明しました。
○同様の事件が発生しているので、継
続して注意喚起をしていきます。

ホ ム ジに、不審電話及び不審
な訪問に関する注意喚起を促すコー
ナーを作成しました。

事件
等
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163

国民年金
保険料納
付書発行
に係る対
応につい
て 事

故
等

東京 品川 2010年11月29日 2010年11月29日

○国民年金保険料の納付及び納付書の発
行についての相談でお客様が来所されまし
た。
○納付をめぐって対応しているうちに、お客
様が激昂され、大声で床を踏み鳴らし歩きま
わる行動に出たため、身の危険を感じ、警察
に通報しました。警察官に事情を話されるう
ち、落ち着きました。

○お客様より、「５，０００円ずつの分割にして
ほしい」旨のお申出がありましたが、ご希望
には添えないことを説明しました。その後、
「１ヵ月分の納付書でいいから発行するよう」
お申出がありましたが、やり取りをしているう
ちにオンラインが停止してしまい、納付書を
作成できなかったことに対しての不満と思わ
れます。

1名 ― 0

○当方の対応にも至らない点があった
ことをふまえ、何とかご納得いただくよ
う対応しましたが、突然激昂されました
ため、警察に通報しました。５分後警
察官が到着し、お客様が警察官に事
情を話されるうち、明朝一番で納付書
をご自宅へ送付すればよいとのことで
落ち着きました。
○翌日、納付書を送付しました。

○年金相談時間延長に係る所内の案
内表示について、よりわかり易いもの
とするよう検討を指示しました。
○今回の事象について、職員に周知
するとともに、同様の事象があった場
合の対応を再確認しました。 事件

等
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